
まとめ資料比較表 〔58条 計装設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.15 計装設備【58条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には，重大事故等が発生し，計測

機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

1 第 58 条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合

において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。なお，「当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは，

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把 

握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備す

ること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは，複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し，優先順位を定めておくこ

と。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータが計測又は監視及び記録ができること 

 

 

 

 

6.4 計装設備（重大事故等対処設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 計装設備【58 条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条  発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測

機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測することが困難となった場

合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施

設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備す

ること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこ

と。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータが計測又は監視及び記録ができること。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.15.1 適合方針  

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において，

当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する

設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータ（炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するための

パラメータ）は，「「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置

者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 

第 10.1表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分

類された主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パ

ラメータ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「「実

用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1 表重大事故等

対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関

する手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ

（重要代替監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態

における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高

計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。 

計測範囲を第 3.15－1表に，設計基準最大値等を第 3.15－2

表に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備概

要図等を第 3.15－1図，第 3.15－2図及び第 3.15－3図に示す。 

 

 

 

 

 

6.4.1 概  要 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において，

当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する

設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータ（炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するための

パラメータ）は，添付書類十の「第 5.1－1表 重大事故等対策

における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する

手順等」のパラメータの選定で分類された主要パラメータ（重

要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

 

 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，添付

書類十の「第 5.1－1表 重大事故等対策における手順書の概

要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメー

タの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パラメー

タ及び常用代替監視パラメータ）とする。 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態

における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高

計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。 

計測範囲を第 6.4－1表に，設計基準最大値等を第 6.4－2表

に示す。 

計装設備（重大事故等対処設備）の系統概要図を第 6.4－1図

から第 6.4－6図に示す。 

 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態

及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとする。なお，

補助パラメータのうち，重大事故等対処設備を活用する手順等

3.15.1 適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において，

当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する

設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータ（炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功さ

せるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータ）は，「「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 第

10.1表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 

事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類され

た主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パラメー

タ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「「実

用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1表 重大事故等

対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関

する手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ

（重要代替監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態

における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高

計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。 

計測範囲を第 3.15－1表に，設計基準最大値等を第 3.15－2

表に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備概

要図等を第 3.15－1図，第 3.15－2図及び第 3.15－3図に示す。 

 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態

及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとする。なお，

補助パラメータのうち，重大事故等対処設備を活用する手順等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

3.15.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用

原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合は，「「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について 第 10.1 表 重大事故等対策における手順書

の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計

器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を

超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により

推定ができる設計とする。 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器があ

る場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要

代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パ

ラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順

位を定める。推定手段及び優先順位を第 3.15－3 表に示す。 

 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等によ

り計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用す

る。 

   主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事

故等対処設備とする。重大事故等対処設備の補助パラメータの

対象を第 6.4－4表に示す。 

 

6.4.2 設計方針 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用

原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合は，添付書類十の「第 5.1－1表 重大事

故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計

装に関する手順等」の計器故障時の代替パラメータによる推

定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる

推定の対応手段等により推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器があ

る場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要

代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パ

ラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順

位を定める。推定手段及び優先順位を第 6.4－3表に示す。 

 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等によ

り計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内常設直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代

替直流電源設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事

故等対処設備とする。重大事故等対処設備の補助パラメータの

対象を第 3.15－4表に示す。 

 

3.15.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用

原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合は，「「実用発電用原子炉に係る発電用原

子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について 第 10.1表 重大事故等対策における手順書

の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計

器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を

超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により

推定ができる設計とする。 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器があ

る場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要

代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パ

ラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順

位を定める。推定手段及び優先順位を第 3.15－3表に示す。 

 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等によ

り計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可

搬型直流電源設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 
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・所内蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源設

備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内蓄

電式直流電源設備及び可搬型直流源設備については，「3.14 

電源設備」に記載する。 

 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失

した場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については，

温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池等を

電源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

 

 

 

 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選

定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが

複数ある場合は，いずれか 1 つの適切なチャンネルを選定し

計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか 1 つの適切なパラメー

タを選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

 

・所内常設直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常

設直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電

源設備，代替所内電気設備及び燃料給油設備については，

「10.2 代替電源設備」に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失

した場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については，

温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を電

源とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

内の温度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用）及び可搬

型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水

位及び流量（注水量）計測用）（以下「可搬型計測器」という。）

により計測できる設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選

定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが

複数ある場合は，いずれか 1つの適切なチャンネルを選定し

計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか 1つの適切なパラメー

タを選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常

設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流

電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失

した場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については，

温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を電

源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

 

 

 

 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選

定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが

複数ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し

計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメー

タを選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替所内

電気設備の記載なし 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は常設代

替交流電源設備の系統

機能設備として燃料給

油設備を整理 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替所内

電気設備の記載なし 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，温度計測

機能を有する計測器と

温度計測機能を有さな

い計測器の２種類を使

用（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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(3) パラメータ記録時に使用する設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線

量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記

録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記

録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとと

もに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な容量

を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）（データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及び SPDS 表示装置） 

 

 

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 3.15－1

表及び第 3.15－2 表に，代替パラメータによる主要パラメー

タの推定を第 3.15－3 表に示す。また，重大事故等対処設備

を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータを第 3.15－4表に示す。 

 

3.15.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメ

ータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とする

ことで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限

り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り

位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

  重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメ

ータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を

・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧

力，水位及び流量（注水量）計測用） 

 

(3) パラメータ記録時に使用する設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線

量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記

録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記

録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとと

もに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な容量

を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装

置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメ

ータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とする

ことで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限

り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り

位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有

する設計基準事故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共

 

 

 

(3) パラメータ記録時に使用する設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線

量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記

録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記

録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとと

もに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な容量

を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ

収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装

置） 

 

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 3.15－1

表及び第 3.15－2表に，代替パラメータによる主要パラメー

タの推定を第 3.15－3表に示す。また，重大事故等対処設備

を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータを第 3.15－4表に示す。 

 

3.15.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメ

ータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とする

ことで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限

り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り

位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有

する設計基準事故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

・記載方針の相違 

3.15-6



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

3.15.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置は，チャン

ネル相互を物理的，電気的に分離し，チャンネル間の独立を図

る設計とする。また，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータの計測装置の間においてもパラメータ相互をヒューズ

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

  安全パラメータ表示システム（SPDS）は，設計基準対象施設

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態で

あること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構

成をすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

3.15.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，号炉の区分けなく

通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，運転

員の対応状況等）を共有・考慮しながら総合的な管理（事故処

理を含む。）を行うことができ，安全性の向上が図れることか

ら，6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。 

通要因によって同時に機能を損なわないよう，非常用交流電源

設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「10.2 代替電源

設備」にて記載する。 

 

6.4.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測装置の間に

おいては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等により

電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態で

あること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構

成をすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通要因によって同時に機能を損なわないよう，非常用交流電源

設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

3.15.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測装置の間に

おいては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等により

電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態で

あること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構

成をすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

3.15.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区分け

なく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら総合的な管理（事

故処理を含む。）を行うことができ，安全性の向上を図る設計と

する。 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，多重性

を有するパラメータに

ついて，電気的分離によ

り悪影響防止を図って

いる 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は共用しな

い設計としている 

・記載表現の相違 
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 また，安全パラメータ表示システム（SPDS）は，共用により

悪影響を及ぼさないよう，6 号及び 7 号炉に必要な容量を確保

するとともに，号炉の区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基

準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系系統流量 

・格納容器内水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基

準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共用に

より悪影響を及ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，

号炉の区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基

準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

 

 

 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であるが，島根３号炉

と廃炉プラントである

島根１号炉を考慮して

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，BWR-5

設計のため，低圧炉心ス

プレイ・ポンプを有する 

（以下，②の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7は，設計基準

事故対処設備の格納容

器内水素濃度（２個）と

新たに設置した格納容

器内水素濃度（ＳＡ）（２

個）を重大事故等対処設

備としている。東海第二

は，設計基準事故対処設

備の格納容器内水素濃

度を重大事故等対処設

備として使用せず，新た

に設置した格納容器内
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・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・起動領域モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

・起動領域計装 

 

 

 

 

 

 

 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

・残留熱除去系海水系系統流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

 

 

 

 

 

 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

水素濃度（ＳＡ）（２個）

を重大事故等対処設備

としている。島根２号炉

は，設計基準事故対処設

備の格納容器水素濃度

（Ｂ系）（１個）を重大

事故等時の耐環境性を

有する設計とすること

で重大事故等対処設備

とし，新たに設置した格

納容器水素濃度（ＳＡ）

（１個）を重大事故等対

処設備としている（以

下，③の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，起動領域計装（ＳＲ

ＮＭ）を設置している

が，島根２号炉は，中性

子源領域計装（ＳＲＭ），

中間領域計装（ＩＲＭ）

を採用している（以下，

④の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

補機冷却水系系統流量

と同じ流量である残留

熱除去系熱交換器冷却

水流量を残留熱除去系

熱交換器出口温度の代

替パラメータと整理し

ている（以下，⑤の相違） 

 

・設備の相違 
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・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・プール水位

（ＳＡ）の重要代替監視

パラメータとして整理

している（以下，⑥の相

違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7は，設計基準

事故対処設備の格納容

器内酸素濃度（２個）を

重大事故等対処設備と

している。東海第二は，

設計基準事故対処設備

の格納容器内酸素濃度

を重大事故等対処設備

として使用せず，新たに

設置した格納容器酸素

濃度（ＳＡ）（２個）を

重大事故等対処設備と

している。島根２号炉

は，設計基準事故対処設

備の格納容器酸素濃度

（Ｂ系）（１個）を重大

事故等時の耐環境性を

有する設計とすること

で重大事故等対処設備

とし，新たに設置した格

納容器酸素濃度（ＳＡ）

（１個）を重大事故等対

処設備としている（以

下，⑦の相違） 

 

・設備の相違 
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常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態

において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

 

・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態

において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系系統流量 

 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態

において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

島根２号炉は，熱電対

の検出器，東海第二はガ

イドパルス式の検出器

の水位・温度計を設計基

準事故対処設備及び重

大事故等対処設備とし

ている（以下，⑧の相違） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 常設注水及び可搬注

水の流量計構成の相違

（詳細は p3.15-87 に記

載） 

【東海第二】 

代替注水流量（常設）

は，超音波式流量計を採

用しており，崩壊熱相当

の低流量の計測も可能

な特徴を有しており，狭

帯域用の流量計を設置

する必要がない 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，崩壊熱

相当に絞った低流量で

原子炉注水又はペデス

タル注水する必要があ

るため，崩壊熱相当の注

水量を監視可能なよう

狭帯域用の流量計を設

置している（以下，⑨の

相違） 
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・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

 

 

・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

・サプレッション・プール水温度 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力 

・サプレッション・プール水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

 

 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

 

・ドライウェル水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である残留

熱代替除去系を 50 条の

重大事故等対処設備に

整理しており流量計を

記載しているが，柏崎

6/7 は流量計を記載し

ていない（以下，⑩の相

違） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損判断のた

め，ペデスタル水温度

（ＳＡ）を設置している

（以下，⑪の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＲＰＶ

破損前に原子炉格納容

器下部に溶融炉心の冷

却に必要な水量の事前

注水の把握のため，重大

事故等対処設備として

いる（以下，⑫の相違） 
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・格納容器下部水位 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置水素濃度 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水位 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置圧力 

・フィルタ装置スクラビング水温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，格納容器

内に直接測定する水素

濃度計を設置している

が，島根２号炉は，サン

プリング式の水素濃度

計を設置している（以

下，⑬の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系の温度を残

留熱除去系熱交換器出

口温度により確認する

整理としている（以下，

⑭の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器フィルタベント系の

運転時，事故収束時に使

用するスクラバ容器温

度を重大事故等対処設

備としている（以下，⑮

の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタ出口水素

濃度を可搬型で採用し

3.15-13



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている（以下，⑯の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，金属フ

ィルタの閉塞のリスク

が極めて低いため，差圧

計を設置しておらず，閉

塞した場合においても

スクラバ容器圧力の上

昇傾向により確認する

整理としている（以下，

⑰の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

時のスクラビング水の

水位変動を考慮しても

放射性物質の除去性能

を維持し，ベント開始後

7 日間は水補給が不要

となるよう設定してい

るため，ベント中のｐＨ

監視は不要であること

から自主対策設備とし

ている（以下，⑱の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，耐圧強

化ベント系を重大事故

等対処設備としていな

い（以下，⑲の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，残留熱除

去系熱交換器出口温度
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・復水貯蔵槽水位（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

 

 

 

 

 

 

 

・代替淡水貯槽水位 

・西側淡水貯水設備水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

の代替パラメータを緊

急用海水系流量として

いるが，島根２号炉は，

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量と整理して

いる（以下，⑳の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，復水貯蔵

槽を重大事故等時の水

源として採用している

が，島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水槽を重

大事故等時の水源とし

て採用している（以下，

㉑の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・プール水位

（ＳＡ）の代替パラメー

タとして高圧原子炉代

替注水流量を代替パラ

メータとしている（以

下，㉒の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉑の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替循環

冷却を復水補給水ポン

プを経由して注水する

ことから，その圧力計を

使用しているが，島根２
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ用空冷装置を含む） 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，想定される重大事

故等時に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデ

ータ量を伝送することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位及び流量（注水量）等の計測用として 6 号炉，

7 号炉それぞれ 1 セット 24 個（測定時の故障を想定した予備

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置を含む） 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設

備を活用する手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて

必要となる計測範囲を有する設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要

なデータ量を伝送することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，

圧力，水位及び流量（注水量）の計測用）は，1セット 20個（測

定時の故障を想定した予備 1個含む）使用する。保有数は，故

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

 

 

 

 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。） 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設

備を活用する手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて

必要となる計測範囲を有する設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要

なデータ量を伝送することができる設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できる設計とする。原子炉格納容器の排出経路での水素

濃度監視用として１セット１個使用する。保有数は，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個を加

えた合計２個保管する設計とする。 

 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位及び流量（注水量）等の計測用として１セット

30個（測定時の故障を想定した予備１個含む。）使用する。保

号炉は，残留熱代替除去

ポンプを新設しており，

新規に圧力計を設置し

ている（以下，㉓の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ガイド

パルス式の検出器，柏崎

6/7，東海第二は熱電対

の検出器を採用してい

る（以下，㉔の相違） 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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1 個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 24 個（6 号及び 7 号炉共用）

を含めて合計 72 個を分散して保管する。 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

 

・格納容器下部水位 

 

 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

 

・起動領域モニタ 

 

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 20

個を含めて合計 40個を分散して保管する。 

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，

水位及び流量（注水量）の計測用）は，1セット 19 個（測定時

の故障を想定した予備 1個含む）使用する。保有数は，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 19個

を含めて合計 38個を分散して保管する。 

 

6.4.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

 

 

・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

・サプレッション・プール水温度 

 

・格納容器下部水位 

 

 

 

 

 

 

・起動領域計装 

 

有数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として 30個を含めて合計 60個を保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

 

 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

 

 

 

 

 

 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

可搬型計測器の個数

の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑬の相違，設置場

所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・平均出力領域モニタ 

なお，起動領域モニタ及び平均出力領域モニタについては，

想定される重大事故等時初期における原子炉格納容器内の環境

条件を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋原子炉区域内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

 

 

 

・平均出力領域計装 

なお，起動領域計装及び平均出力領域計装については，想定

される重大事故等時初期における原子炉格納容器内の環境条件

を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系系統流量 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力 

・サプレッション・プール水位 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

・平均出力領域計装 

なお，中性子源領域計装，中間領域計装及び平均出力領域計

装については，想定される重大事故等時初期における原子炉格

納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

④の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑬の相違，設置場
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・格納容器内水素濃度 

 

 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ（7 号炉） 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量（6 号炉区分Ⅲ） 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

・残留熱除去系海水系系統流量（Ａ系） 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

㉒の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋内の原子炉区域外，

タービン建屋内又は廃棄物処理建屋内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

 

・フィルタ装置水素濃度 

 

 

 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・非常用窒素供給系供給圧力 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

・ＲＣＷサージタンク水位 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建物付属棟内及びその他の建物内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

・代替注水流量（常設） 

 

 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

・スクラバ容器水位 

 

 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

 

 

 

 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧，㉔の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違，設置場所の

相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉓の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑮の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違，設置場所の
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・耐圧強化ベント系放射線モニタ（6 号炉） 

 

 

 

 

 

・原子炉補機冷却水系系統流量（6 号炉区分Ⅰ，Ⅱ，7 号炉） 

 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵槽水位（SA） 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系海水系系統流量（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

 

 

 

・緊急用直流 125V主母線盤電圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

・燃料プール監視カメラ用冷却設備 

 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，格納容器圧力逃がし装置格納

槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。 

・フィルタ装置水位  

・フィルタ装置圧力  

・フィルタ装置スクラビング水温度  

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，常設低圧代替注水系ポンプ室

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

・代替淡水貯槽水位 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，常設代替高圧電源装置置場（地下）に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・西側淡水貯水設備水位 

・緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

・緊急用Ｐ／Ｃ電圧 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ａ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ｂ電圧 

・直流 125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理） 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 
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重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・フィルタ装置水位 

 

 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下の

パラメータを計測する設備は，原子炉建屋屋上に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

 

 

  安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置

は，コントロール建屋内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。データ伝送装置は，想

定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ） 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝送

装置は，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。データ伝送装置は，

想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のＳＰＤＳデータ

収集サーバは，廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデー

タ収集サーバは，想定される重大事故等時に操作を行う必要が

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違，設置場所の

相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 
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安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援

システム伝送装置は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。緊急時対策支援システム伝送装置は，想定される重

大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS 表示装置

は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。SPDS 表 

示装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所

で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，コントロール建屋内及び 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所内に保管し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。可搬型計測器の操作は，想定

される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で

使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

・格納容器内水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・起動領域モニタ 

 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち緊急時対策

支援システム伝送装置は，緊急時対策所建屋内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

緊急時対策支援システム伝送装置は，想定される重大事故等時

に操作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデ

ータ表示装置は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデー

タ表示装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置

場所で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉建屋付属棟内及び緊急時対策所建屋

内に保管し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。可搬型計測器の操作は，想定される重大事故

等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

6.4.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で

使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

・起動領域計装 

 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝

送サーバは，緊急時対策所に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳ伝送サーバ

は，想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデ

ータ表示装置は，緊急時対策所に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデータ

表示装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置場

所で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に保

管し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。可搬型計測器の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，設置場所で可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で

使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 
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・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，設計基準対

象施設として使用する場合と同じ構成で，重大事故等対処設備

として使用できる設計とする。格納容器内水素濃度及び格納容

器内酸素濃度を計測するためのサンプリング装置は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

・残留熱除去系海水系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

 

 

 

・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ａ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ｂ電圧 

・直流 125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧 

・非常用窒素供給系供給圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

 

 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

 

 

 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷサージタンク水位 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，

設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で，重大事故

等対処設備として使用できる設計とする。格納容器水素濃度（Ｂ

系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）を計測するためのサンプリ

ング装置は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑦の相違 
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常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替え

ることなく使用できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

・格納容器下部水位 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替え

ることなく使用できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系系統流量 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

・サプレッション・プール水温度 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力 

 

・サプレッション・プール水位 

・格納容器下部水位 

中性子源領域計装及び中間領域計装は，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ構成で，重大事故等対処設備として使

用できる設計とする。中性子源領域計装及び中間領域計装は，

中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替え

ることなく使用できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・ペデスタル水位 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 
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・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

 

 

 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵槽水位（SA） 

 

 

 

 

 

 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置圧力 

・フィルタ装置スクラビング水温度 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

・代替淡水貯槽水位 

・西側淡水貯水設備水位 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑮の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉒の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉓の相違 
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ用空冷装置を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置スクラバ水 pH を計測するためのサンプリング

装置は，想定される重大事故等時に切り替えることなく使用で

きる設計とする。フィルタ装置スクラバ水 pH を計測するため

のサンプリング装置は，屋外で弁及び付属の操作スイッチによ

り操作が可能な設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，想定される

重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。使

用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉建屋内の

原子炉区域外で弁及び付属の操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置を含む） 

・緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

・緊急用Ｐ／Ｃ電圧 

・緊急用直流 125V主母線盤電圧 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

並びにフィルタ装置入口水素濃度は，想定される重大事故等時

に切り替えることなく使用できる設計とする。格納容器内水素

濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）並びにフィルタ

装置入口水素濃度を計測するためのサンプリング装置は，中央

制御室の制御盤の操作スイッチにより操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，想定される重大

事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。使用済

燃料プール監視カメラ用空冷装置は，中央制御室の制御盤の操

作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。） 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，

想定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計

とする。格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）を計測するためのサンプリング装置は，中央制御室の操作

スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等

時に切り替えることなく使用できる設計とする。燃料プール監

視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内で弁及び付属の操

作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉔の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

・設備の相違，記載箇所

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑦，⑯の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，中央制御

室で操作を行うが，島根

２号炉は現場で操作を

行う 
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フィルタ装置水素濃度は，耐圧強化ベント系と格納容器圧力

逃がし装置で兼用するものであり，想定される重大事故等時に

おいて耐圧強化ベント系を使用する際に，弁操作により，サン

プリングラインを格納容器圧力逃がし装置から耐圧強化ベント

系に速やかに切り替えられる設計とする。フィルタ装置水素濃

度を計測するためのサンプリング装置は，原子炉建屋内の原子

炉区域外で弁及び付属の操作スイッチにより操作が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，想定される重大事

故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。安

全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置及び

緊急時対策支援システム伝送装置は，常時伝送を行うため，通

常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ表示システ

ム（SPDS）のうち SPDS 表示装置は，付属の操作スイッチによ

り 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内で操作が可能な設計とす

る。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想

定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計と

する。可搬型計測器は，運転員等が携行して屋内のアクセスル

ートを通行できる設計とする。可搬型計測器の計装ケーブルの

接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一することによ

り，一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計と

し，付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝

送装置及び緊急時対策支援システム伝送装置は，常時伝送を行

うため，通常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，

付属の操作スイッチにより緊急時対策所内で操作が可能な設計

とする。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想

定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計と

する。可搬型計測器は，重大事故等対応要員が携行して屋外・

屋内のアクセスルートを通行できる設計とする。可搬型計測器

の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を

統一することにより，一般的に使用される工具を用いて確実に

接続できる設計とし，付属の操作スイッチにより設置場所で操

作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，想定される重大事故等

時に切り替えることなく使用できる設計とする。第１ベントフ

ィルタ出口水素濃度は，車両による運搬，移動ができる設計と

するとともに，接続規格を統一することにより，確実に接続で

きる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度を計測する

ためのサンプリング装置は，屋外でサンプリング装置の弁及び

付属の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ

データ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，常時伝送を行う

ため，通常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ表

示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付

属の操作スイッチにより緊急時対策所内で操作が可能な設計と

する。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想

定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計と

する。可搬型計測器は，運転員が携行して屋内のアクセスルー

トを通行できる設計とする。可搬型計測器の計装ケーブルの接

続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一することにより，

一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計とし，

付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

島根２号炉は，屋外及

び中央制御室で操作が

可能 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，耐圧強化

ベントに切り替えて計

測するが，島根２号炉

は，切り替えて計測しな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，現場運

転員が対応するが，柏崎

6/7は，中央制御室運転

員又は現場運転員が対

応するため，等が記載さ

れている 

【東海第二】 

 東海第二は，屋外から

中央制御室の移動があ

るが，島根２号炉は中央

制御室からの移動のた

め屋外のアクセスルー
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3.15.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による

機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬

入力による性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 主要設備及び仕様 

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 6.4－1表及

び第 6.4－2表に，代替パラメータによる主要パラメータの推定

を第 6.4－3表に示す。また，重大事故等対処設備を活用する手

順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータを第 6.4－4

表に示す。 

 

 

6.4.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認

（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬

入力による性能の確認が可能な設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認

（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬

入力による性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トは記載していない 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉圧力容器温度 

個  数     2 

計測範囲     0～350℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～10MPa[gage] 

 

(3) 原子炉圧力（SA） 

個  数     1 

計測範囲     0～11MPa[gage] 

 

(4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     -3,200～3,500mm *1 

 

(5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     -4,000～1,300mm *2 

 

(6) 原子炉水位（SA） 

個  数     1 

         1 

計測範囲     -3,200～3,500mm *1 

-8,000～3,500mm *1 

 

 

 

 

 

第 6.4－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1)  原子炉圧力容器温度 

個  数     4 

計測範囲     0～500℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個   数    2 

計測範囲     0～10.5MPa［gage］ 

 

(3)  原子炉圧力（ＳＡ） 

個  数     2 

計測範囲     0～10.5MPa［gage］ 

 

  (4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     －3,800mm～1,500mm※１ 

 

  (5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     －3,800mm～1,300mm※２ 

 

  (6) 原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

個  数     1 

 

計測範囲     －3,800mm～1,500mm※１ 

 

  (7) 原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

個  数     1 

計測範囲     －3,800mm～1,300mm※２ 

 

 

第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～500℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～10MPa［gage］ 

 

(3) 原子炉圧力（ＳＡ） 

個  数     １ 

計測範囲      ０～11MPa［gage］ 

 

(4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲      －400～150cm ※１ 

 

(5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲      －800～－300cm ※１ 

 

(6) 原子炉水位（ＳＡ） 

個  数     １ 

 

計測範囲     －900～150cm ※１ 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（個数，計測

範囲）の相違  
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(7) 高圧代替注水系系統流量 

個  数     1 

計測範囲     0～300m3/h 

 

(10)復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

個  数     1 

計測範囲         6 号炉 0～200m3/h 

7 号炉 0～150m3/h 

 

(11)復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

個  数     1 

計測範囲      0～350m3/h 

 

(13)復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

個  数     1 

計測範囲     6 号炉 0～150m3/h 

7号炉 0～100m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) 原子炉隔離時冷却系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～300m3/h 

  (8) 高圧代替注水系系統流量 

個  数     1 

計測範囲     0～50L／s 

 

  (9) 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～500m３／h 

 

 

(10) 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

個  数     1 

計測範囲     0～80m３／h 

 

(11) 低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～300m３／h 

 

(12) 低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

個  数     1 

計測範囲     0～80m３／h 

 

(18) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～500m３／h 

 

(19) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～500m３／h 

 

(20) 低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

個  数     1 

計測範囲     0～200m３／h 

 

(14) 原子炉隔離時冷却系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～50L／s 

(7) 高圧原子炉代替注水流量 

個  数     １ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(8) 代替注水流量（常設） 

個  数     １ 

計測範囲     ０～300m3/h 

 

 

(9) 低圧原子炉代替注水流量 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200m3/h 

 

(10) 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～50m3/h 

 

(11) 格納容器代替スプレイ流量 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(12) ペデスタル代替注水流量 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(13) ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～50m3/h 

 

 

 

 

 

 (14) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～150m3/h 
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(9) 高圧炉心注水系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～1,000m3/h 

 

(12)残留熱除去系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

    ・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～1,500m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14)ドライウェル雰囲気温度 

個  数     2 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 高圧炉心スプレイ系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～500L／s 

 

 (16) 残留熱除去系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～600L／s 

 

(17) 低圧炉心スプレイ系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～600L／s 

 

 (13) 代替循環冷却系原子炉注水流量 

個  数     2 

計測範囲     0～150m３／h 

 

(21) 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

個  数     2 

計測範囲     0～300m３／h 

 

(22) ドライウェル雰囲気温度 

個  数     8 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

(25) 格納容器下部水温 

ペデスタル床面高さ 0m検知用※３ 

個  数     5 

計測範囲     0～500℃ 

(15) 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

 (16) 残留熱除去ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ３ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

(17) 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

(18) 残留熱代替除去系原子炉注水流量 

個  数     １ 

計測範囲     ０～50m3/h 

 

(19) 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

個  数     １ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(20) ドライウェル温度（ＳＡ） 

個  数     ７ 

計測範囲     ０～300℃ 

 

(21) ペデスタル温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～300℃ 

 

(22) ペデスタル水温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 
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(15)サプレッション・チェンバ気体温度 

個  数     1 

計測範囲     0～300℃ 

 

(16)サプレッション・チェンバ・プール水温度 

個  数     3 

計測範囲     0～200℃ 

 

(17)格納容器内圧力（D/W） 

個  数     1 

計測範囲     0～1,000kPa[abs] 

 

(18)格納容器内圧力（S/C） 

個  数     1 

計測範囲     0～980.7kPa[abs] 

 

(19)サプレッション・チェンバ・プール水位 

個  数     1 

計測範囲     -6～11m 

（T.M.S.L.-7,150～+9,850mm）*3 

 

 

 

 

 

(20)格納容器下部水位 

個  数     3 

計測範囲     +1m，+2m，+3m 

（T.M.S.L.-5,600mm，-4,600mm，

-3,600mm）*3 

 

 

 

 

ペデスタル床面高さ＋0.2m検知用※３ 

個  数     5 

計測範囲     0～500℃ 

 

 (23) サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

個  数     2 

計測範囲     0～200℃ 

 

(24) サプレッション・プール水温度 

個  数     3 

計測範囲     0～200℃ 

 

(26) ドライウェル圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa［abs］ 

 

(27) サプレッション・チェンバ圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa［abs］ 

 

(28) サプレッション・プール水位 

個  数     1 

計測範囲     －1m～9m 

（EL.2,030mm～12,030mm）※４ 

 

 

 

 

 

(29) 格納容器下部水位 

ペデスタル床面高さ＋0.50m検知用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.12,306mm 

ペデスタル床面高さ＋0.95m検知用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.12,756mm 

ペデスタル床面高さ＋1.05m検知用※３ 

個  数     2 

 

 

 

 

(23) サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 

 

(24) サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 

 

 (25) ドライウェル圧力（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～1,000kPa［abs］ 

 

(26) サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）  

個  数     ２ 

計測範囲     ０～1,000kPa［abs］ 

 

(27) サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

個  数     １ 

計測範囲     －0.80～5.50m※２ 

 

 

(28) ドライウェル水位 

個  数     ３ 

計測範囲     －3.0m※３，－1.0m※３，＋1.0m※３ 

 

(29) ペデスタル水位 

個  数     ４ 

計測範囲     ＋0.1m※４，＋1.2m※４，＋2.4m※４， 

＋2.4m※４ 
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(21)格納容器内水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     6 号炉 0～30vol% 

7 号炉 0～20vol%／0～100vol% 

 

(22)格納容器内水素濃度（SA） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol% 

 

(23)格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     10-2～105Sv/h 

 

(24)格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     10-2～105Sv/h 

 

 

計測範囲     EL.12,856mm 

ペデスタル床面高さ＋2.25m満水管理用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.14,056mm 

ペデスタル床面高さ＋2.75m満水管理用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.14,556mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol％ 

 

(31) 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

(32) 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～５vol％／０～100vol％ 

 

 

 (31) 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～100vol％ 

 

(32) 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     10－２～10５Sv/h 

 

(33) 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     10－２～10５Sv/h 
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(25)起動領域モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉核計装 

個  数     10 

計測範囲     10-1～106s-1 

（1.0×103～1.0×109cm-2・s-1） 

 

 

 

 

 

0～40%又は 0～125% 

（1.0×108～2.0×1013cm-2・s-1） 

 

 

(26)平均出力領域モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉核計装 

個  数     4*4 

計測範囲     0～125% 

（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

 

 

(27)復水補給水系温度（代替循環冷却） 

個  数     1 

計測範囲     0～200℃ 

 

(28)フィルタ装置水位 

個  数     2 

計測範囲     0～6,000mm 

 

(29)フィルタ装置入口圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa[gage] 

 

 

 

 

(33) 起動領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・核計装 

個   数     8 

計測範囲      10－１cps～10６cps 

（1.0×10３cm－２・s－１～1.0×10９

cm－２・s－１） 

 

 

 

 

0～40％又は 0～125％ 

（1.0×10８cm－２・s－１～1.5×10１

３cm－２・s－１） 

 

(34) 平均出力領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・核計装 

個   数     2※５ 

計測範囲     0～125％ 

（1.0×10１２cm－２・s－１～1.0×10１４

cm－２・s－１） 

 

(41) 代替循環冷却系ポンプ入口温度 

個  数     2 

計測範囲     0～100℃ 

 

 (35) フィルタ装置水位 

個  数     2 

計測範囲     180mm～5,500mm 

 

(36) フィルタ装置圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa［gage］ 

 

(37) フィルタ装置スクラビング水温度 

個  数     1 

計測範囲     0～300℃ 

(34) 中性子源領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数     ４ 

計測範囲     10－１～10６ｓ-1 

（1.0×10３～1.0×10９cm-2・ｓ-1） 

 

(35) 中間領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数     ８ 

計測範囲     ０～40％又は０～125％ 

（1.0×10８～1.5×1013cm-2・s-1） 

 

 

(36) 平均出力領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数     ６※５ 

計測範囲     ０～125％ 

（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

 

 

 

 

 

 

(37) スクラバ容器水位 

個  数     ８ 

計測範囲     

 

(38) スクラバ容器圧力 

個  数     ４ 

計測範囲     ０～１MPa［gage］ 

 

(39) スクラバ容器温度 

個  数     ４ 

計測範囲     ０～300℃ 
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(30)フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

 

計測範囲     10-2～105mSv/h 

 

 

(31)フィルタ装置水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol% 

 

(32)フィルタ装置金属フィルタ差圧 

個  数     2 

計測範囲     0～50kPa 

 

(33)フィルタ装置スクラバ水 pH 

個  数     1 

計測範囲     pH0～14 

 

(34)耐圧強化ベント系放射線モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     10-2～105mSv/h 

 

 (35)残留熱除去系熱交換器入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～300℃ 

 

(38) フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

(39) フィルタ装置入口水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40) 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～300℃ 

 

(40) 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     ２ 

         １ 

計測範囲     10－２～10５Sv/h 

10－３～10４mSv/h 

 

(41) 第１ベントフィルタ出口水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １(予備１) 

計測範囲     ０～20vol％／０～100vol％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 
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(36)残留熱除去系熱交換器出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～300℃ 

 

(37)原子炉補機冷却水系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     6 号炉 区分Ⅰ，Ⅱ 0～4,000m3/h 

区分Ⅲ 0～3,000m3/h 

7 号炉 区分Ⅰ，Ⅱ 0～3,000m3/h 

区分Ⅲ 0～2,000m3/h 

 

(38)残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     6 号炉 0～2,000m3/h 

7 号炉 0～1,500m3/h 

 

(40)残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～3.5MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44) 残留熱除去系海水系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～550L／s 

 

 

(54) 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～4MPa［gage］ 

 

(45) 緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

個  数     1 

計測範囲     0～800m３／h 

 

(46) 緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

個  数     1 

計測範囲     0～50m３／h 

 

 

 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (44) 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

 

(45) 残留熱除去ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ３ 

計測範囲     ０～４MPa［gage］ 
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(41)復水貯蔵槽水位（SA） 

個  数     1 

計測範囲     6 号炉 0～16m 

7 号炉 0～17m 

 

 

 

 

 (42)復水移送ポンプ吐出圧力 

個  数     3 

計測範囲     0～2MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (39)高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2  

計測範囲     0～12MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(47) 代替淡水貯槽水位 

個  数     1 

計測範囲     0～20m 

 

(48) 西側淡水貯水設備水位 

個  数     1 

計測範囲     0～6.5m 

 

(49) 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～10MPa［gage］ 

 

(50) 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

個  数     2 

計測範囲     0～5MPa［gage］ 

 

(52) 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～10MPa［gage］ 

  

(53) 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～10MPa［gage］ 

  

 (55) 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～4MPa［gage］ 

 

(51) 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

個  数     2 

計測範囲     0～5MPa［gage］ 

 

(46) 低圧原子炉代替注水槽水位 

個  数     １ 

計測範囲     ０～1,500m3（０～12,542mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(47) 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～４MPa［gage］ 

 

 (48) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～10MPa［gage］ 

 

 (49) 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～12MPa［gage］ 

 

 (50) 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～５MPa［gage］ 

 

(51) 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～３MPa［gage］ 
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 (43)原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設      

 備 

個  数     8 

計測範囲     0～20vol% 

 

 

 

 

 

(44)静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

 

個  数     4 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45)格納容器内酸素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

個  数     2 

計測範囲     6 号炉 0～30vol% 

7 号炉 0～10vol%／0～30vol% 

 

 

 

 

 

 (56) 原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

原子炉建屋原子炉棟 6階 

個  数     2 

計測範囲     0～10vol％ 

原子炉建屋原子炉棟 2階，地下 1階 

個  数     3 

計測範囲     0～20vol％ 

 

(57) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     4 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(52) 原子炉建物水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     １ 

             ６ 

計測範囲     ０～10vol％ 

０～20vol％ 

 

 

 

(53) 静的触媒式水素処理装置入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～100℃ 

 

(54) 静的触媒式水素処理装置出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～400℃ 

 

(55) 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～５vol％／０～25vol％ 
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(46)使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

(47)使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

(48)使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

(49)使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ用空冷装置を含む） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

(50)安全パラメータ表示システム（SPDS） 

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）

の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(58) 格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～25vol％ 

 

(59) 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

第 4.3－1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

(60) 使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

第 4.3－1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

(61) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

(62) 使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カ

メラ用空冷装置を含む） 

第 4.3－1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

 

(63) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第 10.12－2表 通信連絡を行うために必要な設備（常

設）の主要機器仕様に記載する。 

 

 (64) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の

温度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用） 

個  数     20（予備 20） 

 

(65) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の

圧力，水位及び流量（注水量）計測用） 

個  数     19（予備 19） 

 

(56) 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～25vol％ 

 

(57) 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(58) 燃料プール水位（ＳＡ） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(59) 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）  

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(60) 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

 

(61) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）

の主要機器仕様に記載する。 

 

(62) 可搬型計測器 

個  数     30（予備 30） 
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*1：基準点は蒸気乾燥器スカート下端（原子炉圧力容器零レ

ベルより 1,224cm） 

*2：基準点は有効燃料棒頂部（原子炉圧力容器零レベルより

905cm） 

*3：T.M.S.L.＝東京湾平均海面 

*4：局部出力領域モニタの検出器は 208 個であり，平均出力

領域モニタの各チャンネルには，52 個ずつの信号が入力

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 基準点は蒸気乾燥器スカート下端（原子炉圧力容器零レベ

ルより 1,340cm） 

※2 基準点は燃料有効長頂部（原子炉圧力容器零レベルより

920cm） 

※3 ペデスタル底面（コリウムシールド上表面：EL.11,806mm）

からの高さ 

※4 基準点は通常運転水位：EL.3,030mm（サプレッション・チ

ェンバ底部より 7,030mm） 

※5 平均出力領域計装 A～Fの 6チャンネルのうち，A，Bの 2

チャンネルが対象。平均出力領域計装の A，C，Eチャン

ネルにはそれぞれ 21個，B，D，Fにはそれぞれ 22個の検

出器がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより

1,328cm）。 

※２：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。 

※３：基準点は格納容器底面（EL10100）。 

※４：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。 

※５：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領

域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力

される。 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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3
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3
表
 

代
替
パ

ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主
要

パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

３
／

17
）

 

3.15-65



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

    

 

    

    

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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3
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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3
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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3
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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3
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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3
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3
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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3
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

3
表
 

代
替
パ

ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主
要

パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
6／

17
）

 

3.15-84



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違による

代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠

で示す） 
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第 3.15－4表 重大事故等対処設備を活用する手順の着手の判断基

準として用いる補助パラメータ 

分類 補助パラメータ 

電源関係 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

その他 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 

ＲＣＷサージタンク水位 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7 に記載して

いる非常用 D/G発電機，

第一 GTG発電機，電源車

の電源関係のパラメー

タについて，島根２号炉

は各母線電圧を着手の

判断としている。 

島根２号炉は，号炉間

電力融通による給電は

自主設備としている。 

柏崎 6/7は，格納容器

圧力逃がし装置の機能

維持のため，ドレンタン

クの排水操作を行うが，

島根２号炉は不要なた

め，ドレンタンク水位を

補助パラメータとして

いない。 

島根２号炉は，遠隔空

気駆動弁操作用ボンベ

を使用しないため，遠隔

空気駆動弁操作用ボン

ベ出口圧力を補助パラ

メータとしていない。 

島根２号炉は，原子炉

補機冷却水ポンプ出口

圧力を低圧炉心スプレ

イ系の着手の判断基準

としている 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 

 

常設注水流量計の相違 

＜原子炉注水，格納容器

スプレイ＞ 

島根 2号炉では，低圧

原子炉代替注水ポンプ

による原子炉注水およ

び格納容器スプレイを

切替えて実施するため，

流量計を注水ライン分

岐前に１台設置してい

る。東海第二は，同時注

水を行うため原子炉注

水用と格納容器スプレ

イ用 の流量計を注水ラ

イン分岐後に１台ずつ

設置している。柏崎 6/7

は，原子炉注水と格納容

器スプレイを切替える

ラインと原子炉注水の

みのラインがあり流量

計は注水ライン分岐前

の１台と原子炉注水用

の１台の計２台を設置

している。 

＜ペデスタル注水＞ 

島根 2号炉では，低圧

原子炉代替注水ポンプ

による格納容器下部へ

の注水を格納容器スプ

レイにより行うため，格

納容器スプレイ流量計

測と同一である。柏崎

6/7，東海第二は，格納
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容器下部への注水ライ

ンがあるため，格納容器

下部注水用の流量計を

設置している 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る電源構成の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当なし 

【東海第二】 

設備設計の相違によ

る電源構成の相違 
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・設備の相違 

【東海第二】 

設備設計の相違によ

る電源構成の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 
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まとめ資料比較表 〔59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20 版） 東海第二発電所(2018.9.18 版) 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の中央制御室待避室は，常設の遮蔽で居住性を確保する

② 島根２号炉の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は一体型ではない

③ 島根２号炉は，常設空調を用いて正圧化，系統隔離運転いずれも実施可能

④ 島根２号炉は，外気を給気して正圧化を実施する

⑤ 島根２号炉は，重大事故等時の電源として可搬型代替交流電源設備を記載

⑥ 島根２号炉は，重大事故等対処設備として原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置を設置する

⑦ 島根２号炉は電路となる代替所内電気設備を明確に記載

3.16-1
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3.16 原子炉制御室 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成

するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が第二十

六条第一項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損

を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第４９条、第

５０条、第５１条又は第５２条の規定により設置されるいずれ

かの設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失

した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第二十六条第一項の規定によ

り設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有

効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交替要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備【59条】 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成

するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が第二十

六条第一項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第 59条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破

損を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第 49条、第

50条、第 51条又は第 52条の規定により設置されるいずれかの

設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失した

場合をいう。 

２ 第 59 条に規定する「運転員が第 26 条第１項の規定により

設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第 37 条の想定する格納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有

効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備【59条】 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成

するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が第二十

六条第一項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損

を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第４９条、第

５０条、第５１条又は第５２条の規定により設置されるいずれ

かの設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失

した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６条第１項の規定により

設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有

効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状
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況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する

必要がある場合は、非常用ガス処理系等（BWR の場合）又はア

ニュラス空気再循環設備等（PWRの場合）を設置すること。 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保

するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止

する必要がある場合は、現場において、人力により容易かつ確

実に閉止操作ができること。 

 

 

3.16.1 適合方針 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合においても

運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。 

中央制御室の系統概要図を第 3.16－1 図から第 3.16－4 図に

示す。 

3.16.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 居住性を確保するための設備 

重大事故が発生した場合における炉心の著しい損傷後の格納

容器圧力逃がし装置を作動させる場合に，放出される放射性雲

による運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に中央制

御室待避室を設ける設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が中央制

御室及び中央制御室待避室にとどまるための設備として，可搬

型蓄電池内蔵型照明，中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制

御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，中央制

御室待避室遮蔽（常設），中央制御室待避室遮蔽（可搬型），差

圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計を設置する設計とする。 

 

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する

必要がある場合は、非常用ガス処理系等（ＢＷＲの場合）又は

アニュラス空気再循環設備等（ＰＷＲの場合）を設置すること。 

ｅ）ＢＷＲにあっては，上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができるこ

と。また、ブローアウトパネルは、現場において人力による操

作が可能なものとすること。 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

3.16.1 設置許可基準規則第59条への適合方針 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

も運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及

び保管する。 

 

 

3.16.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 居住性を確保するための設備 

 

 

 

 

重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるため

の設備として，可搬型照明（ＳＡ），中央制御室換気系空気調

和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン，中央制御

室換気系フィルタユニット，中央制御室待避室空気ボンベユ

ニット（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮

蔽，中央制御室待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を設置する設計とする。 

 

 

 

 

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する

必要がある場合は、非常用ガス処理系等（ＢＷＲの場合）又は

アニュラス空気再循環設備等（ＰＷＲの場合）を設置すること。 

ｅ）ＢＷＲにあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができるこ

と。また、ブローアウトパネルは、現場において人力による操

作が可能なものとすること。 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

3.16.1 適合方針 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合においても

運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。 

中央制御室の系統概要図を第3.16－1 図から第3.16－4 図に示

す。 

3.16.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 居住性を確保するための設備 

重大事故が発生した場合における炉心の著しい損傷後の格納

容器フィルタベント系を作動させる場合に，放出される放射性

雲による運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に中央

制御室待避室を設ける設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が中央制

御室及び中央制御室待避室にとどまるための設備として，ＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），チャコール・フィルタ・ブースタ・フ

ァン，再循環用ファン，非常用チャコール・フィルタ・ユニッ

ト，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制御室遮

蔽，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室差圧計，待避室差圧計，

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室待避室は常設の遮蔽

で居住性を確保する（以

下，①の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度

計は一体型ではない（以

下，②の相違） 
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ａ．換気空調設備及び遮蔽設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

及び中央制御室待避室の運転員を過度の放射線被ばくから

防護するために中央制御室可搬型陽圧化空調機を使用する。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，重大事故等時に炉心の

著しい損傷が発生した場合において中央制御室を陽圧化す

ることにより，放射性物質を含む外気が中央制御室に直接流

入することを防ぐことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作

動させる場合に放出される放射性雲通過時において，中央制

御室待避室を中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）で

陽圧化することにより，放射性物質が中央制御室待避室に流

入することを一定時間完全に防ぐことができる設計とする。 

 

 

 

 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽（常設）は，運

転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故時

に，中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽

圧化空調機及び中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

の機能とあいまって，運転員の実効線量が7日間で100mSv を

超えない設計とする。 

また，全面マスク等の着用及び運転員の交替要員体制を考

慮し，その実施のための体制を整備する。 

 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，全交流動力電源喪失時

においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

ａ．換気空調設備及び遮蔽設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御

室換気系は，重大事故等時に炉心の著しい損傷が発生した

場合において高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタ

を内蔵した中央制御室換気系フィルタユニット並びに中央

制御室換気系フィルタ系ファンからなる非常用ラインを設

け，外気との連絡口を遮断し，中央制御室換気系フィルタ

ユニットを通る閉回路循環方式とすることにより，放射性

物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐこ

とができる設計とする。 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を

作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，中

央制御室待避室を中央制御室待避室空気ボンベユニット

（空気ボンベ）で正圧化することにより，放射性物質が中

央制御室待避室に流入することを一定時間完全に防ぐこと

ができる設計とする。 

 

 

 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，運転員の

被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故時に，中

央制御室換気系及び中央制御室待避室空気ボンベユニット

（空気ボンベ）の機能とあいまって，運転員の実効線量が7

日間で100mSvを超えない設計とする。 

 

また，全面マスク等の着用及び運転員の交替要員体制を

考慮し，その実施のための体制を整備する。 

中央制御室換気系は，外部との遮断が長期にわたり，室

内の環境条件が悪化した場合には，外気を中央制御室換気

系フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能

な設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央制御室換気

系フィルタ系ファンは，全交流動力電源喪失時においても

常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

ａ．換気空調設備及び遮蔽設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

換気系は，重大事故等時に炉心の著しい損傷が発生した場合

において，粒子用高効率フィルタ及びチャコール・フィルタ

を内蔵した非常用チャコール・フィルタ・ユニット並びにチ

ャコール・フィルタ・ブースタ・ファンからなる非常用ライ

ンを設け，非常用チャコール・フィルタ・ユニットを通した

外気を取り込み，中央制御室を正圧化することにより，放射

性物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐ

ことができる設計とする。 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を

作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，中央

制御室換気系は外気との連絡口を遮断し，非常用チャコー

ル・フィルタ・ユニットを通る系統隔離運転モードとするこ

とにより，中央制御室バウンダリを外気から隔離するととも

に，中央制御室待避室を中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ）で正圧化することにより，放射性物質が中央制御室

待避室に流入することを一定時間完全に防ぐことができる

設計とする。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，運転員の被

ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故時に，中央制

御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）

の機能とあいまって，運転員の実効線量が7日間で100mSv を

超えない設計とする。 

 

また，全面マスク等の着用及び運転員の交替要員体制を考

慮し，その実施のための体制を整備する。 

 

 

 

 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・フ

ァンは，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は常設空調

を用いて正圧化，系統隔

離運転いずれも実施可

能（以下，③の相違） 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は外気を給

気して正圧化を実施す

る（以下，④の相違） 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉はベントに

よるプルーム通過中に

は系統隔離運転を行う。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事故
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機（6 号及び7 号炉共用） 

 

・中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6 号及び7 号

炉共用） 

・中央制御室遮蔽（6 号及び7 号炉共用） 

・中央制御室待避室遮蔽（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

・中央制御室待避室遮蔽（可搬型）（6 号及び7 号炉共用） 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

 

本系統の流路として，中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮

設ダクト，中央制御室換気空調系ダクト（MCR 外気取入ダク

ト，MCR 排気ダクト），中央制御室待避室陽圧化装置（配管・

弁）及び中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MCR 外気取入

ダンパ，MCR 非常用外気取入ダンパ，MCR 排気ダンパ）を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・再循環用ファン 

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

・中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

 

・中央制御室遮蔽（１号及び２号炉共用） 

・中央制御室待避室遮蔽 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

本系統の流路として，中央制御室換気系ダクト，中央制御

室待避室正圧化装置（配管・弁）及び中央制御室換気系弁（中

央制御室外気取入調節弁，中央制御室給気外側隔離弁，中央

制御室給気内側隔離弁，中央制御室非常用再循環装置入口隔

離弁）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等時の電源として可搬

型代替交流電源設備を

記載（以下，⑤の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は電路とな

る代替所内電気設備を

明確に記載 

（以下，⑦の相違） 
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ｂ．通信連絡設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所と通信連絡を行うため，無線連絡設備（常設）及び衛星電

話設備（常設）を使用する。 

 

 

無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備（常設）は，全交

流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・無線連絡設備（常設）（3.19 通信連絡設備） 

 

・衛星電話設備（常設）（3.19 通信連絡設備） 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

b．通信連絡設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御

室待避室に待避した運転員が，緊急時対策所と通信連絡を

行うため，衛星電話設備（可搬型）（待避室）を使用する。 

 

 

 

衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，全交流動力電源

喪失時においても常設代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

 

ｂ．通信連絡設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，緊急時対策所と通信連絡を行う

ため，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）

を使用する。 

 

 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，

全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・無線通信設備（固定型）（3.19 通信連絡を行うために必要

な設備） 

・衛星電話設備（固定型）（3.19 通信連絡を行うために必要

な設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は無線通信

設備（固定型）を設ける 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は無線通信

設備（固定型）を設ける 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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c. データ表示装置（待避室） 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の外に出るこ

となく発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うた

めにデータ表示装置（待避室）を設置する。 

 

データ表示装置（待避室）は，全交流動力電源喪失時にお

いても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・データ表示装置（待避室） 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

 

 

d. 中央制御室の照明を確保する設備 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設であ

る中央制御室照明が使用できない場合の重大事故等対処設

備として，可搬型蓄電池内蔵型照明を使用する。 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時におい

ても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型蓄電池内蔵型照明（6 号及び7 号炉共用） 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

c．データ表示装置（待避室） 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備として，中央

制御室待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の

外に出ることなく発電用原子炉施設の主要な計測装置の

監視を行うためにデータ表示装置（待避室）を設置する。 

 

データ表示装置（待避室）は，全交流動力電源喪失時に

おいても常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 中央制御室の照明を確保する設備 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設で

ある中央制御室照明が使用できない場合の重大事故等対処

設備として，可搬型照明（ＳＡ）は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

 

ｃ．プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の外に出るこ

となく発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うた

めにプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）を設

置する。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，全

交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

ｄ．中央制御室の照明を確保する設備 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設であ

る非常用照明が使用できない場合の重大事故等対処設備と

して，ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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e. 差圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，コントロー

ル建屋と中央制御室との間が陽圧化に必要な差圧が確保で

きていること，及びコントロール建屋と中央制御室待避室と

の間が陽圧化に必要な差圧を確保できていることを把握す

るため，差圧計を使用する。 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握す

るため，酸素濃度・二酸化炭素濃度計を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・差圧計 

 

・酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備につ

いては，「3.14 電源設備」にて記載する。 

 

 

 

 

無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備（常設）について

は，「3.19 通信連絡設備」にて記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．中央制御室待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御

室待避室と中央制御室との間が正圧化に必要な差圧が確保

できていることを把握するため，中央制御室待避室差圧計

を使用する。 

 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握

するため，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を使用する。 

 

ｅ．中央制御室差圧計，待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化

炭素濃度計 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，外気と中央

制御室との間が正圧化に必要な差圧が確保できていること，

及び中央制御室と中央制御室待避室との間が正圧化に必要

な差圧を確保できていることを把握するため，中央制御室差

圧計及び待避室差圧計を使用する。 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握す

るため，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・中央制御室差圧計 

・待避室差圧計 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

 

 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）につい

ては，「3.19 通信連絡を行うために必要な設備」にて記載する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，制御室内

の正圧化を行う 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は無線通信

設備（固定型）を設ける 
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(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備 

炉心の著しい損傷等が発生し，中央制御室の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，運転員が中央制御室

の外側から中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むこと

を防止するため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，運

転員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う区

画に隣接して設置する設計とする。また，照明については，乾

電池内蔵型照明により確保できる設計とする。 

(3) 運転員の被ばくを低減するための設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，重大事故等対処

設備として，非常用ガス処理系を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排風機，配管・弁類，

計測制御装置等で構成し，非常用ガス処理系排風機により原子

炉建屋原子炉区域内を負圧に維持するとともに，原子炉格納容

器から原子炉建屋原子炉区域内に漏えいした放射性物質を含む

気体を主排気筒（内筒）から排気することで，中央制御室の運

転員の被ばくを低減することができる設計とする。なお，本系

統を使用することにより緊急時対策要員の被ばくを低減するこ

とも可能である。 

 

原子炉建屋原子炉区域の気密バウンダリの一部として原子炉

建屋に設置する原子炉建屋ブローアウトパネルは，閉状態を維

持できる，又は開放時に容易かつ確実に再閉止できる設計とす

る。また，現場において，人力により操作できる設計とする。 

 

 

 

 

(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを

防止するため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，

運転員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行

う区画に隣接して設置する設計とする。また，照明について

は，可搬型照明（ＳＡ）により確保できる設計とする。 

(3) 運転員の被ばくを低減するための設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，運転員の被ば

くを低減するための重大事故等対処設備として，原子炉建屋

ガス処理系及びブローアウトパネル閉止装置を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス処理系排風機，非常

用ガス再循環系排風機，配管・弁類及び計測制御装置等で構

成し，非常用ガス処理系排風機により原子炉建屋原子炉棟内

を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建屋

原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を非常用ガス

処理系排気筒から排気することで，中央制御室の運転員の被

ばくを低減することができる設計とする。なお，本系統を使

用することにより緊急時対策要員の被ばくを低減することも

可能である。 

原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉

建屋に設置する原子炉建屋外側ブローアウトパネルは，閉状

態を維持できる，又は開放時に容易かつ確実にブローアウト

パネル閉止装置により開口部を閉止できる設計とする。また，

ブローアウトパネル閉止装置は現場において，人力により操

作できる設計とする。 

 

 

(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，運転員が中央制御室の外側か

ら中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止す

るため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画

を設ける設計とする。 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，運

転員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う区

画に隣接して設置する設計とする。また，照明については，チ

ェンジングエリア用照明により確保できる設計とする。 

(3) 運転員の被ばくを低減するための設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，運転員の被ばく

を低減するための重大事故等対処設備として，非常用ガス処理

系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置を使

用する。 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファン，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，非常用ガス処理系排気ファン

により原子炉建物原子炉棟内を負圧に維持するとともに，原子

炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えいした放射性物質

を含む気体を排気筒に沿わせて設ける排気管から排気すること

で，中央制御室の運転員の被ばくを低減することができる設計

とする。なお，本系統を使用することにより緊急時対策要員の

被ばくを低減することも可能である。 

 

原子炉建物原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建

物に設置する原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主

蒸気管トンネル室ブローアウトパネルは，閉状態を維持できる

設計とする。また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

閉止装置は，中央制御室の居住性確保のために原子炉建物原子

炉棟の気密バウンダリを形成する必要がある場合は，容易かつ

確実に閉止できる設計とする。なお，原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装置は，中央制御室からの遠隔操作又は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，重大事故

等対処設備として原子

炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル閉止装

置を設置する（以下，⑥

の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉には，非常用

ガス再循環系はない 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系排気管の設置

状況を詳細に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・操作判断基準の相違 

【東海第二】 
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非常用ガス処理系は，非常用交流電源設備に加えて，常設代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用ガス処理系排風機 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

 

 

 

 

本系統の流路として，非常用ガス処理系の乾燥装置，フィル

タ装置，配管及び弁並びに主排気筒（内筒）を重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉建屋原子炉区域を重

大事故対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系及びブローアウトパネル閉止装置

は，非常用交流電源設備に加えて，常設代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場において人力により操作できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，非常用交流電源設備に加えて常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用ガス処理系排気ファン 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

本系統の流路として，非常用ガス処理系の前置ガス処理装置，

後置ガス処置装置，配管及び弁並びに非常用ガス処理系排気管

を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉建物原子炉棟を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

島根２号炉は原子炉

建物燃料取替階ブロー

アウトパネルの開放に

加え，次の条件が全て成

立した場合に閉止する。 

○原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが破損した状

況において，漏えい箇所

の隔離又は原子炉圧力

容器の減圧が完了して

いること 

○非常用ガス処理系が

運転中又は起動操作が

必要な状況であること 

○当直副長が炉心損傷

を判断していること 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑤，⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤，⑥の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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中央制御室（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第3.16－1 

表及び第3.16－2 表に示す。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」にて記載

する。 

常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」にて記

載する。 

原子炉建屋ブローアウトパネルについては，「3.24 原子炉格

納施設」にて記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，チェンジングエリア用資機材については，「実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る

審査基準」の「1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等【解

釈】1ａ」」を満足するための資機材（放射線防護措置）として

位置付ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設

備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有す

る原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場

合を除く。）においても運転員が中央制御室にとどまるために，

自主対策設備として以下の設備を設置する。 

 

(4) ブローアウトパネル強制開放装置 

原子炉建屋内側から，油圧ジャッキにより原子炉建屋外側

ブローアウトパネルを強制的に開放する装置を設置する。油

圧配管は，屋内に敷設し，屋外に設置する油圧発生装置と接

続する。また，開放機構を原子炉建屋内に設置し，ブローア

ウトパネル閉止装置及び竜巻飛来物防護対策の防護ネットと

の干渉を回避する設計とする。 

状況に応じて必要な箇所全てを開放するまでに時間を要す

るが，原子炉建屋外側ブローアウトパネルを強制的に開放す

る必要が生じた場合の手段として有効である。 

 

 

(5) 非常用照明 

   非常用照明は，耐震性は確保されていないが，全交流動力

電源喪失時に代替交流電源設備から給電が可能であるため，

照明を確保する手段として有効である。 

 

中央制御室（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第3.16－1 

表及び第3.16－2 表に示す。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主蒸気管トン

ネル室ブローアウトパネルについては，「3.24 原子炉建物原子

炉棟」にて記載する。 

なお，チェンジングエリア用資機材については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準」の「1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等【解釈】1

ａ）」を満足するための資機材（放射線防護措置）として位置付け

る。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設備

（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原

子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除

く。）においても運転員が中央制御室にとどまるために，自主対

策設備として以下の設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非常用照明 

非常用照明は，耐震性は確保されていないが，全交流動力電

源喪失時に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電が可能であるため，照明を確保する手段として有効で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自主対策設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はブローア

ウトパネル閉止装置を

原子炉建物原子炉棟内

に設置し，ブローアウト

パネルの開閉状態に関

わらず閉止動作が可能

であるため，ブローアウ

トパネル閉止装置の関

連設備として強制開放

装置は設置ない 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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3.16.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，中央制御室換気空調系と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう独立性を有した設備

構成とすることで多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機及び中央制御室待避室陽圧化装

置（空気ボンべ）は，コントロール建屋に保管し，中央制御室換

気空調設備とは共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。 

 

差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び

中央制御室待避室内に分散して保管することで，共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，遮断器を設けることで中央制御室

の非常用照明設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，電気的分離を図る設計とする。 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，中央制御室の非常用照明設備と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

データ表示装置（待避室）は，計測制御設備と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，電気的分離を図る設計とする。 

 

非常用ガス処理系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

中央制御室換気系及び非常用ガス処理系は，多重性を有する非

常用交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，

非常用ガス処理系排気ファン及び原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル閉止装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，中央制御室の非常用照明と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制

御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的

分離を図る設計とする。 

 

 

 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は， 多様性，

位置的分散について記

載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室換気系はDB兼SA設備

であり電源による多様

性を有している 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違。空気ボンベが

代替する DB 設備及び他

の SA設備は無い 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度

計は，防止設備ではなく

代替するＤＢ設備がな

いため，多様性及び位置

的分散の要求事項は該

当せず，記載しない 
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電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16-13



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.16.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

中央制御室の居住性の確保のために使用する中央制御室遮蔽及

び中央制御室待避室遮蔽（常設）は，コントロール建屋と一体の

コンクリート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽圧化空調

機，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ），データ表示装置

（待避室），酸素濃度・二酸化炭素濃度計及び可搬型蓄電池内蔵型

照明は，他の設備から独立して使用することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，遮断器により，中央制御室の非常

用照明と電気的に分離することで，中央制御室の非常用照明に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，飛散物となって他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ），可搬型蓄電池内蔵型照明，差圧計，酸素濃度・二

酸化炭素濃度計は，固定により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

非常用ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 3.16.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

中央制御室の居住性の確保のために使用する中央制御室遮蔽

は，制御室建物と一体のコンクリート構造物とし，倒壊等により

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

中央制御室待避室遮蔽は制御室建物内に設置し，倒壊等により

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室），中央制御室差圧計，待避室差圧計，

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及びＬＥＤライト（三脚タイプ）

は，他の設備から独立して使用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，他の設

備から独立して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，他の設備から独立して使用す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），ＬＥＤライト（三

脚タイプ），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，固定により，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備として使用することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は悪影響防

止について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室待避室遮蔽はコンク

リート構造でない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 
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3.16.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，想定される重大事故等時に

おいて中央制御室の居住性を確保するため，運転員の放射線被ば

くを防止するとともに中央制御室内の換気に必要な容量を確保で

きる設計とする。 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニットは，想定され

る重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するため，運

転員を過度の放射線被ばくから防護するために必要な放射性物質

の除去効率及び吸着能力を有する設計とする。 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機のフィルタユニットは，必要な

容量を有するものを1 セット1 台使用する。保有数は，6 号及び7 

号炉それぞれ1 セット1 台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として1 台（6号及び7 号炉共用）の

合計3 台を保管する設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機のブロワユニットは，必要な容

量を有するものを1 セット2 台使用する。保有数は，6 号及び7 号

炉それぞれ1 セット2 台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として2 台（6 号及び7 号炉共用）の

合計6 台を保管する設計とする。 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，想定される重

大事故等時において中央制御室待避室の居住性を確保するため，

中央制御室待避室を陽圧化することにより，必要な運転員の窒息

を防止及び給気ライン以外から中央制御室待避室内へ外気の流入

を一定時間遮断するために必要な容量を有するものを1 セット

174 本使用する。保有数は，6 号及び7 号炉共用で1 セット174 本

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として20 本以上（6 号及び7号炉共用）の合計194 本以上を保

管する。 

データ表示装置（待避室）は，中央制御室待避室に待避中の運

転員が，発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うために

必要なデータの伝送及び表示が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

は，設計基準事故対処設備の中央制御室換気系と兼用しており，

運転員を過度の被ばくから防護するための中央制御室内の換気に

必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同

仕様で設計する。 

非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，設計基準事故対処

設備としてのフィルタ性能が，想定される重大事故等時において

も，中央制御室の運転員を過度の被ばくから防護するために必要

な放射性物質の除去効率及び吸着能力に対して十分であるため，

設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，想定される重

大事故等時において中央制御室待避室の居住性を確保するため，

中央制御室待避室を正圧化することにより，必要な運転員の窒息

を防止及び給気ライン以外から中央制御室待避室内へ外気の流入

を一定時間遮断するために必要な容量を有するものを15本使用す

る。保有数は，15 本に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として35本の合計50本を保管する。 

 

 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，中央制

御室待避室に待避中の運転員が，発電用原子炉施設の主要な計測

装置の監視を行うために必要なデータの表示が可能なものを１個

使用する。保管数は，１個に加えて，故障時及び保守点検による

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は容量等に

ついて記載 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉の中央制御

室換気系の再循環用フ

ァン，チャコール・フィ

ルタ・ブースタ・ファン

及び非常用チャコー

ル・フィルタ・ユニット

は DB 設備としての仕様

にて SA 設備として使用

可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用及び設備の相違 

【柏崎 6/7】 

待避室内の容積及び待

避要員数の相違に伴う

ボンベ必要本数の相違 
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可搬型蓄電池内蔵型照明は，想定される重大事故等時に，運転

員が中央制御室内で操作可能な照度を確保するために必要な容量

を有するものを1セット3台使用する。保有数は，6号及び7号炉共

用で1セット3台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として1台（6号及び7号炉共用）の合計4台を保

管する設計とする。 

差圧計は，中央制御室内とコントロール建屋，中央制御室待避

室内とコントロール建屋の居住環境の基準値を上回る範囲を測定

できるものを1セット2個使用する。 

保有数は，6号及び7号炉共用で1セット2個に加えて故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個（6号及び7

号炉共用）の合計3個を保管する設計とする。 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制御室

待避室内の居住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを，1

セット3個使用する。保有数は，6号及び7号炉共用で1セット3個に

加えて故障時及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用

として1個（6号及び7号炉共用）の合計4個を保管する設計とする。 

 

非常用ガス処理系排風機は，設計基準事故対処設備としての仕

様が，想定される重大事故等時において，中央制御室の運転員の

被ばくを低減できるよう，原子炉建屋原子炉区域内を負圧に維持

するとともに，主排気筒（内筒）を通して排気口から放出するた

めに必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備

と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待機除外時のバックアップ用として１個の合計２個を保管する設

計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，想定される重大事故等時に，

運転員が中央制御室内で操作可能な照度を確保するために必要な

容量を有するものを２個使用する。保有数は，２個に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

の合計３個を保管する設計とする。 

 

中央制御室差圧計は，中央制御室の正圧化された室内と外気と

の差圧の監視が可能な計測範囲を有する設計とする。 

待避室差圧計は，中央制御室待避室の正圧化された室内と中央

制御室との差圧の監視が可能な計測範囲を有する設計とする。 

 

 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住環境の基準値を上回る範囲を測定できるもの

を，各２個使用する。保有数は，各２個に加えて故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として各１個の合計各３

個を保管する設計とする。 

 

非常用ガス処理系排気ファンは，設計基準事故対処設備として

の仕様が，想定される重大事故等時において，中央制御室の運転

員の被ばくを低減できるよう，原子炉建物原子炉棟内を負圧に維

持するとともに，排気筒に沿わせて設ける排気管を通して排気口

から放出するために必要な容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

制御室の容積の相違に

伴う照明台数の相違 

・設備の相違，申請号炉

数の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

測定場所の相違に伴う

濃度計台数の相違 

 

 

 

・記載方針の装置 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系排気管の設置

状況を詳細に記載 
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3.16.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設），中央制御室待

避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽圧化空調機，データ表示

装置（待避室），可搬型蓄電池内蔵型照明，差圧計及び酸素濃度・

二酸化炭素濃度計は，コントロール建屋内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，コントロール

建屋内及び廃棄物処理建屋内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽圧化空調

機，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ），データ表示装置

（待避室），可搬型蓄電池内蔵型照明，差圧計，酸素濃度・二酸化

炭素濃度計の接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系排風機は，原子炉建屋原子炉区域内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

非常用ガス処理系の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 3.16.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），中

央制御室差圧計，待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計は，制御室建物内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，

非常用チャコール・フィルタ・ユニット及び中央制御室待避室正

圧化装置（空気ボンベ）は廃棄物処理建物の中央制御室バウンダ

リ内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，原子炉

建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の接続及び操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系排気ファンは，原子炉建物原子炉棟内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

非常用ガス処理系の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は環境条件

等について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②，③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備及び設備の設置場

所の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②，③の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設のため接続

を伴わない 
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3.16.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設）は，コントロ

ール建屋と一体構造とし，重大事故等時において，特段の操作を

必要とせず直ちに使用できる設計とする。 

 

 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型）は，中央制御室待避室の均圧

室内の壁面に固定して保管することで，重大事故等時において，

特段の操作を必要とせずに直ちに使用できる設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制御室待避室陽圧化装置 

（空気ボンベ），データ表示装置（待避室），差圧計及び酸素濃

度・二酸化炭素濃度計は，通常時に使用する設備ではなく，重大

事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，通常時に使用する設備ではなく，

重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用でき

る設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，付属の操作スイッチにより

設置場所で操作可能な設計とする。 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等時

において，現場での弁操作により，通常時の隔離された系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成に速やかに切替えが可

能な設計とする。 

中央制御室換気空調系給排気隔離弁は，電源供給ができない場

合においても，現場操作が可能となるように手動操作ハンドルを

設け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽は，制御室建物と一体構造とし，重大事故等時

において，特段の操作を必要とせず直ちに使用できる設計とする。 

中央制御室待避室遮蔽は，中央制御室内に設置されており，重

大事故等時において，特段の操作を必要とせず直ちに使用できる

設計とする。 

 

 

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室待避室），中央制御室差圧計，待避室差圧

計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，通常時に使用する設備

ではなく，重大事故等時において，他の系統と切り替えることな

く使用できる設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，中央制

御室の操作盤のスイッチでの操作が可能な設計とする。また，原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，電源供給が

できない場合においても，現場において人力による操作が可能な

設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，通常時に使用する設備ではな

く，重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用

できる設計とする。 

中央制御室換気系は，中央制御室の操作スイッチにより中央制

御室で操作可能な設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等時

において，現場での弁操作により，通常時の隔離された系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成に速やかに切替えが可

能な設計とする。 

中央制御室換気系弁の運転モード切替に使用する空気作動弁

は，駆動源（空気）が喪失した場合又は電源供給ができない場合

においても，現場操作が可能となるように手動操作ハンドルを設

け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

非常用ガス処理系の起動に使用する空気作動弁は，駆動源（空

気）が喪失した場合又は電源が喪失した場合に開となり，現場で

の人力による操作が不要な構造とする。 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は操作性の

確保について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室待避室遮蔽はコンク

リート構造でない 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

②，③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

・構成の相違 

【柏崎 6/7】 
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データ表示装置（待避室）は，通常は，操作を行わずに常時伝

送が可能な設計とする。 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時に，内蔵し

ている蓄電池により自動で点灯する設計とする。 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，人力による持ち運びが可能な設計

とする。 

差圧計は，汎用の接続コネクタを用いて接続することにより，

容易かつ確実に接続し，指示を監視することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，付属の操作スイッチにより設

置場所で操作が可能な設計とする。 

 

差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，人力による持ち運

びが可能な設計とする。 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，可搬型蓄電池内蔵型照明，差

圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，屋内のアクセスルートを

確保できる設計とし，設置場所にて固定できる設計とする。 

また，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，設置場

所にて固縛等により固定できる設計とする。 

非常用ガス処理系は，想定される重大事故等時において，設計

基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用し，弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

非常用ガス処理系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が

可能な設計とする。 

 

 

 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，汎用の

電源ケーブル及びネットワークケーブルを用いて接続することに

より，容易かつ確実に接続し，原子炉施設の主要な計測装置を継

続して監視が可能な設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）の電源ケーブルの接続は，コンセ

ントによる接続とし，接続規格を統一することで，確実に接続が

可能な設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，人力による持ち運びが可能な

設計とする。 

中央制御室差圧計及び待避室差圧計は，操作を必要とせず，直

ちに指示を監視することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

ＬＥＤライト（三脚タイプ），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計

は，付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とす

る。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力による持ち運びが可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，設置場

所にて固縛等により固定できる設計とする。 

非常用ガス処理系は，想定される重大事故等時において，設計

基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用し，弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

非常用ガス処理系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が

可能な設計とする。 

 

島根２号炉は SGT のダ

ンパについて記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は常時使用

状態とはしない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設のため接続

を伴わない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②，③の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 
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3.16.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設），中央制御室待

避室遮蔽（可搬型）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観 

の確認が可能な設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ），データ表示装置（待避室），可搬型蓄電池内蔵型

照明，差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。 

また，非常用ガス処理系排風機は，発電用原子炉の停止中に分

解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 3.16.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），

中央制御室差圧計，待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観

の確認が可能な設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン及

び非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，系統隔離運転モード及び加圧運転モードによ

る機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

は，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に差圧確認が可能な設計とする。また，非常用チ

ャコール・フィルタ・ユニットは，発電用原子炉の停止中に内部

確認を行えるように，点検口を設ける設計とし，性能の確認を行

えるように，フィルタを取り出すことが可能な設計とする。 

非常用ガス処理系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。 

また，非常用ガス処理系排気ファンは，発電用原子炉の停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。ま

た，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，発電

用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は試験検査

について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②，③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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第3.16－1表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要

機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備 

a. 中央制御室遮蔽（6 号及び7 号炉共用） 

厚さ     mm 以上 

材料 コンクリート 

b. 中央制御室待避室遮蔽（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

厚さ コンクリート     mm 以上 

鉛     mm 以上 

材料 コンクリート及び鉛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 無線連絡設備（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

第3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要

機器仕様に記載する。 

d. 衛星電話設備（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

第3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要

機器仕様に記載する。 

e. データ表示装置（待避室） 

個 数 2 

 

 

 

 

 

 

 

 第3.16－1表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要

機器仕様(1/2) 

(1) 居住性を確保するための設備 

ａ．中央制御室遮蔽（１号及び２号炉共用） 

厚さ   mm 以上 

材料 コンクリート 

ｂ．中央制御室待避室遮蔽 

厚さ 鉛    mm相当以上 

 

材料 鉛及び鋼板 

 

ｃ．中央制御室換気系 

(a) 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

基 数 １ 

よう素除去効率  95%以上（相対湿度70％以下において） 

粒子除去効率   99.9%以上（0.3μm粒子に対して） 

(b) 再循環用ファン 

台 数 １（予備１） 

容 量 約120,000m3/h/台 

(c) チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

台 数 １（予備１） 

容 量 約32,000m3/h/台 

ｄ．無線通信設備（固定型） 

第3.19－1表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の

主要機器仕様に記載する。 

ｅ．衛星電話設備（固定型） 

第3.19－1表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

ｆ．中央制御室差圧計 

個 数 １ 

 ｇ．待避室差圧計 

個 数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の待避室遮

蔽は鉛等により遮蔽性

能を確保する 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のプラント

パラメータ監視装置は

可搬 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室は

常設 
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(2) 中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備 

a. 非常用ガス処理系 

(a) 非常用ガス処理系排風機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系 

基 数 1（予備1） 

系統設計流量 約2,000m3/h 

（原子炉区域内空気を 1 日に 0.5 回換気できる量） 

b.原子炉建屋ブローアウト閉止装置 

個数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.16－1表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要

機器仕様(2/2) 

(2) 運転員の被ばくを低減するための設備 

ａ．非常用ガス処理系 

(a) 非常用ガス処理系排気ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系 

台 数 １（予備１） 

系統設計流量 約4,400m3/h/台 

（原子炉建物原子炉棟内空気を１日に１回換気できる量） 

ｂ．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

個 数 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設計の相違に伴う設備

仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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第3.16－2 表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備の

主要機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備 

a. 中央制御室可搬型陽圧化空調機（6 号及び7 号炉共用） 

(a) フィルタユニット 

台 数 2（予備1） 

よう素除去効率 99.9%以上 

粒子除去効率 99.9%以上 

(b) ブロワユニット 

台 数 4（予備2） 

容 量 約1,500m3/h（1 台当たり） 

b. 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6 号及び7 号

炉共用） 

(a) 空気ボンベ 

本 数 174（予備 20 以上） 

容 量 約47 L/本 

充填圧力 約15MPa[gage] 

 

 

 

c. 中央制御室待避室遮蔽（可搬型）（6 号及び7 号炉共用） 

厚さ     mm 以上 

材料 鉛 

d. 可搬型蓄電池内蔵型照明（6 号及び7 号炉共用） 

個 数 3（予備1） 

e. 差圧計（6 号及び7 号炉共用） 

個 数 2（予備1） 

 

 

 

f. 酸素濃度・二酸化炭素濃度計（6 号及び7 号炉共用） 

個 数 3（予備1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.16－2表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備の主

要機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

 

(a) 空気ボンベ 

本 数 15（予備 35 以上） 

容 量 約50L/本 

充填圧力 約20MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

個 数 ２（予備１） 

 

 

 

 

 

ｃ．酸素濃度計 

個 数 ２（予備１） 

ｄ．二酸化炭素濃度計 

個 数 ２（予備１） 

ｅ．プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

個 数 １（予備１） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

待避室内の容積及び待

避要員数の相違に伴う

ボンベ必要本数・容量・

圧力の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のプラント

パラメータ監視装置は

可搬 
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第3.16－1 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備(中央制御室可搬型陽圧化空調

機)） 

 

 

 

第3.16－1 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備（中央制御室換気系）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

第 3.16－2 図 中央制御室（重大事故等時）系統概略図 

（居住性を確保するための設備（中央制御室待避室陽圧化装

置）） 

 

 

 

第3.16－2 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備（中央制御室待避室正圧化装置

（空気ボンベ））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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第 6.10－4 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（通信連

絡設備等） 

 

 

 

 

第 3.16－3図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備（プラントパラメータ監視装置

（中央制御室待避室），無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固

定型）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置する設備の相違 
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第 3.16－3 図(1) 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（運転員の被ばくを低減するための設備（非常用ガス処理系））（6 

号炉） 

 

 

 

 

第 3.16－4 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（運転員の被ばくを低減するための設備（非常用ガス処理系，原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

第3.16－3 図(2) 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（運転員の被ばくを低減するための設備（非常用ガス処理系））

（7 号炉） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/７】 
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まとめ資料比較表 〔原子炉圧力容器〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.20 原子炉圧力容器 

3.20.1 重大事故等対処設備 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）については，重大事

故に至るおそれのある事故時において，重大事故等対処設備とし

てその健全性を確保できる設計とする。 

また，炉心支持構造物については，重大事故に至るおそれのあ

る事故時において，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉心

形状を維持する設計とする。 

原子炉圧力容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.20－1 表に

示す。 

3.20.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉圧力容器は，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.20.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉圧力容器は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水は，淡水だ

けでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を

優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮す

る。 

3.20.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉圧力容器は，通常の系統構成により，発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設

計とする。 

3.20 原子炉圧力容器 

3.20.1 重大事故等対処設備 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）については，重大事

故に至るおそれのある事故時において，重大事故等対処設備とし

てその健全性を確保できる設計とする。 

また，炉心支持構造物については，重大事故に至るおそれのあ

る事故時において，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉心

形状を維持する設計とする。 

原子炉圧力容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.20－1表に

示す。 

3.20.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉圧力容器は，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.20.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉圧力容器は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水は，淡水だ

けでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を

優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮す

る。 

3.20.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉圧力容器は，通常の系統構成により，発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設

計とする。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 
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第 3.20－1表 原子炉圧力容器（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉圧力容器（通常運転時） 

最高使用圧力          8.62MPa[gage] 

最高使用温度          302℃ 

材  料    母  材    JIS G 3120（圧力容

器用調質型マンガ

ン・モリブデン鋼及

びマンガン・モリブ

デン・ニッケル鋼鋼

板 2種）及び JIS G 

3204（圧力容器用調

質型合金鋼鍛鋼品） 

内  張    ステンレス鋼及び高

ニッケル合金 

 

第 3.20－1表 原子炉圧力容器（重大事故等時）主要仕様 

        兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉圧力容器（通常運転時） 

最高使用圧力                   8.62MPa[gage] 

最高使用温度                   302℃ 

材    料           母    材  JIS G 3120（圧力容

器用調質型マンガ

ン・モリブデン鋼及

びマンガン・モリブ

デン・ニッケル鋼鋼

板 2種）及び JIS G 

3204（圧力容器用調

質型合金鋼鍛鋼品） 

内    張 ステンレス鋼及び高

ニッケル合金 
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まとめ資料比較表 〔原子炉格納容器〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.21 原子炉格納容器 

3.21.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時において，設計

基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超え

る可能性があるが，設計基準対象施設としての最高使用圧力の

2 倍の圧力及び200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわない

設計とする。 

また，原子炉格納容器内に設置される真空破壊装置は，想定

される重大事故等時において，ドライウェル圧力がサプレッシ

ョン・チェンバ圧力より低下した場合に圧力差により自動的に

働き，サプレッション・チェンバのプール水逆流並びにドライ

ウェルとサプレッション・チェンバの差圧によるダイヤフラ

ム・フロア及び原子炉圧力容器基礎の破損を防止できる設計と

する。 

原子炉格納容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.21－1 表

に示す。 

3.21 原子炉格納容器 

3.21.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時において，設計基

準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超える可能

性があるが，設計基準対象施設としての最高使用圧力の 2 倍の圧

力及び200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

また，原子炉格納容器内に設置される真空破壊装置は，想定さ

れる重大事故等時において，ドライウェル圧力がサプレッショ

ン・チェンバ圧力より低下した場合に圧力差により自動的に働き，

サプレッション・チェンバのプール水逆流及びドライウェルの外

圧による破損を防止することができる設計とする。 

原子炉格納容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.21－1 表に

示す。 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器型式は Mark-Ⅰ改で

あり，ABWR の柏崎 6/7

とは格納容器の構造が

異なる 

3.21.1.1  悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

原子炉格納容器は，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.21.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉格納容器は，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.21.1.2  環境条件等 

基本方針については，「2.3.3  環境条件等」に示す。 

原子炉格納容器は，原子炉区域内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，原子

炉格納容器は，想定される重大事故等時における原子炉格納容

器の閉じ込め機能を損なわないよう，原子炉格納容器内の環境

条件を考慮した設計とする。 

3.21.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉格納容器は，原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時における原子炉格納

容器の閉じ込め機能を損なわないよう，原子炉格納容器内の環境

条件を考慮した設計とする。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 
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重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水，ドライ

ウェル内及びサプレッション・チェンバ内へのスプレイ並びに

原子炉格納容器下部への注水は，淡水だけでなく海水も使用で

きる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を

短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水，ドライウ

ェル内及びサプレッション・チェンバ内へのスプレイ並びに原子

炉格納容器下部への注水は，淡水だけでなく海水も使用できる設

計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間と

することで，設備への影響を考慮する。 

 

 

 

 

3.21.1.3  試験検査 

基本方針については，「2.3.4  操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉格納容器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，

発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

 

 3.21.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉格納容器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用

原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

 

第 3.21－1 表 原子炉格納容器（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・一次格納施設 

形  式    圧力抑制形 

最高使用圧力  310kPa[gage] 

約 620kPa[gage]（重大事故等時におけ

る使用時の値） 

最高使用温度  ドライウェル 171℃ 

サプレッション・チェンバ 104℃ 

材    料 

         本 体         鉄筋コンクリート 

鋼製ライナ       炭素鋼及びステンレス鋼 

ドライウェル・ヘッド  炭素鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3.21－1表 原子炉格納容器（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・一次格納施設 

形  式    圧力抑制形 

最高使用圧力  427kPa[gage] 

約 853kPa[gage]（重大事故等時における

使用時の値） 

最高使用温度  ドライウェル 171℃ 

サプレッション・チェンバ 104℃ 

材  料 

炭素鋼（JIS G 3118（相当品）及び JIS G 3115（相当品）） 

 

・設備の相違 

 

3.21-2



 

まとめ資料比較表 〔燃料貯蔵設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.22 燃料貯蔵設備 

3.22.1 重大事故等対処設備 

使用済燃料プールは，残留熱除去系（燃料プール冷却モード）

及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能

喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機

能が喪失し，又は使用済燃料プール水の小規模な漏えいが発生し

た場合において，燃料の貯蔵機能を確保する設計とする。また，

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使用済燃料プ

ールディフューザ配管からサイフォン現象によるプール水の漏え

いが発生した場合に，漏えいの継続を防止するため，ディフュー

ザ配管上部にサイフォンブレーク孔を設ける設計とする。 

使用済燃料プールの冷却機能喪失又は注水機能が喪失し，又は

使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃

料プールの水位が低下した場合及び使用済燃料プールからの大量

の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が異常

に低下した場合に，臨界にならないよう配慮した使用済燃料貯蔵

ラック形状により臨界を防止できる設計とする。

使用済燃料プール（重大事故等時）の主要仕様を第 3.22－1表

に示す。 

3.22.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

使用済燃料プールは，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.22.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プール代替注水系による使用済燃料プールへの注水は，淡

水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡

水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考

慮する。 

3.22 燃料貯蔵設備 

3.22.1 重大事故等対処設備 

燃料プールは，残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プー

ル冷却系の有する燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポン

プによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料プール水の

小規模な漏えいが発生した場合において，燃料の貯蔵機能を確保

する設計とする。また，燃料プールに接続する配管の破損等によ

り，燃料プール戻り配管からサイフォン現象によるプール水の漏

えいが発生した場合に，漏えいの継続を防止するため，燃料プー

ル戻りラインの逆止弁にサイフォンブレイク配管を設ける設計と

する。 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プール

からの水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が低下し

た場合及び燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因によ

り燃料プールの水位が異常に低下した場合に，臨界にならないよ

う配慮した使用済燃料貯蔵ラックの形状により臨界を防止できる

設計とする。 

燃料プール（重大事故等時）の主要仕様を第 3.22－1表に示す。 

3.22.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

燃料プールは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.22.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールは，原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水は，淡水だけ

でなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優

先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，配管に穴

を設けてサイフォンブ

レイクを行う構造であ

るが，島根２号炉は，逆

止弁のボンネットにサ

イフォンブレイク配管

を設置する構造として

いる 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.22.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

使用済燃料プールは，漏えいの有無等の確認が可能な設計とす

る。 

 

第 3.22－1表 使用済燃料プール（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プール（通常運転時等） 

（１）種類 ステンレス鋼内張りプール形 

（ラック貯蔵方式） 

（２）貯蔵能力 ６号炉：６号炉全炉心の約 390％相当分 

７号炉：７号炉全炉心の約 390％相当分 

3.22.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

燃料プールは，漏えいの有無等の確認が可能な設計とする。 

 

 

第 3.22－1表 燃料プール（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール（通常運転時等） 

（１）種類 ステンレス鋼内張りプール形 

（ラック貯蔵方式） 

（２）貯蔵能力 全炉心の約 630％相当分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

3.22-2



 

まとめ資料比較表 〔非常用取水設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は引き波時において，貯留堰を設置しなくても取水可能な設計とする

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.23  非常用取水設備 

3.23.1  重大事故等対処設備 

非常用取水設備のスクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水

路，補機冷却用海水取水槽及び海水貯留堰は，想定される重大事

故等時において，設計基準事故対処設備の一部を流路として使用

することから，流路に係る機能について重大事故等対処設備とし

ての設計を行う。 

非常用取水設備（重大事故等時）の主要仕様を第 3.23－1 表に

示す。 

3.23.1.1  悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽及び海水貯留堰は，通常時の系統構成を変えることなく

重大事故等対処設備としての系統構成をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.23.1.2  共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

非常用取水設備である海水貯留堰，スクリーン室及び取水路は，

共用により他号炉の海水取水箇所も使用することで安全性の向上

が図れることから，6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。 

これらの設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，6 号及

び 7 号炉に必要な取水容量を十分に有する設計とする。なお，海

水貯留堰，スクリーン室及び取水路は，重大事故等時のみ 6 号及

び 7 号炉共用とする。 

 

3.23.1.3  環境条件等 

基本方針については，「2.3.3  環境条件等」に示す。 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽及び海水貯留堰は，想定される重大事故等時における屋

外の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 3.23 非常用取水設備 

3.23.1 重大事故等対処設備 

非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽は，設計基準事故

対処設備の一部を流路として使用することから，流路に係る機能

について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

 

非常用取水設備（重大事故等時）の主要仕様を第 3.23－1 表に

示す。 

 

3.23.1.1 悪影響防止  

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

取水口，取水管及び取水槽は，通常時の系統構成を変えること

なく重大事故等対処設備としての系統構成をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

取水口，取水管及び取水槽は，想定される重大事故等時におけ

る屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

取水口及び取水管は，鋼製構造物であり，海水中に設置するた

め，電気防食等により腐食を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は引き波

時において，貯留堰を設

置しなくても取水可能

な設計とする（以下，①

の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 

 

東海第二 本項目記載なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽及び海水貯留堰は，コンクリート構造物であり，常時海

水を通水するため，腐食を考慮して鉄筋に対して十分なかぶり厚

さを確保する設計とする。 

3.23.1.4  試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽は，外観の確認が可能な設計とする。 

海水貯留堰は，機能・性能の確認が可能な設計とする。 

取水槽は，コンクリート構造物であり，常時海水を通水するた

め，腐食を考慮して鉄筋に対して十分なかぶり厚さを確保する設

計とする。 

3.23.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

取水口，取水管及び取水槽は，外観の確認が可能な設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第3.23－1 表 非常用取水設備（重大事故等時）主要仕様 

(1) 海水貯留堰（重大事故等時のみ6 号及び7 号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・浸水防護設備

・非常用取水設備（通常運転時等）

種    類    貯留堰 

個    数   ２ 

(2) スクリーン室（重大事故等時のみ6 号及び7 号炉共用，

既設） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用取水設備（通常運転時等）

種    類    鉄筋コンクリート函渠 

個    数   ２ 

(3) 取水路（重大事故等時のみ6 号及び7 号炉共用，既設）

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用取水設備（通常運転時等）

種    類     鉄筋コンクリート函渠 

個    数     ２ 

(4) 補機冷却用海水取水路

種    類    鉄筋コンクリート函渠 

個    数     １ 

(5) 補機冷却用海水取水槽

種    類     鉄筋コンクリート函渠 

個    数     １ 

第 3.23－1表 非常用取水設備（重大事故等時）主要仕様 

(1) 取水口

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用取水設備（通常運転時等）

種  類 鋼製円筒管 

個  数 ２ 

(2) 取水管

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用取水設備（通常運転時等）

種  類 鋼管 

個  数 ２ 

(3) 取水槽

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用取水設備（通常運転時等）

種  類 鉄筋コンクリート取水槽 

個  数 １ 

・設備の相違
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まとめ資料比較表 〔原子炉建物原子炉棟〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.24  原子炉建屋原子炉区域 

3.24.1  重大事故等対処設備 

原子炉区域は,重大事故等時においても,非常用ガス処理系

により,内部の負圧を確保することができる設計とする。原子

炉区域の気密バウンダリの一部として原子炉建屋に設置する

原子炉建屋ブローアウトパネルは，閉状態を維持できる,又は

開放時に容易かつ確実に再閉止できる設計とする。また,現場

において,人力により操作できる設計とする。 

また,原子炉建屋ブローアウトパネルは,原子炉格納容器外で

の配管破断事故時に原子炉区域の圧力が上昇し,原子炉建屋ブ

ローアウトパネルの開放設定圧力に到達した場合に開放する機

能を有する設計とする。 

原子炉建屋原子炉区域（重大事故等時）の主要仕様を第 3.24-1

表に示す。 

3.24.1.1  悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防

止等」に示す。 

原子炉区域は,設計基準対象施設として使用する場合と同様

の系統構成で重大事故等時においても使用するため,他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また,原子炉建屋ブローアウトパネルは,誤開放しない設計

又は開放した場合においても速やかに閉止できる設計とし,他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.24.1.2  環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉区域は,想定される重大事故等時における原子炉区域

内及び屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

3.24.1.3  操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは,遠隔又は現場において,

手動で閉止できる設計とする。 

3.24 原子炉建物原子炉棟 

3.24.1 重大事故等対処設備 

原子炉建物原子炉棟は，重大事故等時においても，非常用ガス

処理系により，内部の負圧を確保することができる設計とする。

原子炉建物原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建物原

子炉棟に設置する原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，

閉状態を維持できる，又は開放時に容易かつ確実に再閉止できる

設計とする。また，現場において，人力により操作できる設計と

する。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，原子炉格

納容器外での配管破断事故時に原子炉建物原子炉棟内の圧力が上

昇し，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放設定圧力

に到達した場合に開放する機能を有する設計とする。 

原子炉建物原子炉棟（重大事故等時）の主要仕様を第 3.24－1

表に示す。 

3.24.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉建物原子炉棟は，設計基準対象施設として使用する場合

と同様の系統構成で重大事故等時においても使用するため，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，誤開放し

ない設計又は開放した場合においても速やかに閉止できる設計と

し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.24.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物原子炉棟は，想定される重大事故等時における原子

炉建物原子炉棟内及び屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

3.24.1.3 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，遠隔又は現場に

おいて，手動で閉止できる設計とする。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 
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3.24.1.4  試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

原子炉区域は,発電用原子炉運転中又は停止中に機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

第 3.24-1表 原子炉建屋原子炉区域(重大事故等時)主要仕様 

 

構 造    鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造,ブ

ローアウトパネル付き） 

形 状    直方体 

寸 法    たて横   約 56m×約 59m 

全 高   約 58m 

気密度    建物内空間容積の 50%/d以下

(6.4mmAqの負圧時) 

3.24.1.4 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉建物原子炉棟は，発電用原子炉運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

第 3.24－1表 原子炉建物原子炉棟(重大事故等時)主要仕様 

 

構 造    鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造，ブ

ローアウトパネル付き） 

形 状    直方体 

寸 法    たて横   約 52m×約 52m 

              全 高   約 62m 

気密度    建物内空間容積の 100%/d 以下

(6.4mmAqの負圧時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表〔45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の高圧原子炉代替注水系は，第一水源であるサプレッション・チェンバを使用する（原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系も同様）

② 東海第二は，逃がし安全弁によるRCPBの圧力上昇抑制を45条設備として整理しているが，島根２号炉は46条設備として整理

③ 電源系統構成の相違

④ 島根２号炉は常設代替直流電源設備への給電のための設備を主要な設備として個別に記載していない

⑤
ECCS構成設備の相違　【ABWR】低圧注水系，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系　【BWR5】低圧注水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び自動減圧
系

⑥ 島根２号炉の手順については，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」に記載

⑦ 島根２号炉の高圧原子炉代替注水系はS/Cを水源とした循環運転であり，水源は枯渇しないため，S/Cへの海水補給は行わない

⑧ 島根２号炉は，柏崎6/7と同様に系統構成に必要な弁は流路として整理しており，主要設備として個別に記載していない

⑨ 島根２号炉は「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」にて記載

⑩
島根２号炉は，「原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁」を新設せず，高圧原子炉代替注水系への蒸気供給を確保するために原子炉隔離時冷却系への蒸気供給を隔離する必要
がある場合は，既設の原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁にて対応を行う

⑪ RCICタービン蒸気入口弁は通常時閉であり，運転中及び停止中のRCIC機能検査時に当該弁を全開及び全閉操作を行う

⑫ 島根２号炉におけるDB設備との共通要因故障を防止するための設計としては東海第二と同様

⑬ 島根２号炉は中央制御室で必要な監視パラメータの計測，監視が可能

⑭
島根２号炉は，排水を処理しなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却ポンプを水没させずに継続して
運転可能である

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.2原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

【45条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉冷却材圧カバウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備) 

第四十五条発電用原子炉施設には，原子炉冷却材圧カバウン

ダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために必要な設

備を設けなければならない。 

(解釈) 

1 第 45 条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要

な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

(1)全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し，原

子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器(BWRの場

合)又はタービン動補助給水ポンプ(PWRの場合)(以下「RCIC

等」という。)により発電用原子炉を冷却するため，以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備を整備すること。 

a)可搬型重大事故防止設備 

i)現場での可搬型重大事故防止設備(可搬型バッテリ又は

窒素ボンベ等)を用いた弁の操作により，RCIC等の起動

及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止

設備等を整備すること。ただし，下記(1)b)i)の人力によ

る措置が容易に行える場合を除く。 

b)現場操作 

i)現場での人力による弁の操作により，RCIC等の起動及び

十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備

すること。 

※:原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間のこと。 

 

 

 

 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

【45条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備) 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必

要な設備を設けなければならない。 

(解釈) 

１ 第45条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

 (1) 全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、

原子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器(BWRの場

合)又はタービン動補助給水ポンプ(PWRの場合)(以下「RCIC

等」という。)により発電用原子炉を冷却するため、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備を整備すること。 

  ａ）可搬型重大事故防止設備 

   ｉ）現場での可搬型重大事故防止設備(可搬型バッテリ又

は窒素ボンベ等)を用いた弁の操作により、RCIC等の起

動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故

防止設備等を整備すること。ただし、下記(1)b)i)の人

力による措置が容易に行える場合を除く。 

  ｂ）現場操作 

   ｉ）現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動

及び十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備

を整備すること。 

   ※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整う

までの期間のこと。 
 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

【45条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧カバウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十五条発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧カバウン

ダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

1 第 45条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

(1) 全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、

原子炉隔離時冷却系（RCIC）若しくは非常用復水器（BWRの

場合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWRの場合）（以下

「RCIC等」という。）により発電用原子炉を冷却するため、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備を整備すること。 

a) 可搬型重大事故防止設備 

i) 現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は

窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC等の起動及

び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止設

備等を整備すること。ただし、下記(1)b)i)の人力による

措置が容易に行える場合を除く。 

b) 現場操作 

i) 現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動及び

十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備

すること。 

※:原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間のこと。 
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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

3.2.1 設置許可基準規則第 45 条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷を防止するため，以下の対策及び設

備を設ける。 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

3.2.1 設置許可基準規則第45条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。 

 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

3.2.1 設置許可基準規則第 45条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷を防止するため，以下の対策及び設

備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高圧代替注水系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1 項

(1）） 

設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系及び原子炉隔

離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても，炉心の著しい損傷を防止するために，重大事故

防止設備として高圧代替注水系を使用する。 

 

高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場

合でも，原子炉隔離時冷却系ポンプよりも高所に配置された

高圧代替注水系ポンプを用い，復水貯蔵槽を水源として高圧

状態の原子炉圧力容器に注水し炉心を冷却できる設計とす

る。また，高圧代替注水系ポンプは，原子炉蒸気で駆動可能

な蒸気タービン駆動ポンプとし，原子炉蒸気を弁操作で高圧

代替注水系ポンプ駆動用タービンに供給することで起動可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備のうち，炉心を冷却するための設備として，高圧

代替注水系を設ける。また，設計基準事故対処設備である高圧

炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び

常設直流電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，中央

制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合

に，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を現場操作により

起動させる。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却（設置許可基

準規則解釈の第 1項（１）） 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，高圧代替注水系は，蒸

気タービン駆動ポンプである常設高圧代替注水系ポンプ，配

管・弁類，計測制御装置等で構成し，蒸気タービン駆動ポンプ

によりサプレッション・チェンバのプール水を高圧炉心スプ

レイ系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水することで炉心

を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高圧原子炉代替注水系の設置（設置許可基準規則解釈の第

１項(1)） 

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原子

炉隔離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても，炉心の著しい損傷を防止するために，重大

事故防止設備として高圧原子炉代替注水系を使用する。 

 

高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却系が機能喪失

した場合でも，原子炉隔離時冷却ポンプと異なる区画に配置

された高圧原子炉代替注水ポンプを用い，サプレッション・

チェンバを水源として高圧状態の原子炉圧力容器に注水し炉

心を冷却できる設計とする。また，高圧原子炉代替注水ポン

プは，原子炉蒸気で駆動可能な蒸気タービン駆動ポンプとし，

原子炉蒸気を弁操作で高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気

タービンに供給することで起動可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉はまとめ

資料本文 3.2.1.1 項に

て記載 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，3.2.1.1

項にて同様の記載をし

ている 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系は，第一

水源であるサプレッシ

ョン・チェンバを使用す

る（原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心スプレイ

系も同様）（以下，①の

相違） 
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また，高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び設計基

準事故対処設備である常設直流電源が喪失した場合でも，常

設代替直流電源設備からの給電により，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉

の冷却を継続できる設計とする。 

これにより，高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系の現

場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボ

ンベ等）を用いた弁の操作による起動及び十分な期間の運転

継続を行うための措置や，原子炉隔離時冷却系の現場での人

力による弁の操作により起動及び十分な期間の運転継続を行

うための措置に対し，同等以上の効果を有する設計とする。 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安全弁

機能）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備からの給電が可能な設計とし，中央制御室からの操作が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧原子炉代替注水系は，全交流動力電源喪失及び

設計基準事故対処設備である常設直流電源が喪失した場合で

も，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給

電により，原子炉冷却材圧カバウンダリの減圧対策及び原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とす

る。 

これにより，高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却

系の現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は

窒素ボンベ等）を用いた弁の操作による起動及び十分な期間

の運転継続を行うための措置や，原子炉隔離時冷却系の現場

での人力による弁の操作により起動及び十分な期間の運転継

続を行うための措置に対し，同等以上の効果を有する設計と

する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，逃がし安

全弁による RCPB の圧力

上昇抑制を 45 条設備と

して整理しているが，島

根２号炉は 46 条設備と

して整理（以下，②の相

違） 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は常設代

替直流電源設備への給

電のための設備を主要

な設備として個別に記

載していない（以下，④

の相違） 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 

(2) 高圧代替注水系の現場操作による運転（設置許可基準規則

解釈の第 1 項(1)b）） 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び常設直流電源

系統喪失した場合でも，現場で系統構成に必要な弁を人力で

操作することにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備

が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続でき

る設計とする。 

b．高圧代替注水系による原子炉注水（現場手動操作による高

圧代替注水系起動）（設置許可基準規則解釈の第 1項（１）

ｂ）） 

 高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電用

原子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室からの

操作により高圧代替注水系が起動できない場合の重大事故

等対処設備として，高圧代替注水系を現場操作により起動

させて使用する。 

 高圧代替注水系は，全交流動力電源及び常設直流電源系

統が喪失した場合においても，現場で弁を人力操作するこ

とにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッ

ション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水する

ことで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

(2) 高圧原子炉代替注水系の現場操作による運転（設置許可基

準規則解釈の第１項(1)b)） 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系は，全交流動力電源喪失及び常設直

流電源系統が喪失した場合でも，現場で系統構成に必要な弁

を人力で操作することにより，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対

策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を

継続できる設計とする。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はまとめ

資料本文 3.2.1.1（1）

項にて記載 
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なお，人力による措置が容易に行えるよう，高圧代替注水

系は機械式ガバナでタービン給気蒸気量を制御する方式と

し，弁操作のみで起動停止運転継続が可能な設計とする。本

操作弁については手動で操作できる設計とし，共通要因によ

って常設直流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよ

う，ハンドルを設け，手動操作可能とすることで多様性を持

つ設計とする。 

なお，人力による措置が容易に行えるため，「現場での可搬

型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を

用いた弁の操作により，高圧代替注水系の起動及び十分な期

間の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等の整備」（設置

許可基準規則解釈の第 1 項(1)a））は不要とするが，設置許

可基準規則第 57 条への適合方針として，可搬型直流電源設

備による給電も可能な設計とする。 

の期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計と

する。 

なお，人力による措置は容易に行える設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安

全弁機能）を使用する。 

 

 

 

なお，人力による措置が容易に行えるよう，高圧原子炉代

替注水系は機械式ガバナでタービン給気蒸気量を制御する方

式とし，弁操作のみで起動停止運転継続が可能な設計とする。

本操作弁については手動で操作できる設計とし，共通要因に

よって常設直流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよ

う，ハンドルを設け，手動操作可能とすることで多様性を持

つ設計とする。 

なお，人力による措置が容易に行えるため，「現場での可搬

型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を

用いた弁の操作により，高圧原子炉代替注水系の起動及び十

分な期間の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等の整

備」（設置許可基準規則解釈の第１項(1)a)）は不要とするが，

設置許可基準規則第 57条への適合方針として，可搬型直流電

源設備による給電も可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

(3) 原子炉隔離時冷却系の現場操作による運転（設置許可基準

規則解釈の第 1 項(1)b）） 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系は，全交

流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失した場合でも，現

場で系統構成に必要な弁を人力で操作することにより，起動

及び運転継続ができる設計とする。 

 

 

 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a．原子炉隔離時冷却系による原子炉注水（現場手動操作によ

る原子炉隔離時冷却系起動）（設置許可基準規則解釈の第

1項（１）ｂ）） 

 全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失によ

り，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電

用原子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操作により

起動させて使用する。 

 原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電

源系統が機能喪失した場合においても，現場で弁を人力操

作することにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプにより

サプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ

注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が

整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続でき

る設計とする。 

 

(3) 原子炉隔離時冷却系の現場操作による運転（設置許可基準

規則解釈の第１項(1)b)） 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系は，全交

流動力電源喪失及び常設直流電源系統が喪失した場合でも，

現場で系統構成に必要な弁を人力で操作することにより，起

動及び運転継続ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はまとめ

資料本文 3.2.1.1（2）a

項にて記載 
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なお，人力による措置が容易に行えるよう，本操作弁につ

いては手動で操作できる設計とし，共通要因によって常設直

流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよう，ハンドル

を設け，手動操作可能とすることで多様性を持つ設計とする。 

また，原子炉隔離時冷却系は常設直流電源系統喪失時にタ

ービングランド部より蒸気が漏えいするが，蒸気漏えいによ

る劣悪な作業環境状態を回避するために，原子炉隔離時冷却

系ポンプ室に現場運転員が入室するのはポンプ起動時のみと

し，ポンプ起動後については原子炉隔離時冷却系ポンプ室か

ら退室し，原子炉建屋地下 1 階に設置した原子炉隔離時冷却

系過酷事故蒸気止め弁の開度調整により制御可能な運用とす

る。なお，ポンプ起動時は原子炉隔離時冷却系ポンプ室内に

入室するが，その後速やかに退室するため蒸気漏えいによる

環境温度の急激な上昇はないものと考えており，防護具（酸

素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより現場操作

が可能な運用とする。 

高圧代替注水系の人力による現場操作に加え，高圧代替注

水系とは別系統の原子炉隔離時冷却系についても人力による

現場操作をできるように整備しておくことで，人力による措

置の容易性が拡充されるため，「現場での可搬型重大事故防止

設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作

により，原子炉隔離時冷却系の起動及び十分な期間の運転継

続を行う可搬型重大事故防止設備等の整備」（設置許可基準規

則解釈の第 1 項(1)a））は不要とする。 

 なお，人力による措置は容易に行える設計とする。 

 

なお，人力による措置が容易に行えるよう，本操作弁につ

いては手動で操作できる設計とし，共通要因によって常設直

流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよう，ハンドル

を設け，手動操作可能とすることで多様性を持つ設計とする。 

また，原子炉隔離時冷却系は常設直流電源系統喪失時にタ

ービングランド部より蒸気が漏えいするが，蒸気漏えいによ

る劣悪な作業環境状態を回避するために，原子炉隔離時冷却

ポンプ室に現場運転員が入室するのはポンプ起動時のみと

し，ポンプ起動後については原子炉隔離時冷却ポンプ室から

退室し，原子炉建物原子炉棟中１階に設置した蒸気外側隔離

弁の開度調整により制御可能な運用とする。なお，ポンプ起

動時は原子炉隔離時冷却ポンプ室内に入室するが，その後速

やかに退室するため蒸気漏えいによる環境温度の急激な上昇

はないものと考えており，防護具（酸素呼吸器及び耐熱服）

を確実に装着することにより現場操作が可能な運用とする。 

 

高圧原子炉代替注水系の人力による現場操作に加え，高圧

原子炉代替注水系とは別系統の原子炉隔離時冷却系について

も人力による現場操作をできるように整備しておくことで，

人力による措置の容易性が拡充されるため，「現場での可搬型

重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用

いた弁の操作により，原子炉隔離時冷却系の起動及び十分な

期間の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等の整備」（設

置許可基準規則解釈の第１項(1)a)）は不要とする。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  

 b．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

 全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備によ

り給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄電池が

枯渇する前に常設代替交流電源設備，可搬型代替直流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時冷却

系の運転継続に必要な直流電源を確保する。 

 原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型

代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

により機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプ

レッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水

することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.2.1

(7)項にて記載 
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 (3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉

を冷却する場合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設

備として，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），

原子炉水位（ＳＡ広帯域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）は，

原子炉水位を監視又は推定でき，原子炉圧力，原子炉圧力

（SA），高圧代替注水系系統流量及びサプレッション・プー

ル水位は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の

作動状況を確認できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

 ・原子炉水位（広帯域） 

 ・原子炉水位（燃料域） 

 ・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

 ・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

 ・原子炉圧力 

 ・原子炉圧力（ＳＡ） 

 ・高圧代替注水系系統流量 

 ・サプレッション・プール水位 

なお，計装設備については，「3.15 電源設備(設置許可基

準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.2.1

(6）項にて記載 

 (4) 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による進展抑制 

    高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用

原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合

を想定した重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系は，

ほう酸水注入ポンプにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ

注入することで，重大事故等の進展を抑制できる設計とす

る。 

 (45－4－3) 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.2.1

(8）項にて記載 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故時等

においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，想定される重大事故

等時において健全であれば，以下の設備を重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(4) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，冷却材喪失事故時において，低圧

注水系，高圧炉心注水系及び自動減圧系と連携して，炉心を

冷却する機能を有する。 

(5) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後，何らかの原因で

給水が停止した場合等に，発電用原子炉からの蒸気の一部

を用いてタービン駆動ポンプを作動させ，発電用原子炉に

(4) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後何らかの原因で復

水・給水が停止した場合に，原子炉水位を維持するため，原

子炉蒸気の一部を用いたタービン駆動ポンプにより，サプレ

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ECCS構成設備の相違 
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本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で

作動を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェン

バのプール水を給水系等を経由して原子炉圧力容器へ注水す

る。また，原子炉水位高信号で注水を自動的に停止する。 

 

注水し水位を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系の水源としては，通常はサプレッシ

ョン・チェンバを使用するが，自主対策設備である復水貯

蔵タンクの水も利用することが可能な設計とする。原子炉

隔離時冷却系は，中央制御室でのスイッチ操作による起動

又は原子炉水位異常低下（レベル２）信号によって自動起

動する設計とする。 

 

ッション・プール水を炉心に注入することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系の水源としては，サプレッション・チ

ェンバを使用することが可能な設計とする。原子炉隔離時冷

却系は，中央制御室でのスイッチ操作による起動又は原子炉

水位異常低下（レベル２）信号によって自動起動する設計と

する。 

【ABWR】 

低圧注水系，高圧炉心

注水系，原子炉隔離時冷

却系及び自動減圧系 

【BWR5】 

低圧注水系，高圧炉心

スプレイ系，低圧炉心ス

プレイ系及び自動減圧

系（以下，⑤の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

(5) 高圧炉心注水系 

高圧炉心注水系は，冷却材喪失事故時において，低圧注水

系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系と連携して，炉心を

冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で

作動を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェン

バのプール水を炉心上部に取り付けられたスパージャから燃

料集合体上に注水することによって炉心を冷却する。 

 

 

また，原子炉水位高信号で注水を自動的に停止する。 

 

(6)  高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，冷却材喪失事故時に，低圧炉心

スプレイ系，低圧注水系及び自動減圧系と連携して炉心を

冷却する機能を有する設計とする。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉水位異常低下（レベル２）

信号又はドライウェル圧力高信号で作動を開始し，サプレ

ッション・チェンバのプール水又は自主対策設備である復

水貯蔵タンクの水を，炉心上部に取付けられたスパージ

ャ・ヘッダのノズルから燃料集合体上にスプレイすること

によって炉心を冷却する設計とする。 

また，原子炉水位高信号でスプレイを自動的に停止する

設計とする。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，発

(5) 高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，大破断事故時には低圧炉心スプレ

イ系及び低圧注水系と連携し，中小破断事故時には単独で炉

心を冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低（レベル１H）又は格納容器圧力高

の信号で作動を開始し，サプレッション・プール水を炉心上

部に取付けられたスパージャ・ヘッダのノズルから燃料集合

体上にスプレイすることによって炉心を冷却する。 

 

 

また，原子炉水位高（レベル８）信号で注水を自動的に停

止する。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉の HPCS ポ

ンプは，LOCA 時におい

て ADSと連携しない 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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電用原子炉を冷却するために必要な設備として，原子炉冷却

系の過圧防止機能である逃がし安全弁（安全弁機能）を設け

る。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材

圧力バウンダリ高圧時に，発電用原子炉を冷却するために必

要な監視及び制御の手順等として以下の「高圧代替注水系に

よる原子炉注水」及び「全交流動力電源喪失及び所内常設直

流電源系統喪失時の原子炉注水」手順については，「実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準への適合状況について」の「1.2 原子炉冷却

材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」

の以下の項目で示す。 

① 高圧代替注水系による原子炉注水 

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.2 フロントライ

ン系故障時の対応手順 (1)高圧代替注水系による原子炉

注水 a.中央制御室からの高圧代替注水系起動 

② 全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源系統喪失時の

原子炉注水 

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.3 サポート系故

障時の対応手順 (1) 全交流動力電源喪失及び所内常設直

流電源系統喪失時の原子炉注水 a.中央制御室からの高圧

代替注水系起動及び b.現場手動操作による高圧代替注水

系起動 

  

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の手順に

ついては，「1.2 原子炉

冷却材圧力バウンダリ

高圧時に原子炉を冷却

するための手順等」にて

記載（以下，⑥の相違） 

また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な監視及

び制御の手順等として，以下を整備する。 

 また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な監視及

び制御の手順等として，以下を整備する。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二の監視及び

制御の手順等について

は，3.2.1.1（3）項にて

記載 

(6) 監視及び制御に用いる設備 

「高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却」及び「全交

流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉

の冷却」により原子炉圧力容器を冷却する場合に監視及び制

御に使用する重大事故等対処設備（監視及び制御）として，

原子炉水位，原子炉圧力，高圧代替注水系系統流量，復水貯

蔵槽水位を使用する。 

 

 

(6) 監視及び制御に用いる設備 

「高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却」及び

「全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用

原子炉の冷却」により原子炉圧力容器を冷却する場合に監視

及び制御に使用する重大事故等対処設備（監視及び制御）と

して，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉

水位（ＳＡ），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 
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原子炉水位は発電用原子炉を冷却するための原子炉水位を

監視又は推定でき，原子炉圧力，高圧代替注水系系統流量，

復水貯蔵槽水位は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替

注水系及び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認できる設計

とする。 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域，燃料域，SA） （3.15 計装設備【58 

条】） 

 

 

・原子炉圧力 （3.15 計装設備【58 条】） 

・原子炉圧力（SA） （3.15 計装設備【58 条】） 

・高圧代替注水系系統流量 （3.15 計装設備【58 条】） 

・復水貯蔵槽水位（SA） （3.15 計装設備【58 条】） 

代替注水流量，サプレッション・プール水位（ＳＡ）を使用

する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位

（ＳＡ）は発電用原子炉を冷却するための原子炉水位を監視

又は推定でき，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉

代替注水流量及びサプレッション・プール水位（ＳＡ）は原

子炉圧力容器へ注水するための高圧原子炉代替注水系及び原

子炉隔離時冷却系の作動状況を確認できる設計とする。 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（3.15 計装設備【58条】） 

 

・原子炉水位（燃料域）（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉水位（ＳＡ）（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉圧力（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉圧力（ＳＡ）（3.15 計装設備（58条）） 

・高圧原子炉代替注水流量（3.15 計装設備【58条】） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）（3.15 計装設備【58

条】） 

 

 ①の相違 

 

 

 

・SA水源の相違 
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 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段とし

て以下を整備する。 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

 

 

(7) 復旧手段の整備 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は

運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により

給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯

渇する前に代替交流電源設備（常設又は可搬型），可搬型直流

電源設備及び自主対策設備である直流給電車により原子炉隔

離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する手段を整

備する。 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

(7)  復旧手段の整備 

全交流動力電源の喪失により所内常設直流電源設備のうち

直流 125V充電器が機能喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動及

び運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備の蓄電

池により給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄電

池が枯渇する前に常設代替交流電源設備として使用する常設

代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用す

る可搬型代替低圧電源車により所内常設直流電源設備のうち

直流 125V 充電器に給電又は可搬型代替直流電源設備により

給電し，原子炉隔離時冷却系の起動及び運転継続に必要な直

流電源を確保して原子炉注水を実施する手段を整備する。 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，手順については，「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

(7) 復旧手段の整備 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は

運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備に

より給電している場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄

電池が枯渇する前に代替交流電源設備（常設又は可搬型），可

搬型直流電源設備及び自主対策設備である直流給電車により

原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する

手段を整備する。 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合

状況について」の「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に原子炉を冷却するための手順等」の以下の項目で示す。 

① 全交流動力電源喪失時における原子炉隔離時冷却系の復

旧 

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.2サポート系故障

時の対応手順  (2)復旧 a.代替交流電源設備による原子

炉隔離時冷却系への給電 b. 代替直流電源設備による原子

炉隔離時冷却系への給電 

 

⑥の相違 

また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に重大事故等の進展抑制をするための手段とし

て，以下を整備する。 

 また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に重大事故等の進展抑制をするための手段とし

て，以下を整備する。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二の重大事故

等の進展抑制手段につ

いては，3.2.1.1（4）項

にて記載  

(8) ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への高圧注水により原子炉水位が維持

できない場合に，ほう酸水注入系を重大事故等の進展抑制の

ために使用し，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源として，常

設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備からの給電

により，ほう酸水注入系ポンプを用いて原子炉圧力容器への

注水を実施する。なお，ほう酸水注入系については「3.1 緊

急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設

置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す章）」で示す。

常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備（設置許

可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 (8) ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉

代替注水系による原子炉圧力容器への高圧注水により原子炉

水位が維持できない場合に，ほう酸水注入系を重大事故等の

進展抑制のために使用し，ほう酸水貯蔵タンクを水源として，

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備からの給

電により，ほう酸水注入ポンプを用いて原子炉圧力容器への

注水を実施する。なお，ほう酸水注入系については「3.1 緊

急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設

置許可基準規則第 44条に対する設計方針を示す章）」で示す。

常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備（設置許

可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に重大事故等の進展

抑制をするための自主対策設備として，以下を整備する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に，重大事故等の

進展抑制をするための自主対策設備として以下を整備する。 

 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に重大事故等の進展

抑制をするための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

 

 

(9) ほう酸水注入系による進展抑制（原子炉圧力容器への注水

を継続させる場合） 

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，「(8)ほ

(8) 純水系（ほう酸水注入系による原子炉注水を継続させる場合） 

 

純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給する設計と

する。ほう酸水貯蔵タンクへの補給に使用する純水系は，耐

(9) ほう酸水注入系による進展抑制（原子炉圧力容器への注水

を継続させる場合） 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉

代替注水系による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場
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う酸水注入系による進展抑制」に加えて，原子炉圧力容器へ

の注水を継続するために，復水補給水系等を水源としてほう

酸水注入系貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンクに補

給する手順を整備する。これらの整備により，重大事故等の

進展抑制のために，「(8)ほう酸水注入系による進展抑制」に

加えて，原子炉圧力容器への注水を継続する。 

 

震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用可能

であれば，ほう酸水貯蔵タンクに純水を補給することができ，

ほう酸水注入系による発電用原子炉への注水を継続すること

が可能となることから，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

における重大事故等の進展を抑制する手段として有効であ

る。 

 

合，「(8) ほう酸水注入系による進展抑制」に加えて，原子炉

圧力容器への注水を継続するために，復水輸送系等を水源と

してほう酸水貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンクに

補給する手順を整備する。これらの整備により，重大事故等

の進展抑制のために，「(8) ほう酸水注入系による進展抑制」

に加えて，原子炉圧力容器への注水を継続する。 

 

(10) 制御棒駆動系による進展抑制 

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，重大事

故等の進展抑制のために，原子炉補機冷却系により冷却水を

確保し，復水貯蔵槽を水源として制御棒駆動水ポンプを用い

て原子炉圧力容器への注水を実施する。 

(9) 制御棒駆動水圧系による原子炉注水 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び高圧代替注水

系による発電用原子炉への注水機能が喪失した場合，重大事故

等の進展抑制のため，冷却水として原子炉補機冷却系を確保し，

自主対策設備である復水貯蔵タンクを水源として制御棒駆動水

系ポンプによる発電用原子炉への注水を実施する。 

制御棒駆動水系ポンプにより発電用原子炉を冷却するには

十分な注水量を確保できない。また，制御棒駆動水ポンプ等は，

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用可

能であれば，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大

事故等の進展抑制のための手段として有効である。 

 

(10) 制御棒駆動水圧系による進展抑制 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉

代替注水系による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した

場合，重大事故等の進展抑制のために，原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。）により冷却水を確保し，

復水貯蔵タンクを水源として制御棒駆動水圧ポンプを用い

て原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

(11) 高圧炉心注水系緊急注水の整備 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替

注水系が機能喪失した場合，重大事故等の進展抑制のために，

常設代替交流電源設備により高圧炉心注水系の電源を復旧

し，高圧炉心注水系ポンプを無冷却水の状態で短時間起動し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

電源系統構成の相違 

 （以下，③の相違） 

また，代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が枯

渇した場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

 

(12) 高圧代替注水系の海水の利用 

高圧代替注水系の水源である復水貯蔵槽の淡水が枯渇した

場合において，防潮堤の内側に設置している海水取水箇所（取

水路）より，大容量送水車（海水取水用）を用いて復水貯蔵

槽への供給を行う設計とする。なお，海の利用については

「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系は S/C

を水源とした循環運転

であり，水源は枯渇しな

いため，S/Cへの海水補

給は行わない（以下，⑦

の相違） 
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3.2.2重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧代替注水系の設置 

3.2.2.1.1 設備概要 

高圧代替注水系は，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水

系及び原子炉隔離時冷却系の有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷を防止する

ため，原子炉圧力容器を冷却すること及び，原子炉水位を維持す

ることを目的として使用する。 

本系統は，蒸気タービン駆動ポンプである高圧代替注水系ポン

プ 1 台，電源設備（常設代替直流電源設備），計測制御装置及び，

水源である復水貯蔵槽，注水流路である高圧代替注水系（注水系），

高圧炉心注水系，残留熱除去系（7 号炉のみ）の配管及び弁，復

水補給水系の配管，並びに給水系の配管，弁及びスパージャ，蒸

気流路である高圧代替注水系（蒸気系），主蒸気系，原子炉隔離時

冷却系の配管及び弁，注水先である原子炉圧力容器から構成され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系の系統概要図を図 3.2-1 に，重大事故等対処設

備一覧を表 3.2-1 に示す。 

 

本系統は，全交流動力電源及び設計基準事故対処設備である常

設直流電源が喪失した場合でも，常設代替直流電源設備からの給

電により中央制御室から遠隔手動操作によって， 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧代替注水系 

3.2.2.1.1 設備概要 

  高圧代替注水系は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷

を防止するため発電用原子炉を冷却すること及び原子炉水位を

維持することを目的として設置するものである。 

  高圧代替注水系は，ポンプ1台（蒸気タービン駆動），電源設

備（常設代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備），水

源であるサプレッション・チェンバ，注水流路である高圧炉心

スプレイ系配管・弁，高圧代替注水系配管・弁及び原子炉隔離

時冷却系配管・弁，蒸気流路である原子炉隔離時冷却系配管・

弁，主蒸気系配管・弁及び高圧代替注水系配管・弁，注水先で

ある原子炉圧力容器等から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安全弁機能）

を使用する。 

  高圧代替注水系の系統概要図を第3.2－1図に重大事故等対処

設備一覧を第3.2－1表に示す。 

 

  高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び所内常設直流電

源系統が喪失した場合でも，常設代替交流電源設備である常設

代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代

替低圧電源車，常設代替直流電源設備である緊急用125V系蓄電

池から給電し，中央制御室からのスイッチ操作によって， 

   

 

 

 

3.2.2 重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧原子炉代替注水系の設置 

3.2.2.1.1 設備概要 

高圧原子炉代替注水系は，設計基準事故対処設備である高圧炉

心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷

を防止するため，原子炉圧力容器を冷却すること及び，原子炉水

位を維持することを目的として使用する。 

本系統は，蒸気タービン駆動ポンプである高圧原子炉代替注水

ポンプ１台，電源設備（常設代替直流電源設備又は可搬型直流電

源設備），計測制御装置及び，水源であるサプレッション・チェン

バ，注水流路である高圧原子炉代替注水系（注水系），原子炉隔離

時冷却系の配管及び弁，残留熱除去系の配管・弁・ストレーナ，

原子炉浄化系の配管，並びに給水系の配管，弁及びスパージャ，

蒸気流路である高圧原子炉代替注水系（蒸気系），原子炉隔離時冷

却系の配管及び弁，並びに主蒸気系の配管，注水先である原子炉

圧力容器から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系の系統概要図を図 3.2-1に，重大事故等

対処設備一覧を表 3.2-1に示す。 

 

本系統は，全交流動力電源及び設計基準事故対処設備である常

設直流電源が喪失した場合でも，常設代替直流電源設備又は可搬

型直流電源設備からの給電により中央制御室から遠隔手動操作に

よって， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 

【東海第二】 

④の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

④の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 
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復水貯蔵槽を水源に，給水系等を経由して原子炉圧力容器へ注

水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

仮に，常設代替直流電源設備が機能しない場合でも，現場での

人力による弁の操作により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が

整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計

とする。 

高圧代替注水系蒸気供給ラインは，原子炉隔離時冷却系蒸気供

給ラインから分岐し，高圧代替注水系タービン止め弁の開閉操作

により高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンに蒸気を導く。 

 

高圧代替注水系排気ラインは，原子炉隔離時冷却系排気ライン

に合流し，サプレッション・チェンバへ放出する。 

 

高圧代替注水系ポンプ吸込ラインは，高圧炉心注水系ポンプ吸

込ラインから分岐し，復水貯蔵槽の水が供給される。 

 

 

 

 

高圧代替注水系ポンプ吐出ラインは，給水系等を経由して原子

炉圧力容器へつながる。なお，高圧代替注水系ポンプ吐出ライン

にはサプレッション・チェンバにつながるテストラインも設ける。 

 

水源である復水貯蔵槽は，枯渇しそうな場合においても，代替

淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水を，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）を用いて，廃棄物処理建屋外壁に設置した外部接

続口から復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室又は現場で高圧代替注

水系タービン止め弁及び高圧代替注水系注入弁の開操作をするこ

とで本系統を起動させ，運転を行う。 

サプレッション・チェンバを水源として，原子炉隔離時冷却系を

介して発電用原子炉へ注水可能な設計とする。 

 

 

  中央制御室から高圧代替注水系を起動できない場合でも，現

場での高圧代替注水系タービン止め弁の人力による操作によ

り，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわ

たって高圧注水系の運転を継続できる設計とする。   

  常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンへの蒸気供給ライン

は，原子炉隔離時冷却系の蒸気供給ラインから分岐し，高圧代

替注水系タービン止め弁の開操作により，常設高圧代替注水系

ポンプ駆動タービンに蒸気を導く設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンの排気は，原子炉隔

離時冷却系タービン排気ラインに合流し，サプレッション・チ

ェンバへ放出する設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプの吸込ラインは，サプレッショ

ン・チェンバを水源とする高圧炉心スプレイ系から分岐してポ

ンプに供給する設計とする。 

 

 

 

  常設高圧代替注水系ポンプの吐出ラインは，原子炉隔離時冷

却系の原子炉への注水配管に接続する設計とし，吐出ラインに

は，サプレション・チェンバに戻るテストラインを設ける設計

とする。 

 

 

 

 

  高圧代替注水系は，中央制御室又は現場で高圧代替注水系タ

ービン止め弁，高圧代替注水系注入弁及び原子炉隔離時冷却系

原子炉注入弁の開操作をすることで運転を行う設計とする。 

サプレッション・チェンバを水源に，給水系等を経由して原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

仮に，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備が機能し

ない場合でも，現場での人力による弁の操作により，原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉

の冷却を継続できる設計とする。 

高圧原子炉代替注水系蒸気供給ラインは，原子炉隔離時冷却系

蒸気供給ラインから分岐し，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入

口弁の開操作により高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気タービ

ンに蒸気を導く。 

高圧原子炉代替注水系排気ラインは，原子炉隔離時冷却系排気

ラインに合流し，サプレッション・チェンバへ放出する。 

 

高圧原子炉代替注水ポンプ吸込ラインは，残留熱除去ポンプ吸

込ラインから分岐し，サプレッション・チェンバのプール水が供

給される。 

 

 

 

高圧原子炉代替注水ポンプ吐出ラインは，給水系等を経由して

原子炉圧力容器へつながる。なお，高圧原子炉代替注水ポンプ吐

出ラインにはサプレッション・チェンバにつながるテストライン

も設ける。 

 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室又は現場でＲＣＩＣ 

ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁及びＨＰＡＣ注水弁の開操作をする

ことで本系統を起動させ，運転を行う。 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

添3.2-14



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

図 3.2-1 高圧代替注水系 系統概要図 第 3.2－1図 高圧代替注水系系統概要図 図 3.2-1 高圧原子炉代替注水系 系統概要図 ・設備の相違
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MO 

AO 

ストレーナ ストレーナ 

スパージャ 

凡例 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設置方針を示す章）」で示す。

重大事故等対処設備： 

MO 

残留熱除去系へ 

MO 

MO 

MO 

MO 

※ 

※ 
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表 3.2-1 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧代替注水系ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※1 復水貯蔵槽【常設】 

流路 蒸気系 

高圧代替注水系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

主蒸気系 配管・弁【常設】 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

注水系 

高圧代替注水系（注水系） 配管・弁【常設】 

復水補給水系 配管【常設】 

高圧炉心注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁（7号炉のみ）【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 常設代替直流電源設備 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

計装設備※3 高圧代替注水系系統流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（SA）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（SA）【常設】 

復水貯蔵槽水位（SA）【常設】 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：単線結線図を補足説明資料 45-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

第 3.2－1表 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧

(1/2) 

 

第 3.2－1表 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧

(2/2) 

 

 

表 3.2-1 高圧原子炉代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 蒸気系 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

主蒸気系 配管【常設】 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

注水系 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 【常設】 

原子炉浄化系 配管【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 

（燃料補給設

備を含む） 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系充電器盤【常設】 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以

下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※３ 高圧原子炉代替注水流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

可搬型計測器【可搬型】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足資料 47-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7 と同様に系統構成

に必要な弁は流路とし

て整理しており，主要設

備として個別に記載し

ていない（以下，⑧の相

違） 
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3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 高圧代替注水系ポンプ 

 

 

 

 

 

種類 ：ターボ形 

 

容量 ：182m3/h/台 

全揚程 ：958m 

最高使用圧力：吸込側 1.37MPa[gage]/ 

       吐出側 11.8MPa[gage] 

最高使用温度：77℃ 

個数 ：1 

取付箇所 ：原子炉建屋地下 2 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

 主要機器仕様を以下に示す。 

  (1) 常設高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

 

 

型 式    ターボ形 

台 数    1 

容 量    約 136.7m３／h 

全 揚 程    約 900m 

 

最高使用圧力     10.7MPa［gage］ 

   最高使用温度     120℃ 

    

   取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 

  (2) 高圧代替注水系タービン止め弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型    式     電気作動 

個    数     1 

最高使用圧力     8.62MPa[gage] 

最高使用温度     302℃ 

材    料     炭素鋼 

 

  (3) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 

3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 高圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

 

種類     ：ターボ形 

 

容量     ：75m3/h/台 

全揚程    ：918m 

最高使用圧力 ：吸込側 1.37MPa[gage]/ 

        吐出側 11.3MPa[gage] 

最高使用温度 ：120℃ 

個数     ：１ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文第 3.2-1 表に

て記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「3.13 

重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備」

にて記載（以下，⑨の相

違） 
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なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方

針を示す章）」，電源設備については「3.14電源設備（設置許

可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備

については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

容    量     約 3,400m３  

（サプレッション・チェンバ・プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa[gage] 

最高使用温度     104℃ 

材    料     炭素鋼 

取 付 箇 所    格納容器内 

 

  (4) 逃がし安全弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

型    式     バネ式（アクチュエータ付） 

個    数     18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針

を示す章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可

基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備につ

いては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.2.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧代替注水系の高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋

原子炉区域内に設置される設備であることから，想定され

る重大事故等時における原子炉建屋原子炉区域内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，表 3.2-2 に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45-3,45-4) 

3.2.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

  

(ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    高圧代替注水系の常設高圧代替注水系ポンプ及び高圧代

替注水系タービン止め弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設置

される設備であることから，その機能を期待される重大事

故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境

条件を考慮し，第3.2－2表に示す設計とする。 

    常設高圧代替注水系ポンプ，高圧代替注水系タービン止

め弁は，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

高圧代替注水系タービン止め弁は，放射線量が高くなる

おそれのない場所を選定し設置するとともに，駆動部に手

動操作ハンドルを設けることで，中央制御室からの操作に

より高圧代替注水系が起動できない場合に，設置場所にお

いて人力により容易に操作が可能な設計とする。 

逃がし安全弁（安全弁機能）は，原子炉格納容器内に設

置し，重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件

を考慮した設計とする。 

(45－3－2～5，8) 

3.2.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系の高圧原子炉代替注水ポンプは，

原子炉建物原子炉棟内に設置される設備であることから，

想定される重大事故等時における原子炉建物原子炉棟内の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，表 3.2-2に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45-3，45-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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表 3.2-2 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響

は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時

海水を通水しない）。なお，原子炉圧力容器への注

水は，可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2耐震設計の

基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によ

りその機能が損なわれない設計とする。 

  

 

また，高圧代替注水系ポンプは，表 3.2-3に示す操作対象弁を

操作することで起動・停止し,中央制御室の操作スイッチから遠

隔操作可能な設計とする。 

 

第 3.2－2表 想定する環境条件 

 

 

表 3.2-2 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認する（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方

針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び

積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりそ

の機能が損なわれない設計とする。 

 

 

また，高圧原子炉代替注水ポンプは，表 3.2-3に示す操作対

象弁を操作することで起動・停止し，中央制御室の操作スイッ

チから遠隔操作可能な設計とする。 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は柏崎 6/

7と同様に，ＳＡ事象と

重畳する自然現象の規

模を検討し，環境条件と

して地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている 

  

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

高圧代替注水系を運転する場合は，原子炉隔離時冷却系

側に蒸気が流入していないことを確認した後，高圧代替注

水系注入弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を開操作す

ることで原子炉圧力容器へ注水を行う。 

 

なお，原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状態から

動作不能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧

代替注水系側へ蒸気供給ができない状況においては，原子

炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁を閉操作すること

で，高圧代替注水系側へ蒸気供給を行うことができる。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    高圧代替注水系の運転のため操作が必要な機器を第3.2

－3表に示す。 

    高圧代替注水系を運転する場合は，高圧代替注水系注入

弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁を開にする。その

後，高圧代替注水系タービン止め弁を開とし，常設高圧代

替注水系ポンプを起動し，高圧代替注水系による原子炉注

水を行う。 

    なお，ＲＣＩＣタービン止め弁が開状態から動作不能に

なった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧代替注水系

側へ十分な蒸気供給ができない状況への対応についても，

原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁を閉操作することで，

高圧代替注水系側へ蒸気供給を行うことが可能な設計とす

る。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

高圧原子炉代替注水系を運転する場合は，原子炉隔離時

冷却系側に蒸気が流入していないことを確認した後，ＨＰ

ＡＣ注水弁及びＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を

開操作することで原子炉圧力容器へ注水を行う。 

 

なお，原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態か

ら動作不能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高

圧原子炉代替注水系側へ蒸気供給ができない状況において

は，原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁を閉操作する

ことで，高圧原子炉代替注水系側へ蒸気供給を行うことが

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，「原子

炉隔離時冷却系過酷事

故時蒸気止め弁」を新設

せず，高圧原子炉代替注
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高圧代替注水系ポンプは，高圧代替注水系注入弁を開操

作することで起動することから，ポンプ自体の起動操作は

不要である。 

以上のことから，高圧代替注水系の操作に必要な機器を

表 3.2-3 に示す。 

表に示すとおり，高圧代替注水系注入弁及び高圧代替注

水系タービン止め弁の操作は，いずれも中央制御室におけ

る操作盤上での操作スイッチにより操作可能な設計とす

る。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転

員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とす

る。 

ただし，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室から

の遠隔操作ができない場合であっても，高圧代替注水系注

入弁と高圧代替注水系タービン止め弁を現場で人力により

手動操作することで，操作可能な設計とする。 

 

いずれの操作弁も手動ハンドルが設置されており，現場

での手動操作は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいて，設置場所である原子炉建屋原子炉区域内の環境条

件（被ばく影響等）を考慮の上，十分な操作空間を確保し，

確実に手動操作可能な設計とする。 

(45-3,45-4) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    常設高圧代替注水系ポンプは，高圧代替注水系タービン

止め弁を開操作することで起動し，ポンプ自体の起動操作

が不要な設計とする。 

     

 

高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止

め弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁及び高圧代替注水

系タービン止め弁の操作は，いずれも中央制御室のスイッ

チにより操作が可能な設計とする。 

    中央制御室に設置する操作盤の操作器，表示器及び銘板

は，操作者の操作・監視性・識別性を考慮しており，また，

十分な操作空間を確保することで確実に操作できる設計と

する。 

     

電源喪失により中央制御室からの電動弁の遠隔操作がで

きない場合であっても，高圧代替注水系注入弁，原子炉隔

離時冷却系原子炉注入弁，高圧代替注水系タービン止め弁

を現場で人力により確実に操作が可能とすることで高圧代

替注水系の運転ができる設計とする。 

    弁の現場操作を可能とするため，操作弁駆動部に手動ハ

ンドルを設け，想定される重大事故等が発生した場合の設

置場所である原子炉建屋原子炉棟内の環境条件（被ばく影

響等）を考慮の上，設置場所に十分な操作空間を確保し，

確実に操作が可能な設計とする。 

    (45－4－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水ポンプは，ＨＰＡＣ注水弁及びＲＣ

ＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を開操作することで起

動し，ポンプ自体の起動操作が不要な設計とする。 

以上のことから，高圧原子炉代替注水系の操作に必要な

機器を表 3.2-3に示す。 

表に示すとおり，ＨＰＡＣ注水弁及びＲＣＩＣ ＨＰＡ

Ｃタービン蒸気入口弁の操作は，いずれも中央制御室にお

ける操作盤上での操作スイッチにより操作可能な設計とす

る。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については弁番号を表示することで識別可能とし，

運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計

とする。 

ただし，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室から

の遠隔操作ができない場合であっても，ＨＰＡＣ注水弁と

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を現場で人力によ

り手動操作することで，操作可能な設計とする。 

 

いずれの操作弁も手動ハンドルを設置し，現場での手動

操作は，想定される重大事故等が発生した場合において，

設置場所である原子炉建物原子炉棟内の環境条件（被ばく

影響等）を考慮の上，十分な操作空間を確保し，確実に手

動操作可能な設計とする。 

(45-3，45-4) 

 

 

 

 

水系への蒸気供給を確

保するために原子炉隔

離時冷却系への蒸気供

給を隔離する必要があ

る場合は，既設の原子炉

隔離時冷却系タービン

蒸気入口弁にて対応を

行う（以下，⑩の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 
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表 3.2-3 操作対象機器 

機器名称  状態の変化  操作場所  操作方法 

高圧代替注

水系注入弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地下 1 階 手動操作 

高圧代替注

水系タービ

ン止め弁 

弁閉→弁開 

弁開→弁閉 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地下 1 階（6 号炉） 

原子炉建屋地上 1 階（7 号炉） 

手動操作 

原子炉隔離

時冷却系過

酷事故時蒸

気止め弁※ 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下 1 階 手動操作 

※：原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状態か

ら動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操作

を行う。 

 

 

第 3.2－3表 操作対象機器 

 

表 3.2-3 操作対象機器  

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ＨＰＡＣ注水弁 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建物原子炉棟

地下１階 
手動操作 

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタ

ービン蒸気入口弁 

弁閉→弁開 

弁開→弁閉 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建物原子炉棟

地下２階 
手動操作 

原子炉隔離時冷却系タ

ービン蒸気入口弁※ 
弁開→弁閉 

原子炉建物原子炉津

地下２階 
手動操作 

※：原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態

から動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操

作を行う。 

 

・設備の相違 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

高圧代替注水系は表 3.2-4 に示すように，発電用原子炉

の運転中又は停止中に機能・性能試験が可能な設計とする。

また，停止中にポンプ分解検査及び外観検査が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系には，高圧代替注水系ポンプ吐出ライン

からサプレッション・チェンバにつながるテストラインを

設置し，発電用原子炉の運転中に原子炉蒸気を用いて高圧

代替注水系ポンプ駆動用タービンを駆動させ，復水貯蔵槽

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

    高圧代替注水系は，第3.2－4表に示すように，発電用原

子炉の運転中に機能・性能検査及び弁動作確認を，また，

原子炉停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査

が可能な設計とする。 

    常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉停止中に，分解検

査としてケーシングカバー及びタービンカバーを取り外

し，ポンプ及びタービンの部品（主軸，軸受，羽根車及び

タービン等）の点検が可能な設計とする。弁については，

弁体等の部品の状態を確認する分解検査が可能な設計とす

る。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影

響を及ぼす指示模様の有無を確認する。また，目視により，

性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び

摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

また，常設高圧代替注水系ポンプは，吐出配管にテスト

ラインを設置し，原子炉運転中又は原子炉停止中に，サプ

レッション・チェンバを水源とした循環運転を行うことで，

ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は表 3.2-4に示すように，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験が可能な設計

とする。また，停止中にポンプ分解検査及び外観検査が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系には，高圧原子炉代替注水ポンプ

吐出ラインからサプレッション・チェンバにつながるテス

トラインを設置し，発電用原子炉の運転中に原子炉蒸気を

用いて高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気タービンを

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，４段落

下にて記載 
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の水をサプレッション・チェンバへ送水する機能・性能試

験が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の停止中においても所内蒸気による

機能・性能試験も可能となるよう，高圧代替注水系蒸気供

給ラインに所内蒸気供給ラインを設け，高圧代替注水系ポ

ンプ駆動用タービンに所内蒸気を供給可能な設計とする。 

 

高圧代替注水系を運転するために必要な操作対象弁（高

圧代替注水系注入弁，高圧代替注水系タービン止め弁）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に開閉動作確認可能な構

成とすることで，弁動作試験が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で，原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁につ

いては，発電用原子炉の運転中に開閉試験を行った場合に，

閉状態で動作不能になるリスクを踏まえて，停止中にのみ

弁動作試験を実施する。 

また，高圧代替注水系ポンプは，ケーシングカバー及び

タービンカバーの取り外しが可能な構造とし，停止中にポ

ンプ及びタービンの部品（主軸，軸受，羽根車及びタービ

ン等）の分解検査による内部確認が可能な設計とする。 

 

(45-5) 

音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

弁については，原子炉運転中又は原子炉停止中に弁動作

確認を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計とす

る。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査

等に合わせて外観及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45－5－2，3) 

 

駆動させ，サプレッション・チェンバのプール水をサプレ

ッション・チェンバへ送水する機能・性能試験が可能な設

計とする。 

また，発電用原子炉の停止中においても所内蒸気による

機能・性能試験も可能となるよう，高圧原子炉代替注水系

蒸気供給ラインに所内蒸気供給ラインを設け，高圧原子炉

代替注水ポンプ駆動用蒸気タービンに所内蒸気を供給可

能な設計とする。 

高圧原子炉代替注水系を運転するために必要な操作対

象弁（ＨＰＡＣ注水弁，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気

入口弁）及び原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁につ

いては，発電用原子炉の運転中又は停止中に開閉動作確認

可能な構成とすることで，弁動作試験が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧原子炉代替注水ポンプは，ケーシングカバー

及びタービンカバーの取り外しが可能な構造とし，停止中

にポンプ及びタービンの部品（主軸，軸受，羽根車及びタ

ービン等）の分解検査による内部確認が可能な設計とす

る。 

(45-5) 

 

 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

原子炉隔離時冷却系

タービン蒸気入口弁は

通常時閉であり，運転中

及び停止中の RCIC 機能

検査時に当該弁を全開

及び全閉操作を行う（以

下，⑪の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，４段落上

にて記載 
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表 3.2-4高圧代替注水系の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能確認 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解点検 
ポンプ及びタービン部品の表面状態

を，試験及び目視により確認 

外観点検 ポンプ外観の確認 
 

第 3.2－4表 高圧代替注水系の試験検査 

 

 

表 3.2-4 高圧原子炉代替注水系の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能確認 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解点検 
ポンプ及びタービン部品の表面状態を，

試験及び目視により確認 

外観点検 ポンプ外観の確認 
 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系と共用する高圧

代替注水系蒸気供給ライン，高圧炉心注水系と共用する高

圧代替注水系ポンプ吸込ライン，給水系（7 号炉は残留熱

除去系を含む）と共用する高圧代替注水系ポンプ吐出ライ

ン以外については，重大事故防止設備の目的のみに使用さ

れるため，本来の用途以外の用途には使用しない。 

本来の用途以外の用途として高圧代替注水系に使用する

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系及び給水系（7 号炉

は残留熱除去系を含む）の配管ラインについては，通常時

の隔離された系統構成から高圧代替注水系に切り替えるた

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

    高圧代替注水系は，本来の用途として使用する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却系と共用す

る高圧原子炉代替注水系蒸気供給ライン，残留熱除去系と

共用する高圧原子炉代替注水ポンプ吸込ライン，給水系及

び原子炉浄化系と共用する高圧原子炉代替注水ポンプ吐出

ライン以外については，重大事故防止設備の目的のみに使

用されるため，本来の用途以外の用途には使用しない。 

本来の用途以外の用途として高圧原子炉代替注水系に使

用する原子炉隔離時冷却系，残留熱除去系，原子炉浄化系

及び給水系の配管ラインについては，通常時の隔離された

系統構成から高圧原子炉代替注水系に切り替えるために表

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎と

同様に流路として他系

統を経由する箇所の切

替えについて記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 
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めに表 3.2-3 で示す弁操作を行う。 

原子炉隔離時冷却系と共用する高圧代替注水系蒸気供給

ラインについては，通常時の隔離された系統構成から高圧

代替注水系タービン止め弁を開操作することで，原子炉隔

離時冷却系から高圧代替注水系側への蒸気供給に切り替え

ることができる。 

また，給水系（7 号炉は残留熱除去系を含む）と共用す

る高圧代替注水系ポンプ吐出ラインについては，通常時の

隔離された系統構成から高圧代替注水系注入弁を開操作す

ることで，高圧代替注水系の流路に切り替えることができ

る。これらの切替え操作については，中央制御室から遠隔

操作可能な設計とし，操作弁も 2 弁と最小限の弁操作とす

る系統構成とすることで，図 3.2-2 で示すタイムチャート

のとおり速やかに切替え可能な設計とする。 

なお，高圧炉心注水系のポンプ吸込ラインについては，

弁操作で切り替えなくとも復水貯蔵槽の水を吸込可能な系

統設計とする。 

 

 

原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状態から動作不

能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧代替注

水系側へ蒸気供給ができない状況においては，原子炉隔離

時冷却系過酷事故時蒸気止め弁を閉操作することで，高圧

代替注水系側へ蒸気供給を行うことが可能な設計とする。 

 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であっても，高圧代替注水系注入

弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を現場で手動弁操作

することにより，図 3.2-3 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替え可能とする。 

45-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （45－4－2） 

 

3.2-3で示す弁操作を行う。 

原子炉隔離時冷却系と共用する高圧原子炉代替注水系蒸

気供給ラインについては，通常時の隔離された系統構成か

らＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を開操作するこ

とで，原子炉隔離時冷却系から高圧原子炉代替注水系側へ

の蒸気供給に切り替えることができる。 

また，原子炉浄化系及び給水系と共用する高圧原子炉代

替注水ポンプ吐出ラインについては，通常時の隔離された

系統構成からＨＰＡＣ注水弁を開操作することで，高圧原

子炉代替注水系の流路に切り替えることができる。これら

の切替え操作については，中央制御室から遠隔操作可能な

設計とし，操作弁も２弁と最小限の弁操作とする系統構成

とすることで，図 3.2-2 で示すタイムチャートのとおり速

やかに切替え可能な設計とする。 

なお，残留熱除去系のポンプ吸込ラインについては，弁

操作で切り替えなくともサプレッション・チェンバのプー

ル水を吸込可能な系統設計とする。 

 

 

原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態から動作

不能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧原子

炉代替注水系側へ蒸気供給ができない状況においては，原

子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁を閉操作すること

で，高圧原子炉代替注水系側へ蒸気供給を行うことが可能

な設計とする。 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であってもＨＰＡＣ注水弁及びＲ

ＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を現場で手動弁操作

することにより，図 3.2-3で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替え可能とする。 

 (45-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 
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図 3.2-2 中央制御室からの高圧代替注水系起動のタイム

チャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の 1.2で示すタイムチャート 

 

 

 

図 3.2-2 中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動のタイム

チャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2で示すタ

イムチャート 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

図 3.2-3 現場手動操作による高圧代替注水系起動のタイ

ムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の 1.2で示すタイムチャート 

  

 

図 3.2-3 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動のタイ

ムチャート＊ 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2 で示す

タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

高圧代替注水系は，通常時は高圧代替注水系タービン止

め弁を閉運用とすることで原子炉隔離時冷却系の蒸気供給

ラインから隔離し，高圧代替注水系注入弁を閉運用するこ

とで 6 号炉においては給水系の注水ライン，7号炉におい

ては残留熱除去系の注水ラインから隔離する構成としてお

り，原子炉隔離時冷却系に対して悪影響を及ぼさない設計

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    高圧代替注水系は，第3.2－5表に示すとおり，通常待機

時は，高圧代替注水系タービン止め弁を閉とすることで，

原子炉隔離時冷却系の蒸気ラインから隔離するとともに，

高圧代替注水系注入弁を閉とすることで，原子炉隔離時冷

却系の注水ラインから隔離する設計としており，重大事故

等時に高圧代替注水系を用いる場合は，弁操作によって，

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

高圧原子炉代替注水系は，通常時はＲＣＩＣ ＨＰＡＣ

タービン蒸気入口弁を閉運用とすることで原子炉隔離時冷

却系の蒸気供給ラインから隔離し，ＨＰＡＣ注水弁を閉運

用することで給水系の注水ラインから隔離する構成として

おり，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

手順の項目

中央制御室からの
高圧原子炉代替注水系起動

中央制御室運転員Ａ １

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 10分

手順の項目

可搬型計測器接続

移動，系統構成

起動

25 30 35

現場手動操作による
高圧原子炉代替注水系起動

現場運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

40 45 50 55 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20

現場手動操作による 35分

高圧原子炉代替注水系起動

添3.2-26



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

とする。 

 

 

また，高圧代替注水系は，高圧炉心注水系(B)及び(C)に

対して独立した注水ラインを有する設計とすることで，相

互に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運転時に

系統隔離弁が自動開することによる原子炉隔離時冷却系機

能への悪影響を防止するために，高圧代替注水系タービン

止め弁及び高圧代替注水系注入弁に自動開閉インターロッ

クを設けない設計とし，高圧代替注水系を用いる場合は，

弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

他系統との隔離弁を表 3.2-5 に示す。 

 

 

 

なお，高圧代替注水系と原子炉隔離時冷却系，高圧炉心

注水系は，相互に悪影響を及ぼすことのないように，同時

に使用しない運用とする。 

 

また，高圧代替注水系の蒸気系配管及び弁は，高圧の原

子炉蒸気が供給されるラインであることから十分な強度を

もたせた設計とする。 

また，高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンは，単段式

のタービンであり，タービン翼は一体鍛造品の円板から放

電加工により翼型を削り出す方法で製造されているものを

適用することで，タービンが破損により飛散することがな

い設計とする。 

(45-3，45-4，45-7) 

通常待機時の系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

    また，高圧代替注水系は，高圧炉心スプレイ系に対し独

立した注水ラインを有する設計とすることで，相互に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

    高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運転時に，高圧

代替注水系タービン止め弁が自動開することによる原子炉

隔離時冷却系機能への悪影響を防止するため，高圧代替注

水系タービン止め弁に自動開インターロックを設けない設

計とし， 高圧代替注水系と原子炉隔離時冷却系は，相互に

悪影響を及ぼすことのないように，同時に使用しない運用

とする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また，常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンは，単段

式であり，タービン翼は，鍛造品の削り出し加工により製

造するものを適用することで，破損により飛散することが

ない設計とする。 

  

(45－4－2，45－7－2～9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧原子炉代替注水系は，高圧炉心スプレイ系に

対して独立した注水ラインを有する設計とすることで，相

互に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運

転時に系統隔離弁が自動開することによる原子炉隔離時冷

却系機能への悪影響を防止するために，ＲＣＩＣ ＨＰＡ

Ｃタービン蒸気入口弁及びＨＰＡＣ注水弁に自動開閉イン

ターロックを設けない設計とし，高圧原子炉代替注水系を

用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

他系統との隔離弁を表 3.2-5に示す。 

 

 

 

なお，高圧原子炉代替注水系と原子炉隔離時冷却系，高

圧炉心スプレイ系は，相互に悪影響を及ぼすことのないよ

うに，同時に使用しない運用とする。 

 

また，高圧原子炉代替注水系の蒸気系配管及び弁は，高

圧の原子炉蒸気が供給されるラインであることから十分な

強度をもたせた設計とする。 

また，高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気タービンは，

単段式のタービンであり，タービン翼は一体鍛造品の円板

から放電加工により翼型を削り出す方法で製造されている

ものを適用することで，タービンが破損により飛散するこ

とがない設計とする。 

(45-3，45-4，45-5，45-7) 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，３段落上

にて記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，２段落前

にて記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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表 3.2-5 他系統との隔離弁 

取合系統 機器名称 駆動方式 動作 

給水系（6 号炉） 

残留熱除去系（7 号

炉） 

高圧代替注水系

注入弁 

電動駆動  通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉隔離時冷却

系 

高圧代替注水系

タービン止め弁 

電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 
 

第 3.2－5表 他系統との隔離弁 

 

表 3.2-5 他系統との隔離弁 

取合系統 機器名称 駆動方式 動作 

原子炉浄化系 ＨＰＡＣ注水弁 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉隔離時冷却系 ＲＣＩＣ ＨＰＡＣ

タービン蒸気入口弁 

電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

 

・設備の相違 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧代替注水系の系統構成に操作が必要な弁の設置場

所，操作場所を表 3.2-6 に示す。 

このうち，高圧代替注水系注入弁，高圧代替注水系ター

ビン止め弁は，中央制御室で操作するため，操作位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合については，高圧代替注水系注入

弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を原子炉建屋内の設

置場所で人力により手動操作を行うが，高圧代替注水系は

事象初期に操作するものであり，操作位置の放射線量が高

くなる前に操作する運用とする。 

 

 

(45-3) 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    高圧代替注水系の系統構成に操作が必要な弁の設置場

所，操作場所を第3.2－6表に示す。 

高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止

め弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁及び高圧代替注水

系タービン止め弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設置される

が，中央制御室からの遠隔操作を可能とすることにより，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ない設計とす

る。 

また，仮に電源が喪失し，中央制御室からの遠隔操作が

できない場合は，高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷

却系ＳＡ蒸気止め弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁及

び高圧代替注水系タービン止め弁を原子炉建屋原子炉棟内

の現場で人力により手動操作を行うことから，操作場所の

放射線量が高くならないよう考慮した場所に設置する設計

とする。第3.2－6表に設置場所と操作方法を，第3.2－4図

に系統上の現場操作弁の配置を示す。 

(45－3－4～5，45－4－2) 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系の系統構成に操作が必要な弁の設

置場所，操作場所を表 3.2-6に示す。 

このうち，ＨＰＡＣ注水弁，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービ

ン蒸気入口弁は，中央制御室で操作可能とすることにより，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ない設計とす

る。 

 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合については，ＨＰＡＣ注水弁及び

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を原子炉建物原子

炉棟内の設置場所で人力により手動操作を行うが，高圧原

子炉代替注水系は事象初期に操作するものであり，操作位

置の放射線量が高くなる前に操作する運用とする。 

 

 

(45-3) 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 
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表 3.2-6 操作対象機器設置場所 

機器名称  設置場所  操作場所 

高圧代替注水系

注入弁 

原子炉建屋地下 1 階  中央制御室 

原子炉建屋地下 1 階 

高圧代替注水系

タービン止め弁 

原子炉建屋地下 1 階（6 号炉） 

原子炉建屋地上 1 階（7 号炉） 

中央制御室 

原子炉建屋地下 1 階（6 号炉） 

原子炉建屋地上 1 階（7 号炉） 

原子炉隔離時冷

却系過酷事故時

蒸気止め弁※ 

原子炉建屋地下 1 階 原子炉建屋地下 1 階 

※原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状

態から動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場

合に操作を行う。 

第 3.2－6表 操作対象機器設置場所 

 

 

 

第 3.2－4図 高圧代替注水系の現場操作弁の配置 

 

表 3.2-6 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

ＨＰＡＣ注水弁 原子炉建物原子炉棟地

下１階 

中央制御室 

原子炉建物原子炉棟地

下１階 

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン

蒸気入口弁 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

中央制御室 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

原子炉隔離時冷却系タービン

蒸気入口弁※ 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

※：原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態か

ら動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操作を

行う。 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.2.3

項にて記載 
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3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するため，

十分な期間，原子炉水位を維持できる容量を有する設計と

する。高圧代替注水系ポンプの容量は，原子炉停止 30 分

後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止するために必要

な流量 114m3/h 以上とし，設計基準事故対処設備の原子炉

隔離時冷却系注水流量 182m3/h にあわせて 182m3/h を公称

値とする。なお，安全解析において，高圧代替注水系注水

流量が 182m3/h の 20%減である約 146m3/h とした場合でも

炉心損傷を防止することを確認しているため，注水流量の

最小値は約 146m3/h とする。 

また，原子炉圧力容器に注水する場合の高圧代替注水系

ポンプの全揚程は，原子炉圧力容器に注水する場合の水源

（復水貯蔵槽）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静

水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，高圧代替注

水系ポンプ 1 台運転で注水流量 182m3/h 達成可能な設計と

する。 

(45-6) 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

    高圧代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するため，

十分な期間，原子炉水位を維持できる容量を有する設計と

する。常設高圧代替注水系ポンプの容量は，原子炉停止15

分後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止するために必

要な流量136.7m３／hとし，ポンプ容量として約136.7m３／h

の容量で設計する。 

 

 

 

 

    また，原子炉に注水する場合の常設高圧代替注水系ポン

プの揚程は， 136.7m３／hで注水を実施する場合の圧損（水

源（代替淡水貯槽）と注水先（格納容器）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管及び弁類圧損）を考慮した要求値が894m

であることから，約900mの揚程を確保可能な設計とする。 

  

(45－6－2～4) 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する機

能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止す

るため，十分な期間，原子炉水位を維持できる容量を有す

る設計とする。高圧原子炉代替注水ポンプの容量は，事象

発生から 60分後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止

するために必要な流量 70m3/h以上とし，設計基準事故対

処設備の原子炉隔離時冷却系注水流量 93m3/hにあわせて

93m3/hを公称値とする。なお，安全解析において，高圧原

子炉代替注水系注水流量が 93m3/hの 20％減である約

75m3/hとした場合でも炉心損傷を防止することを確認し

ているため，注水流量の最小値は約 75m3/hとする。 

また，原子炉圧力容器に注水する場合の高圧原子炉代替

注水ポンプの全揚程は，原子炉圧力容器に注水する場合の

水源（サプレッション・チェンバ）と注水先（原子炉圧力

容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を

考慮し，高圧原子炉代替注水ポンプ１台運転で注水流量

75m3/hを達成可能な設計とする。 

(45-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧代替注水系の高圧代替注水系ポンプは，二以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    高圧代替注水系の各機器については，一部の敷地を共有

する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系の高圧原子炉代替注水ポンプは，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 

条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(3)設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散（設置許可基

準規則第43条第2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧代替注水系は，高圧注水機能を持つ設計基準事故対

処設備である高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，表 3.2-7 に示

すとおり多様性，位置的分散を図った設計とする。 

 

ポンプについては，地震，津波，溢水及び火災に対して，

高圧炉心注水系ポンプ(B)及び(C)，原子炉隔離時冷却系ポ

ンプと同時に機能を損なうおそれがないように，異なる階

に位置的分散された原子炉建屋地下 2 階に配置する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

  高圧代替注水系は，高圧注水機能を持つ設計基準事故対処

設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系に

対し，第3.2－7表に示すとおり多様性を有し位置的分散を

図る設計とする。 

   

  常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟に設置

するが，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系

ポンプ又は高圧炉心スプレイ系ポンプとは異なる区画に設

置することで，位置的分散を図る設計とする。 

  

  水源としては，サプレッション・チェンバのプール水を使

用し，原子炉隔離時冷却系と吸い込み口を分離配置するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は，高圧注水機能を持つ設計基準

事故対処設備である高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷

却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，表

3.2-7に示すとおり多様性，位置的分散を図った設計とす

る。 

ポンプについては，地震，津波，溢水及び火災に対して，

高圧炉心スプレイ・ポンプ，原子炉隔離時冷却ポンプと同

時に機能を損なうおそれがないように，異なる区画に位置

的分散された原子炉建物原子炉棟地下２階に配置する設計

とする。 

水源としては，サプレッション・チェンバのプール水を

使用し，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系と吸

い込み口を分離配置することで位置的分散を図る設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の HPAC

は，RCIC及び HPCSと吸

い込み口を分離する 
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高圧代替注水系のサポート系として，冷却水は自己冷却

とすることで高圧炉心注水系ポンプ(B)及び(C)，原子炉隔

離時冷却系ポンプの冷却水と同時に機能喪失しない設計と

する。 

 

ポンプ駆動源については，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，タービン駆動とすることで電動機駆動

ポンプを使用する高圧炉心注水系に対して多様性を確保す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，タービンを駆動させるための蒸気を供給する電動

弁については，共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系(B)及び

(C)，原子炉隔離時冷却系と異なる常設代替直流電源設備

（AM 用 125V 蓄電池）により電源供給する設計とし，同時

に機能喪失しない設計とする。 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であっても，高圧代替注水系注入

弁と高圧代替注水系タービン止め弁はハンドルを設けてお

り手動操作可能であるため，現場で人力により手動操作す

ることで，ポンプ起動可能であり，高圧炉心注水系と原子

炉隔離時冷却系の電源と同時に機能喪失しない設計とす

る。 

 

上記のとおり，高圧代替注水系は高圧注水機能を持つ設

計基準事故対処設備である高圧炉心注水系，原子炉隔離時

冷却系と位置的分散され，可能な限り多様性を図った設計

とする。 

(45-2，45-3，45-4，45-7) 

  常設高圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水を

自己冷却とすることで原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧

炉心スプレイ系ポンプの冷却水（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ）と同時に機能喪失しない

多様性を有する設計とする。 

  駆動源については，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプ

レイ系の駆動源（電動機）と異なるタービン駆動とするこ

とで，多様性を有する設計とする。 

   

  流路については，サプレッション・チェンバから原子炉圧

力容器へ注水する原子炉隔離時冷却系配管との合流部ま

で，原子炉隔離時冷却系ポンプを使用する系統に対して独

立した設計とする。また，サプレッション・チェンバから

原子炉圧力容器へ注水する高圧炉心スプレイ系配管は，高

圧代替注水系と異なった流路とし，高圧炉心スプレイ系ポ

ンプを使用する系統に対して独立した設計とする。 

   

 

  常設高圧代替注水系ポンプのタービンを駆動させるため

の蒸気を供給する電動弁については，原子炉隔離時冷却系

ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう常

設代替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車又は緊急

用125V系蓄電池により給電できる多様性を有する設計とす

る。 

  また，高圧代替注水系注入弁及び高圧代替注水系タービン

止め弁は手動操作用ハンドルを設けており，仮に，電源設

備が全て喪失し，中央制御室からの遠隔操作ができない場

合であっても，現場で容易に人力により手動操作すること

でポンプの起動が可能な設計とし，原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系に対し多様性を有する設計とする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系のサポート系として，冷却水は自

己冷却とすることで高圧炉心スプレイ・ポンプ，原子炉隔

離時冷却ポンプの冷却水と同時に機能喪失しない設計とす

る。 

 

ポンプ駆動源については，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，タービン駆動とすることで電動機駆動

ポンプを使用する高圧炉心スプレイ系に対して多様性を確

保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，タービンを駆動させるための蒸気を供給する電動

弁については，共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系，

原子炉隔離時冷却系と異なる常設代替直流電源設備（ＳＡ

用 115V系蓄電池）により電源供給する設計とし，同時に機

能喪失しない設計とする。 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であっても，ＨＰＡＣ注水弁とＲ

ＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁はハンドルを設けて

おり手動操作可能であるため，現場で人力により手動操作

することで，ポンプ起動可能であり，高圧炉心スプレイ系

と原子炉隔離時冷却系の電源と同時に機能喪失しない設計

とする。 

 

上記のとおり，高圧原子炉代替注水系は高圧注水機能を

持つ設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系，原

子炉隔離時冷却系と位置的分散され，可能な限り多様性を

図った設計とする。 

(45-2，45-3，45-4，45-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎

6/7 と同様に，表 3.2-6

に基づく多様性及び位

置的分散について記載

する整理としており，流

路に関しては記載しな

い 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違及び④の相

違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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電源設備の多様性及び位置的分散については，「10.2 代

替電源設備」に示す。 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，第3.2－8表 で示すとおり，地震，津

波，火災及び溢水による共通要因故障を防止するために，独

立性を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁（安全弁機能）は，想定される重大事故等時

に重大事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故

等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び位置的分

散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

逃がし安全弁（安全弁機能）の多様性及び位置的分散を除

く設置許可基準規則第43条への適合方針については，「3.3 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針」のうち，

逃がし安全弁に係る記載と同じであるが，逃がし安全弁（安

全弁機能）は，手動操作等はないことから「(2) 操作性（設

置許可基準規則第43条第1項二）」「(4) 切替えの容易性（設

置許可基準規則第43条第1項四）」は適用しない。 

容量については，「3.3.2.1.2 主要設備の仕様」に記載

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，電源設

備を 57 条で記載する整

理としている 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉における

DB 設備との共通要因故

障を防止するための設

計としては東海第二と

同様（以下，⑫の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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表 3.2-7 多様性又は多重性，位置的分散 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2－7表 設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散 

 

 

 

 

 

第 3.2－8表 設計基準事故対処設備との独立性 

 

表 3.2-7 多様性又は多重性，位置的分散 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 
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3.2.3 高圧代替注水系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，高圧代替注水系

について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継続を

行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

3.2.2.2 高圧代替注水系の現場操作の整備 

   全交流電源喪失及び常設直流電源系統喪失を想定し，中央

制御室からの遠隔操作ができない場合に，現場での人力によ

る弁の操作で系統の起動及び十分な期間の運転継続に必要な

設備を整備する 

 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準への適合状況について」の「1.2 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」の以下の項目で

示す。 

3.2.3 高圧原子炉代替注水系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，高圧原子炉代替

注水系について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び

原子炉冷却材圧カバウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧カバ

ウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転

継続を行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作概要 

全交流動力電源喪失，常設直流電源系統喪失により中央制

御室からの遠隔操作ができない場合に，現場での手動操作に

より高圧代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

 

 

 

また，高圧代替注水系の現場起動操作において現場での原

子炉水位監視のため可搬式原子炉水位計の接続を行う。 

 

a.全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源喪失時の原子炉

注水 

 1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.1フロントライン系

故障時の対応手順 (1) 高圧代替注水系による原子炉圧力容

器への注水 b.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作概要 

全交流動力電源喪失，常設直流電源系統喪失により中央制

御室からの遠隔操作ができない場合に，現場での手動操作に

より高圧原子炉代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注

水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は「1.2 原

子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に原子炉を

冷却するための手順等」

にて記載 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は中央制

御室で必要な監視パラ

メータの計測，監視が可

能（以下，⑬の相違） 

(2) 操作場所（7 号炉の例） 

・原子炉建屋 地上 1 階，地下 1 階，地下 2 階（管理区域） 

 (2) 操作場所 

・原子炉建物原子炉棟地下１階，地下２階（管理区域） 

 

 

(3) 必要要員数及び時間 

高圧代替注水系現場起動のうち，現場での高圧代替注水系

の系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，時間は以

下のとおり。 

 (3) 必要要員数及び時間 

高圧原子炉代替注水系現場起動のうち，現場での高圧原子

炉代替注水系の系統構成及びタービン起動操作に必要な要員

数，時間は以下のとおり。 
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・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間：40 分（実績時間：35 分） 

 

 

 

また，現場での高圧代替注水系現場起動のうち，現場での

可搬式原子炉水位計の接続に必要な要員数，時間は以下のと

おり。 

・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間：40 分（実績時間：37 分） 

 

高圧代替注水系現場起動のタイムチャートを図 3.2-4 に示

す。本操作は，放射線量が上昇する前に実施する。 

・必要要員数:４名（現場運転員４名） 

・想定時間:35分（実績時間:16分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系現場起動のタイムチャートを図

3.2-4に示す。本操作は，放射線量が上昇する前に実施する。 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

設備設計の相違によ

る運用の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

図 3.2-4 現場手動操作による高圧代替注水系起動のタイム

チャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2

で示すタイムチャート 

 

  

 

 

図 3.2-4 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動のタイ

ムチャート＊ 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2 で示す

タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

(4) 操作の成立性について 

・作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を操作エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，ヘッドライト・

懐中電灯をバックアップとして携行してい

る。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護

具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を

装備して作業を行う。 

・移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート

上に配備しており近接可能である。また，ヘ

 (4) 操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明

を作業エリアに配備している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。操作は

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を着用又は携行して作業を行う。 

 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト又は懐中電灯を携

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

可搬型計測器接続

移動，系統構成

起動

25 30 35

現場手動操作による
高圧原子炉代替注水系起動

現場運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

40 45 50 55 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20

現場手動操作による 35分

高圧原子炉代替注水系起動
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ッドライト・懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

 

 

 

 

 

・連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 

 

行していることから接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

操作性  ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につい

ては，操作に工具等は必要とせず，手動弁と

同様な操作であるため，容易に操作可能であ

る。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように

反射テープを施している。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保

安通信用電話設備のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

・運用の相違 

(5) 人力操作対象弁について（7 号炉の例） 

高圧代替注水系の人力による現場起動に当たっては，プラ

ント通常運転状態から，図 3.2-5 で示す高圧代替注水系注入

弁を開操作した後に，高圧代替注水系タービン止め弁の開閉

操作で起動停止可能な設計であり，これら 2 弁は手動ハンド

ルが設置されている。 

 (5) 人力操作対象弁について 

高圧原子炉代替注水系の人力による現場起動に当たって

は，プラント通常運転状態から，図 3.2-5 で示すＨＰＡＣ注

水弁及びＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を開操作し

た後に，蒸気外側隔離弁の開閉操作で起動停止可能な設計と

し，これら３弁は手動ハンドルを設置する。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

(6) 運転継続について 

高圧代替注水系ポンプを人力操作で起動した後は，可搬式

原子炉水位計を監視し，原子炉水位を所定の水位（L-3～L-8）

に維持するように，L-8 に到達した場合は高圧代替注水系を

停止し，L-3 に到達した場合は高圧代替注水系を起動する操

作を行う。 

また，復水貯蔵槽の補給が必要となった場合は，代替淡水

源から外部接続口を通じて補給可能な設計となっている。 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

高圧代替注水系を運転することが可能であり，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継続

が可能であると考えている。 

 (6) 運転継続について 

高圧原子炉代替注水ポンプを人力操作で起動した後は，原

子炉水位計を監視し，原子炉水位を所定の水位（Ｌ－３～Ｌ

－８）に維持するように，Ｌ－８に到達した場合は高圧原子

炉代替注水系を停止し，Ｌ－３に到達した場合は高圧原子炉

代替注水系を起動する操作を行う。 

 

 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

高圧原子炉代替注水系を運転することが可能であり，原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運

転継続が可能であると考えている。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 3.2-5 高圧代替注水系（HPAC）の現場操作（7 号炉の例）

について 

  

 
図 3.2-5 高圧原子炉代替注水系（ＨＰＡＣ）の現場操作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

3.2.4 原子炉隔離時冷却系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，原子炉隔離時冷

却系について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継

続を行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

 3.2.4 原子炉隔離時冷却系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，原子炉隔離時冷

却系について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継

続を行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は「1.2 原

子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に原子炉を

冷却するための手順等」

にて記載 

(1) 操作概要 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，中

央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場

合，かつ現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動

できない場合は，現場での弁の手動操作により原子炉隔離時

冷却系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

また，原子炉隔離時冷却系の現場起動操作において現場で

の原子炉水位監視のため可搬式原子炉水位計の接続を行う。 

 

 (1) 操作概要 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，中

央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動でき

ない場合，かつ現場での弁の手動操作により高圧原子炉代替

注水系を起動できない場合は，現場での弁の手動操作により

原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

(2) 操作場所（7 号炉の例） 

・原子炉建屋 地上 1 階，地下 1 階，地下 3 階（管理区域） 

 (2) 操作場所 

・原子炉建物原子炉棟１階，地下２階（管理区域） 
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(3) 必要要員数及び時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動のうち，現場での原子炉隔離

時冷却系系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，時

間は以下のとおり。 

・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間：90 分（実績時間：80 分） 

 

 

 

また，原子炉隔離時冷却系現場起動のうち，現場での可搬

式原子炉水位計の接続に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間目安：40 分（実績時間：37 分） 

 

原子炉隔離時冷却系現場起動のタイムチャートを図 3.2-6 

に示す。本操作は，放射線量が上昇する前に操作を行う。 

 (3) 必要要員数及び時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動のうち，現場での原子炉隔離

時冷却系系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，時

間は以下のとおり。 

・必要要員数:４名（現場運転員４名） 

・想定時間:１時間（実績時間:41 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系現場起動のタイムチャートを図 3.2-6

に示す。本操作は，放射線量が上昇する前に操作を行う。 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備設計の相違によ

る運用の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

図 3.2-6 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動及び排水処

理のタイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

ての 1.2 で示すタイムチャート 

 

 
図 3.2-6 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動のタイムチ

ャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の 1.2 で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

(4) 操作の成立性について 

・作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。 

直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運転

するとタービングランド部より蒸気が漏えい

 (4) 操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明

を作業エリアに配備している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。 

 

直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運転

するとタービングランド部から蒸気が漏えい

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

可搬型計測器接続（原子炉圧力）

可搬型計測器接続（原子炉水位）

移動，系統構成

保護具着用

起動操作

移動，発電機設置

水中ポンプ運搬

資機材搬入

ホース敷設

発電機起動，水中ポンプ起動

移動，発電機設置

電源盤運搬

ケーブル敷設

発電機起動，水中ポンプ起動

現場運転員Ａ，Ｂ ２

20 30 40

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

現場手動操作による
原子炉隔離時冷却系起動及び排水処理

120

現場運転員Ｃ，Ｄ ２

緊急時対策要員

緊急時対策要員 ２

備考10 70 80 90 100 11050 60

２
発電機設置，水中ポンプ運
搬，ホース敷設等

発電機設置，電源盤運搬，
ケーブル敷設等

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系排水処理 １時間45分

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 １時間
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することから，原子炉隔離時冷却系ポンプ室

に現場運転員が入室するのは原子炉隔離時冷

却系起動時のみとし，その後速やかに退室す

る手順とする。したがって，原子炉隔離時冷

却系ポンプ室入室時の蒸気漏えいに伴う環境

温度の上昇による運転員への影響はないもの

と考えており，防護具（酸素呼吸器及び耐熱

服）を確実に装着することにより本操作が可

能である。 

・移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート

上に配備しており近接可能である。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

 

 

 

 

 

・連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 

 

するため，ＲＣＩＣポンプ室に現場運転員が

入室するのは原子炉隔離時冷却系起動時のみ

とし，その後速やかに退室する手順とする。

したがって，ＲＣＩＣポンプ室入室時の蒸気

漏えいに伴う環境温度の上昇による運転員へ

の影響はないものと考えており，防護具（酸

素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着すること

により本操作が可能である。 

 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト又は懐中電灯を携

行していることから接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につい

ては，操作に工具等は必要とせず，手動弁と

同様な操作であるため，容易に操作可能であ

る。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように

反射テープを施している。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保

安通信用電話設備のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

・運用の相違 

(5) 人力操作対象弁について（7 号炉の例） 

原子炉隔離時冷却系の人力による現場起動に当たっては，

プラント通常運転状態から，図 3.2-7 で示す原子炉隔離時冷

却系注入弁の開操作，及びポンプ冷却水の流路確保のため，

原子炉隔離時冷却系冷却水ライン止め弁，原子炉隔離時冷却

系その他ドレン弁を開操作した後に，原子炉隔離時冷却系タ

ービン止め弁の開閉操作で起動停止可能な設計であり，これ

ら 7 弁は手動ハンドルが設置されている。 

 (5) 人力操作対象弁について 

原子炉隔離時冷却系の人力による現場起動に当たっては，

プラント通常運転状態から，図 3.2-7で示すＲＣＩＣ注水弁，

ＲＣＩＣポンプミニマムフロー弁及びＲＣＩＣタービン蒸気

入口弁の開操作及びポンプ冷却水流量確保のため，復水器冷

却水入口弁その他ドレン弁２弁を開操作した後に，蒸気外側

隔離弁の開閉操作で起動停止可能な設計とし，これら７弁は

手動ハンドルを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系は SA 水

源として S/C を使用す

る操作を行う 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 
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(6) 運転継続について 

原子炉隔離時冷却系ポンプを人力操作で起動した後は，可

搬式原子炉水位計を監視し，原子炉水位を所定の水位（L-3

～L-8）に維持するように，原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸

気止め弁の開度調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプ起動後，排水がポンプ室床面に

溢水することが想定されるが，ポンプ本体が水没する前に，

排水を移送することで運転継続可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，運転継続に必要な原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸

気止め弁の開度調整及び排水処理についてはポンプ室外での

運転操作であり，操作時に原子炉隔離時冷却系タービンから

の蒸気漏えいの影響がない場所での操作運用とする。 

また，復水貯蔵槽の補給が必要となった場合は，代替淡水

源から外部接続口を通じて補給可能な設計となっている。 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

原子炉隔離時冷却系を運転することが可能であり，原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転

継続が可能であると考えている。 

 (6) 運転継続について 

原子炉隔離時冷却ポンプを人力操作で起動した後は，ター

ビン回転数，原子炉圧力及び原子炉水位等を確認し，原子炉

水位をＬ３～Ｌ８に維持するように，蒸気外側隔離弁の開度

調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，運転継続に必要な蒸気外側隔離弁の開度調整はポン

プ室外での運転操作であり，操作時に原子炉隔離時冷却ポン

プ駆動用蒸気タービンからの蒸気漏えいの影響がない場所で

の操作運用とする。 

 

 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

原子炉隔離時冷却系を運転することが可能であり，原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転

継続が可能であると考えている。 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は原子炉

水位を中央制御室にて

監視し，有線式通信機に

より現場運転員に連絡

する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，排水を

処理しなかった場合に

おいても，原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整

うまでの期間，原子炉隔

離時冷却ポンプを水没

させずに継続して運転

可能である（以下，⑭の

相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違及び

⑭の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 3.2-7 原子炉隔離時冷却系（RCIC）の現場操作（7 号炉

の例）について 

図 3.2-7 原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の現場操作について ・設備の相違

3.2.5 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.5.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.5.1.1 設備概要 

原子炉隔離時冷却系は，非常用炉心冷却系の 1 つである。非常

用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な損傷を

防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわた

って除去する機能を持ち，低圧注水系，高圧炉心注水系，原子炉

隔離時冷却系及び自動減圧系で構成する。 

原子炉隔離時冷却系は，蒸気駆動タービン 1 台，タービン駆動

ポンプ 1 台，配管，弁類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，

冷却材喪失事故時には，低圧注水系，高圧炉心注水系及び自動減

圧系と連携して，炉心を冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で作動

を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェンバのプー

ル水を給水系等を経由して原子炉圧力容器へ注水する。

水源は，第一次水源として復水貯蔵槽の水を使用するが，復水

貯蔵槽の水位が設定値より下がるか，サプレッション・チェンバ

のプール水位が設定値より上がると第二次水源のサプレッショ

ン・チェンバのプール水に自動的に切り替わる。

なお，本系統は，給水系からの給水喪失時に原子炉水位の異常

3.2.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.2.3.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.3.1.1 設備概要 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後，何らかの原因で給水が

停止した場合等に，原子炉蒸気の一部を用いてタービン駆動ポン

プを作動させ，サプレッション・チェンバ又は自主対策設備であ

る復水貯蔵タンクの水を発電用原子炉に注水し水位を維持する。 

 原子炉隔離時冷却系は，タービン駆動ポンプ1台，蒸気駆動ター

ビン1台，配管・弁等からなり，ドライウェル内側の隔離弁の上流

から抽出した蒸気によってタービンを駆動することで，外部電源

を必要としない設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，中央制御室からのスイッチ操作又は原

子炉水位異常低下信号によって起動する。 

原子炉隔離時冷却系の操作に必要な弁は，中央制御室から操作

ができない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハ

ンドルを設け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

3.2.5 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.5.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.5.1.1 設備概要 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後何らかの原因で復水・給

水が停止した場合に，原子炉水位を維持するため，原子炉蒸気の

一部を用いたタービン駆動ポンプにより，サプレッション・プー

ル水を炉心に注入することを目的とする。

原子炉隔離時冷却系の系統構成は，ポンプ，蒸気駆動タービン，

配管，弁類及び計測制御装置からなり，ドライウェル内側の主蒸

気隔離弁の上流から抽出した蒸気によってタービンを駆動する。 

原子炉停止後，原子炉が何らかの原因で熱除去源としての復水

器から隔離されると，炉心崩壊熱により発生した蒸気は，逃がし

安全弁を通してサプレッション・プール水中に流入する。復水・

給水系が停止したことにより原子炉水位は低下し，原子炉水位低

の信号で原子炉隔離時冷却系が自動起動して原子炉水位の回復を

図る。この系統は，原子炉水位低の信号による自動起動のほかに，

中央制御室又は中央制御室外原子炉停止装置からの手動操作によ

っても運転が可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・SA水源の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

復水貯蔵 

タンク 

原子炉建物 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器 

主蒸気系 

原子炉浄化系より 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

MO 

AO 

MO 

MO 

MO HO MO 

MO 

AO 

MO 

ドライウェル 

MO MO 

MO 

潤滑油クーラ 

バロメトリック復水器 

真空タンク 

MO 

残留熱除去系より 

MO 

床ドレンサンプタンク 

復水ポンプ 

MV221-2 

V221-575 

MV221-7 

MV221-22 

：蒸気（排気含む）ライン 

：注水ライン 

現場操作対象弁 

給水系より 

AO 

ストレーナ 

V221 

-577 

スパージャ 

MO 

高圧原子炉代替注水系へ 

原子炉隔離時冷却ポンプ 
駆動用蒸気タービン 

MV221-21 

MV221 

-6 

MO 

MO 

※ 

※ 

MV221-34 
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低下を防止し水位を維持する機能も併せ持っている。 

本系統の系統概要図を図 3.2-8 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-8 に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

本系統の系統概要図を第3.2－5図に，重大事故等対処設備一覧

を第3.2－9表に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備であるが，想定

される重大事故等時において健全であれば，重大事故等対処設備

として使用する。 

本系統の系統概要図を図 3.2-8に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-8に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

図 3.2-8 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 第 3.2－5図 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 図 3.2-8 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 ・設備の相違

油ポンプ 

原子炉隔離時 

冷却ポンプ  

原子炉浄化系より 

原子炉格納容器

原
子
炉
圧
力
容
器

MO 

MO 

MO AO 

復水貯蔵 
タ ン ク

給水系より 

MO MO 

主蒸気系へ 

H0 

6.9kV非常用母線 
（区分Ⅰ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅰ）より 外部電源より 

6.9kV非常用母線 
（区分Ⅱ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅱ）より 外部電源より 

MO 

MO 

MO MO 
区分Ⅰ： 

区分Ⅱ： 

凡例 

AO AO 

主蒸気隔離弁 

油タンク 

油冷却器 

（軸駆動） 

MO 

残留熱除去系へ

AO 
スパージャ 

ストレーナ 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を

示す章)」で示す。

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58 条に対する設置方針を示す章）」で示す。

MO 

MO 

※ 

※ 
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表 3.2-8 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉隔離時冷却系ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ 復水貯蔵槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 原子炉隔離時冷却系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

主蒸気系 配管・弁【常設】 

復水補給水系 配管【常設】 

高圧炉心注水系 配管・弁【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注入先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 所内蓄電式直流電源設備 

直流 125V蓄電池 A【常設】 

直流 125V蓄電池 A-2【常設】 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

直流 125V充電器 A【常設】 

直流 125V充電器 A-2【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

上記所内蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以

下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※３ 原子炉隔離時冷却系系統流量【常設】 

原子炉水位(広帯域)【常設】 

原子炉水位(燃料域)【常設】 

原子炉水位(SA)【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力(SA)【常設】 

復水貯蔵槽水位(SA)【常設】 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※2：電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

第 3.2－9表 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備 

一覧 

 

 

表 3.2-8 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉隔離時冷却ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 蒸気系 

 原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

 主蒸気系 配管【常設】 

注水系 

 原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ【常設】 

 原子炉浄化系 配管【常設】 

 給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注入先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

上記所内蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※３ 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

・設備の相違 

3.2.5.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1.2 主要設備の仕様 

 主要設備の仕様を以下に示す。 

（1）原子炉隔離時冷却系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型    式     横置多段うず巻き形 

台    数     1 

 

 

3.2.5.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉隔離時冷却ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様の相違 
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容量 ：約 190m3/h/台 

全揚程 ：約 190m～約 900m 

個数 ：1 

 

 

 

取付箇所 ：原子炉建屋地下 3 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方

針を示す章）」，電源設備については「3.14電源設備（設置許

可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備

については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

容    量     約 142m３／h 

全 揚 程     約 869m～約 186m 

 

最高使用圧力     10.35MPa［gage］ 

最高使用温度     77℃ 

材    料     炭素鋼 

 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 

容    量     約3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・

プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa［gage］ 

最高使用温度     104℃ 

材    料     炭素鋼 

 

 

 

容量   ：約 100m3/h/台 

全揚程  ：約 120m～約 900m 

個数   ：１ 

 

 

 

取付箇所 ：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計

方針を示す章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装

設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

添3.2-45



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.2.5.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故対処設備

として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使

用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての原子炉隔離時冷

却系ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，非常用

交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）及び非常用直流電源設

備（蓄電池（非常用））が使用可能な場合において，設計基準対象

施設として使用する場合と同様に表 3.2-9 に示す設計である。 

 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

3.2.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適

用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故対処設備

として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使

用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

 重大事故等対処設備としての原子炉隔離時冷却系ポンプの多様

性及び位置的分散については，非常用ディーゼル発電機及び常設

直流電源が使用可能な場合において，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同様に第3.2－10表に示す設計である。 

 

 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の原子炉施設において共用しな

い設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，設計基準事故対処設備と

して使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用

するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての原子炉隔離時冷

却ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，非常用交

流電源設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）及び非常用

直流電源設備（蓄電池（非常用））が使用可能な場合において，設

計基準対象施設として使用する場合と同様に表 3.2-9に示す設計

である。 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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表 3.2-9 重大事故等対処設備（設計基準拡張）の多様性又は多重

性，位置的分散 

項目 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

高圧炉心注水系 原子炉隔離時冷却系 

ポンプ 高圧炉心注水系ポンプ（B）（C） 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3 階 

水源  復水貯蔵槽 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵槽 

サプレッション・チェンバ 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑方式 水潤滑 軸直結ポンプによる油潤滑 

冷却水 原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 

自己冷却 

駆動電源 非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池（非常用）） 

原子炉建屋 

地上 1階 

コントロール建屋 

地下 1階及び地下中 2階 
 

第 3.2-10表 重大事故対処設備の多様性及び位置的分散 

 

 

表 3.2-9 重大事故等対処設備（設計基準拡張）の多様性又は多重

性，位置的分散 

項目 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 

ポンプ 高圧炉心スプレイ・ポンプ 原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉建物原子炉棟地下２階 原子炉建物原子炉棟地下２

階 

水源 サプレッション・チェンバ サプレッション・チェンバ 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑方式 水潤滑 軸直結ポンプによる油潤滑 

冷却水 高圧炉心スプレイ補機冷却系及び 

高圧炉心スプレイ補機海水系 

自己冷却 

駆動電源 非常用交流電源設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池（非常用）） 

原子炉建物付属棟 

地下２階 

廃棄物処理建物 

地下中１階 

  

・設備の相違 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，原子炉建屋原子炉区域

内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発

生した場合における原子炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重

条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表

3.2-10 に示す設計である。 

 原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 原子炉隔離時冷却系ポンプについては，原子炉建屋原子炉棟内

に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生

した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，そ

の機能を有効に発揮することができるよう，第3.2－11表に示す設

計である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，設計基準事故時に使用す

る場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分で

ある。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，原子炉建物原子炉棟内に

設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生し

た場合における原子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.2-10

に示す設計である。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑤の相違 
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表 3.2-10 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等  対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への

影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 
 

第 3.2－11表 想定する環境条件 

 
 

表 3.2-10 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認

した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への

影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 

  

 

また，原子炉隔離時冷却系は想定される重大事故等時において，

中央制御室にて操作可能な設計である。原子炉隔離時冷却系の系

統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作すること

から，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計で

ある。また，原子炉隔離時冷却系については，テストラインによ

り系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉

動作の確認が可能な設計である。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用

原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

  また，原子炉隔離時冷却系は中央制御室にて操作可能な設計

である。原子炉隔離時冷却系の系統構成及び運転に必要な操作

機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量

が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

   

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

  原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設

計である。また，原子炉隔離時冷却系については，テストライ

ンにより系統の機能・性能試験が可能な設計である。 

 

  原子炉隔離時冷却系ポンプについては，発電用原子炉の運転

中又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発

電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計であ

る。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

 

 

また，原子炉隔離時冷却系は想定される重大事故等時において，

中央制御室にて操作可能な設計である。原子炉隔離時冷却系の系

統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作すること

から，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計で

ある。また，原子炉隔離時冷却系については，テストラインによ

り系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉

動作の確認が可能な設計である。 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，発電用原子炉の運転中又

は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原

子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.2.5.2 高圧炉心注水系 

3.2.5.2.1 設備概要 

高圧炉心注水系は，非常用炉心冷却系の 1 つである。 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な

損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期

にわたって除去する機能を持ち，低圧注水系，高圧炉心注水系，

原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系で構成する。 

 

高圧炉心注水系は，電動機駆動ポンプ 2 台，スパージャ，配管，

弁類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，冷却材喪失事故時

には，低圧注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系と連携し

て炉心を冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で作動

を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェンバのプー

ル水を炉心上部に取付けられたスパージャから燃料集合体上に注

水することによって炉心を冷却する。 

また，原子炉水位高信号で注水を自動的に停止する。この系は，

中央制御室外原子炉停止装置からの手動操作によっても運転が可

能である。 

水源は，第一次水源として復水貯蔵槽の水を使用するが，復水

貯蔵槽の水位が設定値より下がるか，サプレッション・チェンバ

のプール水位が設定値より上がると第二次水源のサプレッショ

ン・チェンバのプール水に自動的に切り替わるようになっている。 

 

本系統の系統概要図を図 3.2-9 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-11 に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

3.2.3.2 高圧炉心スプレイ系 

3.2.3.2.1 設備概要 

 高圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の１つである。 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な

損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を抑え，崩壊熱を長期にわ

たり除去する機能を持ち，低圧注水系，低圧スプレイ系，高圧炉

心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

  

高圧炉心スプレイ系の構成は，電動機駆動ポンプ1台，スパージ

ャ，配管，弁等からなり，専用の母線及びディーゼル発電機によ

り作動する。 

  

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉水位異常低下（レベル２）信号

又はドライウェル圧力高信号により自動起動する。水源としては，

サプレッション・チェンバのプール水を使用するが，自主対策設

備である復水貯蔵タンクの水も使用可能な系統となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系の系統概要図を第3.2－6図に，重大事故等

対処設備一覧を第3.2－12表に示す。 

  

高圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備であるが，想定

される重大事故等時においてその機能を考慮するため，重大事故

等対処設備と位置付ける。 

 

 

 

 

3.2.5.2 高圧炉心スプレイ系 

3.2.5.2.1 設備概要 

高圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の１つである。 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の大破損

を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわ

たって除去する機能を持ち，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，

高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

 

高圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ１台，スパージャ配

管・弁類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，大破断事故時

には低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系と連携し，中小破断事故

時には単独で炉心を冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低（レベル１H）又は格納容器圧力高の信

号で作動を開始し，サプレッション・プール水を炉心上部に取付

けられたスパージャ・ヘッダのノズルから燃料集合体上にスプレ

イすることによって炉心を冷却する。 

また，原子炉水位高（レベル８）信号でスプレイを自動的に停

止する。 

 

 

 

 

 

 

本系統の系統概要図を図 3.2-9に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-11に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の HPCS ポ

ンプは，LOCA 時におい

て ADSと連携しない 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 3.2-9 高圧炉心注水系 系統概要図 第 3.2－6図 高圧炉心スプレイ系 系統概要図 図 3.2-9 高圧炉心スプレイ系 系統概要図 ・設備の相違

高圧炉心スプレイ・ポンプ（区分Ⅲ）

原
子
炉
圧
力
容
器 

MO 

スパージャ AO 

原子炉格納容器

MO 

6.9kV非常用母線 
（区分Ⅲ） 

高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電機（区分Ⅲ）
より 

外部電源より 

MO 

残留熱除去系へ
※１：原子炉補機冷却系 （区分Ⅲ）

※１ 

＜空調機＞ 

 ポンプ室の空調機には，区分（区分Ⅲ）に応じた電源及び冷却水を供給している。 

ストレーナ

復水貯蔵 
タ ン ク

MO 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を

示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則

第 58 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

MO 

MO 

区分Ⅲ： 

凡例 
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表 3.2-11高圧炉心注水系に関する重大事故等対処設備（設計基準

拡張）一覧  

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心注水系ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ 復水貯蔵槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 高圧炉心注水系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

復水補給水系配管【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※３ 高圧炉心注入系系統流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（SA）【常設】 

復水貯蔵槽水位（SA）【常設】 

※1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.2－12表 高圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処 

設備一覧 

 

 

表 3.2-11 高圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備（設

計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ・ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※３ 高圧炉心スプレイポンプ出口流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

3.2.5.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧炉心注水系ポンプ 

 

 

 

 

 

容量 ：約 180m3/h/台～約 730m3/h/台 

全揚程 ：約 890m～約 190m 

個数 ：2 

 

 

3.2.3.2.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

 

（1）高圧炉心スプレイ系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却系 

型 式     多段たて形式 

台 数     1 

 

容 量     約 1,440t／h 

全  揚  程     約 257m 

 

 最高使用圧力      10.69MPa［gage］ 

最高使用温度      100℃ 

3.2.5.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧炉心スプレイ・ポンプ 

 

 

 

 

 

容量   ：約 320m3/h～約 1050m3/h 

全揚程  ：約 890m～約 260m 

個数   ：１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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取付箇所 ：原子炉建屋地下 3 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

材 料     鋳鋼 

 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 

容    量     約3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・  

プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa[gage] 

最高使用温度     104℃ 

材 料    炭素鋼 

 

取付箇所：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.2.5.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

高圧炉心注水系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処

設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計

方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心注水系ポンプについては，設計基準対象施設として使

用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するた

め，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての高圧炉心注水系

ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，非常用ディ

ーゼル発電機及び常設直流電源が使用可能な場合において，設計

3.2.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適

用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準対象施設として使用す

る場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，

他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備としての高圧炉心スプレイ系ポンプの多様

性及び位置的分散については，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機及び常設直流電源が使用可能な場合において，設計基準事故

3.2.5.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用す

るため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての高圧炉心スプレ

イ・ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機及び常設直流電源が使用可能な場
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基準対象施設として使用する場合と同様に表 3.2-9 に示す設計で

ある。 

高圧炉心注水系は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

高圧炉心注水系ポンプについては，設計基準事故時の非常用炉

心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容

量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心注水系ポンプについては，原子炉建屋原子炉区域内に

設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生し

た場合における原子炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.2-12 

に示す設計である。 

対処設備として使用する場合と同様に第3.2－10表に示す設計で

ある。 

 高圧炉心スプレイ系は，二以上の原子炉施設において共用しな

い。 

 

 

 

 高圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷

却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，

重大事故等時の収束に必要な容量に対して十分である。 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 高圧炉心スプレイ系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置さ

れる設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合

における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，第3.2－13表に示す設計であ

る。 

 

合において，設計基準対象施設として使用する場合と同様に表

3.2-9に示す設計である。 

高圧炉心スプレイ系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，原子炉建物原子炉棟内

に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生

した場合における原子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.2-12

に示す設計である。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

表 3.2-12想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等  対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による

影響は受けない。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水しない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波

によりその機能が損なわれない設計とする。 
 

第 3.2－13表 想定する環境条件 

 

表 3.2-12 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認し

た機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水しない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が

損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 
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また，高圧炉心注水系は中央制御室にて操作可能な設計である。

高圧炉心注水系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制

御室で操作することから，操作位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心注水系については，設計基準対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計であ

る。 

また，高圧炉心注水系については，テストラインにより系統の

機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確

認が可能な設計である。 

高圧炉心注水系ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は

停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原子

炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 また，高圧炉心スプレイ系は，中央制御室にて操作可能な設計

である。高圧炉心スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機

器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高

くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 高圧炉心スプレイ系には，設計基準対象施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。 

 

 また，高圧炉心スプレイ系は，テストラインにより系統の機能・

性能試験が可能な設計である。 

 

 高圧炉心スプレイ系ポンプについては，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用

原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧炉心スプレイ系は中央制御室にて操作可能な設計で

ある。高圧炉心スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機器

は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計

である。 

また，高圧炉心スプレイ系については，テストラインにより系

統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作

の確認が可能な設計である。 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用

原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①

島根２号炉の耐圧強化ベントラインは，新規制基準施行以前にアクシデントマネジメント対策として設置しており，設置許可基準規則第48条としても必要な容量を有する設備であ
るが，格納容器フィルタベント系を新たに重大事故等対処設備として設置することから，耐圧強化ベントラインは同規則第48条の自主対策設備として位置付け，万一，炉心損傷前
に格納容器フィルタベント系が使用できない場合に耐圧強化ベントラインを使用する運用としている。
なお，格納容器フィルタベント系は，同規則第48条，第50条及び第52条を満足する重大事故等対処設備として，以下に示すとおり，信頼性の高い系統構成としている
・ベント弁（第１弁及び第２弁）の並列２重化及び操作機構の多様化によるベント弁開放の信頼性を確保
・他系統との隔離弁の直列２重化による格納容器フィルタベントラインの隔離機能の信頼性を確保

② 島根２号炉は，重大事故等時に可搬設備である原子炉補機代替冷却系により対応する設計とするが，東海第二は常設設備である緊急用海水系により対応する設計としている

③ 島根２号炉では使用時に自動で燃料補給が可能な常設代替電源設備を使用する

④ 柏崎6/7が２号炉分を合わせて記載していることによる台数の相違

⑤ 島根２号炉は，柏崎と同様，ストレーナを流路として位置付けている

⑥
設置許可基準規則第22条解釈と同様に，残留熱除去系は，最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する設備としない。なお，島根２号炉では，残留熱除去を47条及び49条にて記載する整
理としている

⑦ 島根２号炉は，柏崎6/7と同様，SA事象と重畳する自然現象の規模を検討し，環境条件として地震，風（台風），凍結，降水，積雪を考慮することとしている

⑧ 島根２号炉の第４保管エリアはEL8.5mであるが，防波壁の内側であり基準津波が防波壁を超えないため，津波の影響を受けない場所と記載している

⑨ 島根２号炉は，RCW/RSW系の２系統及びHPCW/HPSW系を１系統設置する

⑩ 島根２号炉は，２区分のうち１区分を予備とする

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を

整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへ

の熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期

間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシ

ンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし

場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系（RHR）

の使用が不可能な場合について考慮すること。また、ＰＷ

Ｒにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃が

し弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃

がし場への熱の輸送ができること。 

 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０

条１b)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境

界での線量評価を行うこと。 

 

 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備) 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設

備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

こと。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失するこ

とを想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプー

ルへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一

定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終

ヒートシンクシステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱

の逃がし場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱

除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮するこ

と。 

  また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び

主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最

終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第

５０条３ｂ）に準ずること。また、その使用に際しては、

敷地境界での線量評価を行うこと。 

 

 

 

 

 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を

整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの

熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間

内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシン

クシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場

への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系（RHR）

の使用が不可能な場合について考慮すること。また、ＰＷ

Ｒにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃が

し弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃

がし場への熱の輸送ができること。 

 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０

条３ｂ）に準ずること。また、その使用に際しては、敷地

境界での線量評価を行うこと。 

 

 

 

添3.5-2



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ず

るものに限る。）を防止するための設備として，代替原子炉補

機冷却系，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系を設

ける。 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるもの

に限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置する。 

3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送す

る機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに

限る。）を防止するための設備として，原子炉補機代替冷却系，格

納容器フィルタベント系を設ける。 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の耐圧強

化ベントラインは，新規

制基準施行以前にアク

シデントマネジメント

対策として設置してお

り，設置許可基準規則第

48 条としても必要な容

量を有する設備である

が，格納容器フィルタベ

ント系を新たに重大事

故等対処設備として設

置することから，耐圧強

化ベントラインは同規

則第 48 条の自主対策設

備として位置付け，万

一，炉心損傷前に格納容

器フィルタベント系が

使用できない場合に耐

圧強化ベントラインを

使用する運用としてい

る。 

なお，格納容器フィル

タベント系は，同規則第

48条，第 50条及び第 52

条を満足する重大事故

等対処設備として，以下

に示すとおり，信頼性の

高い系統構成としてい

る 

・ベント弁（第１弁及び
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3.5.1.1 重大事故等対処設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基

準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するための設備として，格納容器圧力逃がし装

置，耐圧強化ベント系及び緊急用海水系を設ける。 

第２弁）の並列２重化

及び操作機構の多様

化によるベント弁開

放の信頼性を確保 

・他系統との隔離弁の直

列２重化による格納

容器フィルタベント

ラインの隔離機能の

信頼性を確保（以下，

①の相違）

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.5.1.1 項に

て記載 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は重大事

故等時に可搬設備であ

る原子炉補機代替冷却

系により対応する設計

とするが，東海第二は常

設設備である緊急用海

水系により対応する設

計としている（以下，②

の相違） 
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（1）代替原子炉補機冷却系の設置（設置許可基準規則解釈の第

１項 a),b), c)) 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，代替原子

炉補機冷却系を使用する。 

代替原子炉補機冷却系は，津波の影響を受けない高台に

配備した可搬型の熱交換器ユニット，大容量送水車（熱交

換器ユニット用）等で構成する。 

また，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により，

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に系統へ繋ぎ

込み，最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送ができる設計とす

る。 

当該設備は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷

却系に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を

図った設計とする。（代替原子炉補機冷却系の設計基準事

故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的

分散については 3.5.2.1.3項に詳細を示す。） 

 

 

 

（2）格納容器圧力逃がし装置の設置（設置許可基準規則解釈の

第１項 a),b),d)) 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，格納

容器圧力逃がし装置を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱（設置許可基準規則解釈の第 1項ａ），ｂ），ｃ），

ｄ）） 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，格納容器圧力逃がし装置は，原子炉格納容

器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ

装置へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原

子炉棟屋上に設ける放出口から放出することで，排気中

に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，

原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場

である大気へ輸送できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される

放射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での

線量評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「第五十条 原子炉格納容器

(1) 原子炉補機代替冷却系の設置（設置許可基準規則解釈の第

１項 a)，b)，c)） 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉補機代替冷

却系を使用する。 

原子炉補機代替冷却系は， 津波の影響を受けない場所に配

備した可搬型の移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等

で構成する。 

また，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により，原

子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に系統へ繋ぎ込み，

最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送ができる設計とする。 

 

当該設備は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却

系（原子炉補機海水系を含む。）に対する多重性又は多様性及

び独立性，位置的分散を図った設計とする。（原子炉補機代替

冷却系の設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及

び独立性，位置的分散については 3.5.2.1.3項に詳細を示

す。） 

 

 

(2) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈

の第１項 a)，b)，d)） 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，格納容器フィルタ

ベント系を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，3.5.1.1

（2）a項にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.5.2.

2.1項にて記載 
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当該設備は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却

系に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を

図った設計とする。（格納容器圧力逃がし装置の設計基準

事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位

置的分散については 3.5.2.2.2項に詳細を示す。） 

当該設備は残留熱除去系及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合に使用する設計とする。 

 

また，当該設備は設置許可基準規則解釈の第 50条第１

項 b）の要求を満たすものとする。（設置許可基準規則第

50条に対する適合方針に関しては，「3.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章） 」に示す。） 

当該設備を使用して格納容器ベントを実施した場合に

放出される想定放射性物質の放出量に対して，あらかじ

め敷地境界での線量評価を行うこととする。 

また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質

の濃度及び放射線量を監視，測定する設備を設けるもの

とする。（発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，

「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則第 60条に対す

る設計方針を示す章） 」に示す。） 

 

（3）耐圧強化ベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項

a),b), d) ) 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，耐圧

強化ベント系を使用する。 

当該設備は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却

系に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を

図った設計とする。（耐圧強化ベント系の設計基準事故対

処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散については3.5.2.3.3項に詳細を示す。） 

当該設備は残留熱除去系及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合に使用する設計とする。 

の過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び

独立性，位置的分散を図った設計とする。（格納容器圧力

逃がし装置の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散

については，3.5.2.2.2項に詳細を示す。） 

 

 

 

 

 

また，当該設備は設置許可基準規則第 50条解釈の第 1

項ｂの要求を満たすものとする。（設置許可基準規則第

50条に対する適合方針に関しては，「3.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章）」に示す。） 

格納容器圧力逃がし装置を使用してベントを実施した

場合に放出される想定放射性物質の放出量に対して，予

め敷地境界での線量評価を行うこととする。 

また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質

の濃度及び放射線量を監視，測定する設備を設けるもの

とする。（発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，

「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則第 60条に対す

る設計方針を示す章）」に示す。） 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱（設置許可基準規則解釈の第 1項ａ），ｂ），ｃ），ｄ）） 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，耐圧強化ベント系は，格納容器内雰囲気ガ

スを不活性ガス系等を経由して，主排気筒に隣接する非

常用ガス処理系排気筒を通して原子炉建屋外に放出する

ことで，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の

逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使

用する場合の耐圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用す

るため，排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガスは

微量である。 

 

当該設備は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格

納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散を図った設計とする。（格納容器フィルタベント系の設計基

準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置

的分散については 3.5.2.2.2項に詳細を示す。） 

当該設備は残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）が機能喪失した場合に使用する設計とす

る。 

また，当該設備は設置許可基準規則解釈の第 50条第３項

b)の要求を満たすものとする。（設置許可基準規則第 50条に

対する適合方針に関しては，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対する設

計方針を示す章）」に示す。） 

当該設備を使用して格納容器ベントを実施した場合に放出

される想定放射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境

界での線量評価を行うこととする。 

また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質の濃

度及び放射線量を監視，測定する設備を設けるものとする。

（発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，「3.17 監視

測定設備（設置許可基準規則第 60条に対する設計方針を示す

章）」に示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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当該設備を使用して格納容器べントを実施した場合に

放出される想定放射性物質の放出量に対して，あらかじ

め敷地境界での線量評価を行うこととする。また，実際

に重大事故等が発生した場合に，敷地境界を含む原子力

発電所周辺の放射性物質の濃度及び放射線量を監視，測

定する設備を設けるものとする。（発電所敷地境界での線

量監視設備に関しては，「3.17 監視測定設備（設置許可

基準規則第60条に対する設計方針を示す章） 」に示す。） 

また，当該設備については以下のとおり，設置許可基

準規則解釈の第50条第１項b）に準ずる設計とする。 

ⅰ) 当該設備は炉心損傷前に使用するものであるため，排

気ガスに含まれる放射性物質量は微量である。また，当

該設備を使用して格納容器べントを実施した場合に放

出される想定放射性物質の放出量に対して敷地境界で

の線量評価を行った結果，敷地境界での線量は「実用発

電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」に記載の基

準を満たしている。 

ⅱ) 当該設備は炉心損傷前に使用するものであり，排気ガ

スに含まれる可燃性ガスは微量であることから格納容

器ベント中に可燃限界濃度に達することはない。 

ⅲ) 当該設備を使用する際に流路となる不活性ガス系，耐

圧強化べント系，及び非常用ガス処理系の配管等は，他

号炉とは共用しない。また，当該系統と他の系統・機器

は弁にて確実に隔離することにより，他の系統・機器に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

ⅳ) 重大事故等対策の有効性評価において，耐圧強化べン

ト系を使用しても原子炉格納容器が負圧にならないこ

とを確認している。仮に格納容器スプレイを行う場合に

おいても，原子炉格納容器内圧力を確認し，規定の圧力

まで減圧した場合は格納容器スプレイを停止する運用

とする。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系

統・機器と隔離することにより，悪影響を及ぼさない設

計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時におい

て，原子炉格納容器が負圧とならない設計とする。耐圧

強化ベント系の使用に際しては，代替格納容器スプレイ

冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止す

る運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。

仮に，原子炉格納容器内にスプレイをする場合において

も，原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場

合には，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用

とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離

弁は電動弁とし，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備から給電による操作が可能な設計とする。 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）に

ついては，遠隔人力操作機構によって人力による操作が

可能な設計とし，隔離弁の操作における駆動源の多様性

を有する設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェル

と接続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレ

ッション・チェンバ側からの排気ではサプレッション・

チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側か

らの排気では，ペデスタル（ドライウェル部）の床面か

らの高さを確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い

位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性

物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評

価を行うこととする。 

設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び

独立性，位置的分散を図った設計とする（耐圧強化ベン

ト系の設計基準事故対処設備多重性又は多様性及び独立

性，位置的分散については，3.5.2.2.2項に詳細を示す。）。

発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，「3.17 監

視測定設備（設置許可基準規則第 60条に対する設計方針

を示す章）」に示す。また，炉心損傷後に代替循環冷却系

を長期使用した場合に，原子炉格納容器内で発生する水
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ⅴ) 当該設備の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔手動

弁操作設備により人力で容易かつ確実に開閉操作が可

能な設計とする。また，空気作動弁については遠隔空気

駆動弁操作用ボンべから遠隔空気駆動弁操作設備の配

管を経由し，高圧窒素ガスを供給することによる遠隔操

作も可能な設計とし，電動弁については常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による

遠隔操作も可能な設計とする。 

ⅵ) 当該設備を使用する際に操作が必要な隔離弁の遠隔

手動弁操作設備又は遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び

遠隔空気駆動弁操作設備を介した操作エリアは，原子炉

建屋内の原子炉区域外に設置するものとし，操作時の被

ばく線量評価を行った上で，必要に応じて遮蔽材を設置

することで，作業員の放射線防護を考慮する設計とす

る。 

ⅶ) 当該設備を使用する際に流路となる配管については，

ラプチャーディスクを設置しない設計とする。

ⅷ) 当該設備と原子炉格納容器との接続位置は，サプレ

ッション・チェンバ及びドライウェルに設けるものと

し，いずれからも排気操作を実施することができるよ

う設計する。 

サプレッション・チェンバからの排気では，サプレ

ッション・チェンバの水面からの高さを確保すること，

また， ドライウェルからの排気では，ダイヤフラムフ

ロア面からの高さを確保すること，及び有効炉心頂部

よりも高い位置に接続箇所を設けることにより，長期

的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とす

る。 

ⅸ) 当該設備を使用する際に流路となる配管について

は，フィルタ装置等を設置しない設計とする。 

素及び酸素によって原子炉格納容器が水素爆発すること

を防止するため，適切なタイミングにて原子炉格納容器

内の雰囲気ガスを排気するためにも使用する。（本設備に

ついては，「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備（設置許可基準規則第 52 条に対す

る設計方針を示す章）」に示す。） 
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(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ． 緊急用海水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（設置許可基準規則解釈の第 1項ａ），ｂ），ｃ）） 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失

により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，緊急用海水系は，

サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により原子炉冷

却機能が確保できる一定の期間内に，緊急用海水ポンプ

にて残留熱除去系熱交換器に海水を送水することで，残

留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備からの給

電が可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び

代替所内電気設備については，「第五十七条 電源設備」

に記載する。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷

却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残留熱除

去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃

がし場である大気へ熱を輸送できる設計とすることで，

残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に対して，多様性

を有する設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交

流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備からの給電

による遠隔操作を可能とすること又は遠隔人力操作機構

又は操作ハンドルを用いた人力による遠隔操作を可能と

することで，非常用交流電源設備からの給電により駆動

する残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプ

レイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残

留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，原子炉建

屋外の格納容器圧力逃がし装置格納槽に，圧力開放板は

原子炉建屋近傍の屋外に設置し，耐圧強化ベント系は，

原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ，熱交換器

及び屋外の残留熱除去系海水系と異なる区画に設置する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.5.1

（1）項にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等

時においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

 

ことで，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除

熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱

除去系及び残留熱除去系海水系に対して独立性を有する

設計とする。 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，常設代替高圧電源装

置又は可搬型代替交流電源設備からの給電を可能とする

ことにより非常用交流電源設備からの給電により駆動す

る残留熱除去系海水系に対して多様性を有する設計とす

る。また，緊急用海水系は，格納容器圧力逃がし装置及

び耐圧強化ベント系に対して，除熱手段の多様性を有す

る設計とする。 

緊急用海水系は，原子炉建屋に隣接する緊急用海水ポ

ンプピット内に設置することにより，海水ポンプ室に設

置する残留熱除去系海水系ポンプ，原子炉建屋外の格納

容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

緊急用海水系は，電源の多様性及び機器の位置的分散

により，残留熱除去系海水系に対し独立性を有する設計

とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については，

「第五十七条 電源設備」にて記載する。 

緊急用海水系の設計基準事故対処設備に対する多重性

又は多様性及び独立性，位置的分散については 3.5.2.1.3

項に詳細を示す。また，緊急用海水系は，代替燃料プー

ル冷却系へ海水を供給できる設計とする。代替燃料プー

ル冷却系に使用する緊急用海水系については，「3.11 使

用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規

則第 54条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，重大事故等

において健全であれば，以下の設備を重大事故等対処設

備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等

時においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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(4) 残留熱除去系

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時

の崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷

却等を目的とし設置される設備であり，想定される重大事

故等時においては，弁の切替え操作によって以下の３モー

ドを使用する。 

a. 原子炉停止時冷却モード

b. 格納容器スプレイ冷却モード

c. サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード

原子炉停止時冷却モードについては，「3.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則第47条に対する設計方針を示す

章） 」，格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モードについては，「3.6 原

子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則

第49条に対する設計方針を示す章） 」で示す。 

(5) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用

機器で発生する熱を冷却除去するために設けるものであ

る。本系統は，想定される重大事故等時においても，非常

用機器，残留熱除去機器等の冷却を行うための機能を期待

する。 

なお，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するための自主対策設備とし

て，以下を整備する。 

(6)大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷

却海水ポンプによる残留熱除去系除熱手段の整備 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機

冷却海水ポンプによる残留熱除去系除熱手段は，代替原子炉

補機冷却系熱交換器ユニットが機能喪失した際に，大容量送

水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポ

(3) 残留熱除去系

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時

の崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷

却等を目的とし設置される設備であり，想定される重大事

故等時においては，弁の切り替え操作によって以下の 3系

統を使用する。 

ａ．原子炉停止時冷却系 

ｂ．格納容器スプレイ冷却系 

ｃ．サプレッション・プール冷却系 

なお，原子炉停止時冷却系については，「3.4 原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示す

章）」，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プー

ル水冷却系については，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等

のための設備（設置許可基準規則第 49条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

(4) 残留熱除去系海水系

残留熱除去系海水系は，海を水源とする残留熱除去系海

水系ポンプにて，非常用取水設備である貯留堰及び取水路

を介して海水を取水し，残留熱除去系に設置される残留熱

除去系熱交換器に海水を送水するための設備である。 

海水中の異物については，ポンプ出口に設置される残留

熱除去系海水系ストレーナで除去可能な設計とする。 

また，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための自主対策

設備として，以下を整備する。 

(5)代替残留熱除去系海水系

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能及び緊急用海水系の機能が喪失した際に，炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，

(3) 残留熱除去系

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時の

崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷却等

を目的とし設置される設備であり，想定される重大事故等時

においては，弁の切替え操作によって以下の３モードを使用

する。 

ａ．原子炉停止時冷却モード 

ｂ．格納容器冷却モード 

ｃ．サプレッション・プール水冷却モード 

原子炉停止時冷却モードについては，「3.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示す章）」，格

納容器冷却モード及びサプレッション・プール水冷却モード

については，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

（設置許可基準規則第 49条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

(4) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機

器で発生する熱を冷却除去するために設けるものである。本

系統は，想定される重大事故等時においても，非常用機器，

残留熱除去機器等の冷却を行うための機能を期待する。 

海水中の異物については，ポンプ出口に設置される原子炉

補機海水ストレーナで除去可能な設計とする。 

なお，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するための自主対策設備として，以下を

整備する。 

(5) 大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱の実施

大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱手段は，原子炉

補機代替冷却系移動式代替熱交換設備が機能喪失した際に，

大型送水ポンプ車により，外部接続口を通じて海水を原子炉

補機冷却系に注水し，残留熱除去系熱交換器の冷却を行うも

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 
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ンプにより，外部接続口を通じて海水を原子炉補機冷却系に

注水し，残留熱除去系熱交換器の冷却を行うものであり，残

留熱除去系を海水で直接冷却して除熱する手段を確保する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送する設備として，代替残留熱

除去系海水系を整備する。 

代替残留熱除去系海水系は，可搬型代替注水大型ポンプ，

流路である配管・弁，燃料給油設備である可搬型設備用軽

油タンク，タンクローリで構成され，流路を通じて残留熱

除去系熱交換器に海水を供給し原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器からの除熱を行う設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両の移動，設置，ホー

ス接続等に時間を要し，想定する事故シーケンスに対して

有効性を確認できないが，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系，サプレッション・プール冷却系又は格納容器スプレ

イ冷却系）が使用可能であれば，最終ヒートシンク（海洋）

へ熱を輸送する手段として有効である。 

(6) 不活性ガス系隔離弁のバイパスライン

既設の不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の

第一弁（サプレッション・チェンバ側）及び第一弁（ドラ

イウェル側））のバイパスラインは，万一，何らかの理由で

不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一弁（サ

プレッション・チェンバ側）及び第一弁（ドライウェル側））

が開操作不可能な場合において，バイパスラインの弁を開

操作することにより，原子炉格納容器内の圧力及び温度の

上昇を緩和する。 

なお，バイパスラインの口径が小さく，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損の防止には十分な容量でない

こと等の理由から，不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃

がし装置の第一弁（サプレッション・チェンバ側）及び第

一弁（ドライウェル側））のバイパスラインについては，自

主的な運用とする。 

のであり，残留熱除去系を海水で直接冷却して除熱する手段

を確保する。 

(6) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の実施 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

手段は，残留熱除去系が機能喪失した際に，残留熱代替除去

系及び原子炉補機代替冷却系により，原子炉圧力容器へ注水

するとともに，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行うもの

であり，最終的な熱の逃がし場である海へ熱を輸送する手段

を確保する。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備を SA に位置付けて

いるが，東海第二は自主

対策設備としている 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系による原子

炉格納容器内の減圧及

び除熱手段を自主対策

設備として整備する 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，十分な

流量を確保できる第１

隔離弁が多重化されて

いること，代替電源設備

から受電可能であるこ

と及び遠隔手動弁操作

機構が設置されている

ことから，第１隔離弁の

バイパスラインを使用

しない 
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(7) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び

除熱の実施 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び

除熱手段は，万一，炉心損傷前に格納容器フィルタベント系

が使用できない場合に，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素

ガス制御系及び非常用ガス処理系を経由して，主排気筒に沿

って設置している排気管から排出することで，原子炉格納容

器内の減圧及び除熱を行うものであり，最終的な熱の逃がし

場である大気へ熱を輸送する手段を確保する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 代替原子炉補機冷却系 

3.5.2.1.1 設備概要 

代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系の有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，この機能を代替

するため，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器からの除熱を行う

ことを目的として使用する。 

本系統は，可搬型の熱交換器ユニットを用いて原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器からの除熱を行うものであり，熱交換器及び

代替原子炉補機冷却水ポンプを搭載した熱交換器ユニット，大容

量送水車（熱交換器ユニット用），電源設備（可搬型代替交流電源

設備），計測制御装置，及び流路である原子炉補機冷却系の配管，

弁及びサージタンク，残留熱除去系の熱交換器，ホース，海水貯

留堰，スクリーン室及び取水路，並びに燃料補給設備である軽油

タンク，タンクローリ（４ｋＬ） 等から構成する。

熱交換器ユニットは，海水を冷却源としたプレート式熱交換器

と代替原子炉補機冷却水ポンプで構成され，移動可能とするため

に熱交換器及び，代替原子炉補機冷却水ポンプは車両に搭載する

設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，海を水源とし，熱交

換器ユニットの熱交換器に送水することで，熱交換後の海水を海

へ排水する。また，熱交換器ユニットの海水側配管及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）の異物混入による機能低下を防ぐた

めに，代替原子炉補機冷却海水ストレーナを設置する。 

熱交換器ユニットと大容量送水車（熱交換器ユニット用）を含

む海水側配管は，ホースを接続することで流路を構成できる設計

とする。また，熱交換器ユニットの淡水側配管については，ホー

スを熱交換器ユニットとタービン建屋の接続口に接続することで

3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 緊急用海水系 

3.5.2.1.1 設備概要 

  緊急用海水系は，残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器からの除熱を行う設計とす

る。  

  緊急用海水系は，緊急用海水ポンプ，流路である緊急用海水

系配管・弁，残留熱除去系海水系配管・弁，非常用取水設備（Ｓ

Ａ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット）か

ら構成する設計とする。 

  重大事故等時は，緊急用海水ポンプにより，緊急用海水系配

管及び残留熱除去系海水系配管を介して残留熱除去系熱交換器

に海水を供給し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却系及び残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）と連携して原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器からの除熱を行う設計とする。 

3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 原子炉補機代替冷却系 

3.5.2.1.1 設備概要 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失

した場合に，この機能を代替するため，原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器からの除熱を行うことを目的として使用する。 

本系統は，可搬型の移動式代替熱交換設備を用いて原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器からの除熱を行うものであり，熱交換器

及び移動式代替熱交換設備淡水ポンプを搭載した移動式代替熱交

換設備，大型送水ポンプ車，電源設備（常設代替交流電源設備，

代替所内電気設備），計測制御装置及び流路である原子炉補機代替

冷却系の配管及び弁，原子炉補機冷却系の配管，弁及びサージタ

ンク，残留熱除去系の熱交換器，ホース，取水口，取水管及び取

水槽並びに燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ等から構成す

る。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交

換器と移動式代替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能と

するために熱交換器及び移動式代替熱交換設備淡水ポンプは車両

に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移動式代替熱交換設備の

熱交換器に送水することで，熱交換後の海水を海へ排水する。ま

た，移動式代替熱交換設備の海水側配管及び大型送水ポンプ車の

異物混入による機能低下を防ぐために，移動式代替熱交換設備ス

トレーナを設置する。

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車を含む海水側配管

は，ホースを接続することで流路を構成できる設計とする。また，

移動式代替熱交換設備の淡水側配管については，ホースを移動式

代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続することで流路を構

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では使用

時に自動で燃料補給が

可能な常設代替電源設

備を使用する（以下，③

の相違） 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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流路を構成できる設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の全体構成としては，熱交換器ユニット

の代替原子炉補機冷却水ポンプにより，大容量送水車（熱交換器

ユニット用）を用いて除熱された系統水を接続口を介して原子炉

補機冷却系に送水し，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う系統

設計とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系から接続口

及びホースを介し，熱交換器ユニットに戻る構成とし，熱交換器

で除熱された系統水は再び原子炉補機冷却系を通じて残留熱除去

系熱交換器に送水される。代替原子炉補機冷却系は，上記の循環

冷却ラインを形成することで，系統水を除熱する。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タン

ク及びタンクローリ（４ｋＬ）により補給できる設計とする。

本系統に関する系統概要図を図 3.5-1，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.5-1に示す。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，熱交換

器ユニットに搭載された代替原子炉補機冷却水ポンプの操作スイ

ッチ及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）の車両に搭載され

た操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を行うも

のである。 

  緊急用海水系の系統概要図を第 3.5－1図に，本系統に属する

重大事故等対処設備を第 3.5－1表に示す。 

  緊急用海水ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である常

設代替高圧電源装置より給電できる設計とする。 

成できる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の全体構成としては，移動式代替熱交換

設備の移動式代替熱交換設備淡水ポンプにより，大型送水ポンプ

車を用いて除熱された系統水を屋外の接続口を介して原子炉補機

冷却系に送水し，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う系統設計

とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系から屋外の接続

口及びホースを介し，移動式代替熱交換設備に戻る構成とし，熱

交換器で除熱された系統水は再び原子炉補機冷却系を通じて残留

熱除去系熱交換器に送水される。原子炉補機代替冷却系は，上記

の循環冷却ラインを形成することで，系統水を除熱する。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ

車により屋内の接続口を通じて海水を原子炉補機冷却系に送水

し，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う系統設計とする。熱交

換後の海水は，原子炉補機冷却系から屋外の接続口を介し，原子

炉建物外へ放出する構成とし，発生した熱を除熱する。 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とし，燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タ

ンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリにより

補給できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-1，図 3.5-2及び図 3.5-3，

本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表 3.5-1に示す。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式

代替熱交換設備に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの

操作スイッチ及び大型送水ポンプ車の車両に搭載された操作スイ

ッチにより，現場での手動操作によって運転を行うものである。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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図 3.5-1  代替原子炉補機冷却系 系統概要図（A号機の列（B

号機も同様） 

第 3.5－1図 緊急用海水系 系統概要図（残留熱除去系海水系Ａ

系供給時） 

図 3.5-1 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ａ系の例） 

図 3.5-2 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ｂ系の例） 

・設備の相違

・設備の相違
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図 3.5-3 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（屋内の接続口を使

用） 

・設備の相違
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表 3.5-1 代替原子炉補機冷却系に関する重大事故等対処設備一

覧 

設備区分 設備名 

主要設備 熱交換器ユニット【可搬】 

大容量送水車(熱交換器ユニット用)【可搬】 

附属設備 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ【可搬】 

水源 非常用取水設備 

海水貯留堰【常設】 

スクリーン室【常設】

取水路【常設】

流路 原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

ホース【可搬】

注水先 － 

電源設備※1 

（燃料補給設備を

含む） 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（４ｋＬ）【可搬】

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（４ｋＬ）【可搬】

計装設備※2 ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ気体温度【常設】

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ）【常設】

格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ）【常設】

※1：単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章)」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。

第 3.5－1表 緊急用海水系に関する重大事故等対処設備一覧 

※1 水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。

※2 電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。

※3 計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。

表 3.5-1 原子炉補機代替冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

附属設備 移動式代替熱交換設備ストレーナ【可搬型】 

水源 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

ホース・接続口【可搬型】

注水先 － 

電源設備※1 

（燃料補給設備を

含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】

重大事故操作盤【常設】

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※2 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

※１：単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示

す。

・設備の相違

3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 熱交換器ユニット（６号及び７号炉共用）

3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 緊急用海水ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 移動式代替熱交換設備 ・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・他号炉と共用しない

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文第 3.5-1 表に

て記載 
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個数  ：４式（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]/海水側

1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70又は 90℃/海水側 80又は 50℃ 

淡水側 70又は 90℃/海水側 80又は 40℃ 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管

場所 

熱交換器 

伝熱容量   ：約 23MW/式（海水温度 30℃において） 

伝熱面積    : 約 ㎡/式 

: 約 ㎡/式 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 

種類  ：うず巻形 

容量  ：300m3/h/台 

600m3/h/台 

全揚程    ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

200kW 

個数  ：２ 

１ 

種 類 ターボ型

容 量 約 844m３／h 

全  揚  程 約 130m 

最高使用圧力 2.45MPa［gage］ 

最高使用温度 38℃ 

台    数 1（予備 1） 

設 置 場 所 緊急用海水ポンプピット 

個数 :２（予備１） 

最高使用圧力:淡水側 1.37MPa[gage]/海水側 1.0MPa[gage] 

最高使用温度:淡水側 70℃/海水側 65℃ 

設置場所  :屋外 

保管場所  :第１，第３及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量  :約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

伝熱面積  :約 m2/組 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類    ：うず巻形 

容量    ：300m3/h/台 

全揚程   ：75m 

最高使用圧力：1.37MPa[gage] 

最高使用温度：70℃ 

原動機出力 ：110kW 

個数 ：２ 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 が２号炉分

を合わせて記載してい

ることによる台数の相

違（以下，④の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設計仕様の相違 

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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(2) 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（６号及び７号炉共用） 

 

 

 

 

種類     ：うず巻形 

容量     ：900m3/h/台 

吐出圧力   ：1.25MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.3MPa[gage] 

電動機 出力     約 510kW 

 

（２）緊急用海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型    式     バスケット形ダブルストレーナ    

基    数     1 

最高使用圧力     2.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     ステンレス鋼 

 

（３）残留熱除去系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形電動うず巻式 

台    数     3 

容    量     約 1,690m3／h（1台当たり） 

全  揚  程     約 85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 大型送水ポンプ車 

 

 

 

 

種類    :うず巻形 

容量    :1,800m3/h/台 

吐出圧力  :1.2MPa[gage] 

最高使用圧力:1.4MPa[gage] 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎と

同様，ストレーナを流路

として位置付けている

（以下，⑤の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

設置許可基準規則第

22 条解釈と同様に，残

留熱除去系は，最終的な

熱の逃がし場へ熱を輸

送する設備としない。な

お，島根２号炉では，残

留熱除去を 47条及び 49

条にて記載する整理と

している（以下，⑥の相

違） 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 
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最高使用温度 ：60℃ 

原動機出力  ：   kW 

個数   ：４（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管

場所 

なお，電源設備については，「3.14電源設備(設置許可基準規

則第 57 条に対する設計方針を示す章)」，計装設備については

「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を

示す章)」で示す。 

最高使用温度:40℃ 

原動機出力 :1,193 kW 

個数 :２（予備１） 

設置場所  :屋外 

保管場所  :第１，第３及び第４保管エリア 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

・記載方針の相違

【東海第二】
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3.5.2.1.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

代替原子炉補機冷却系は，設計基準事故対処設備である原子

炉補機冷却系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，表 3.5-2 で示すとおり多様性，位置的分散を図った設計と

する。 

ポンプについては，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補

機冷却水ポンプと位置的分散された荒浜側高台保管場所及び大

湊側高台保管場所の大容量送水車（熱交換器ユニット用）と熱

交換器ユニットの代替原子炉補機冷却水ポンプを使用する設計

とし，設置位置についても原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子

炉補機冷却水ポンプと位置的分散された屋外に配置する設計と

する。 

電源について，熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源設

備（電源車）からの給電により駆動する設計とし，また，大容

量送水車（熱交換器ユニット用）は，外部電源が不要なディー

ゼルエンジンにより駆動する設計とすることで，原子炉補機冷

却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの電源で，ある非常

用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）と共通要因によっ

て同時に機能喪失しない設計とする。 

原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系の独立性について

は，表 3.5-3 で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時

に故障することを防止するために独立性を確保する設計とす

る。また，代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系

の海水系に対して独立性を有するとともに，熱交換器ユニット

から原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原

子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計とする。 

なお，静的機器の故障が系統機能喪失確率に与える影響は軽

微であることから，静的機器である原子炉補機冷却系の配管に

ついては，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備とで兼

用している。また，動的機器である弁については，設計基準事

故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用しているが，定期的

な点検等により健全性を確認するとともに，異なる電源を供給

3.5.2.1.3 緊急用海水系の多重性又は多様性及び独立性，位置的

分散 

緊急用海水系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

海水系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第 3.5

－2表で示すとおり多様性及び位置的分散を図った設計とする。 

緊急用海水ポンプは，原子炉建屋近傍の緊急用海水ポンプピ

ット内に設置することで，屋外の海水ポンプ室に設置される残

留熱除去系海水系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水ポンプの電源は，屋外の常設代替高圧電源装置置

場に設置する常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装

置からの独立した電源供給ラインから供給可能とすることで，

原子炉建屋付属棟内に設置する設計基準事故対処設備である残

留熱除去系海水系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）に

対し多様性を有し位置的分散を図る設計とする。緊急用海水ポ

ンプのサポート系として，冷却水は不要とすることで，設計基

準事故対処設備である残留熱除去系海水系ポンプと同時に機能

喪失しない多様性を有する設計とする。 

  また，緊急用海水系は，第 3.5－3表で示すとおり，地震，津

波，火災，溢水による共通要因故障を防止するために独立性を

有する設計とする。 

なお，流路を構成する静的機器である残留熱除去系海水系配

管及び動的機器である弁については，緊急用海水ポンプから残

留熱除去系海水系との接続箇所までの間で，独立性を有する設

計とする。緊急用海水系は，電源及び冷却水の多様性並びに機

器の位置的分散により，残留熱除去系海水系に対し独立性を有

する設計とする。 

3.5.2.1.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，表 3.5-2 で示すとおり多様性，位置的

分散を図った設計とする。 

ポンプについては，原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却

水ポンプと位置的分散された第１，第３及び第４保管エリアの大

型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備の移動式代替熱交換設備

淡水ポンプを使用する設計とし，設置位置についても原子炉補機

海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプと位置的分散された屋外

に配置する設計とする。 

電源について，移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設

備（ガスタービン発電機）からの給電により駆動する設計とし，

また，大型送水ポンプ車は，外部電源が不要なディーゼルエンジ

ンにより駆動する設計とすることで，原子炉補機海水ポンプ及び

原子炉補機冷却水ポンプの電源である非常用交流電源設備（非常

用ディーゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失しない

設計とする。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と原子炉補機代

替冷却系の独立性については，表 3.5-3で示すとおり地震，津波，

火災，溢水により同時に故障することを防止するために独立性を

確保する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独立性を有す

るとともに，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車から原

子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機

冷却系に対して独立性を有する設計とする。 

なお，静的機器の故障が系統機能喪失確率に与える影響は軽微

であることから，静的機器である原子炉補機冷却系配管について

は，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用してい

る。また，動的機器である弁については，設計基準事故対処設備

と重大事故等対処設備とで兼用しているが，定期的な点検等によ

り健全性を確認するとともに，異なる電源を供給する設計とする

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する 
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する設計とすること，また，必要に応じて現場での手動操作も

可能な設計とすることで駆動源の多様化を図っている。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.5-2 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系 代替原子炉補機冷却系 

ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

大容量送水車(熱交換器ユニット用) 

熱交換器ユニット（代替原子炉補機冷

却水ポンプ） 

タービン建屋地下１階 設置場所:屋外 

保管場所:荒浜側高台保管場所及び大

湊側高台保管場所 

水源 海 海（左記と取水位置が異なる） 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 原子炉補機冷却水ポンプ:油

浴方式,原子炉補機冷却海水

ポンプ:水潤滑 

油浴方式 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 非常用交流電源設備 

(非常用ディーゼル発電機） 

－ (大容量送水車(熱交換器ユニット

用)) 

可搬型代替交流電源設備(電源車) 

(熱交換器ユニット(代替原子炉補機冷

却水ポンプ)) 

原子炉建屋地上 1階 荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

管場所 

表 3.5-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系 代替原子炉補機冷却系 

共
通
要
因
故
障

地震 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系は耐震Ｓクラス設計

とし,重大事故防止設備である代替原子炉補機冷却系は基準地震

動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで,基準地震動Ｓｓが共

通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 設計基準事故対処設備を設置する６号及び７号炉のタービン建

屋と,重大事故防止設備を保管する高台は,共に基準津波が到達

しない位置とすることで,津波が共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系と,重大事故防止設備

である代替原子炉補機冷却系は,火災が共通要因となり故障する

ことのない設計とする(「共－7重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針について」に示す)。 

溢水 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系と,重大事故防止設備

である代替原子炉補機冷却系は,溢水が共通要因となり故障する

ことのない設計とする(「共－８重大事故等対処設備の内部溢水

に対する防護方針について」に示す)。 

第 3.5－2表 多様性及び独立性，位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系海水系 緊急用海水系 

ポンプ 残留熱除去系海水系ポンプ 緊急用海水ポンプ 

屋外 緊急用海水ポンプピット 

水源 
海 海 

駆動用空

気 
不要 不要 

潤滑油 

不要(内包油) 不要（内包油） 

冷却水 
不要 不要 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 常設代替高圧電源装置 

原子炉建屋付属棟地下１階 
屋外 

（常設代替高圧電源装置置場） 

第 3.5－3表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系海水系 緊急用海水系 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系は耐震Ｓクラス

設計とし，重大事故防止設備の緊急用海水系は基準地震動ＳＳ

で機能維持できる設計とすることで，基準地震動ＳＳが共通要

因となり故障することのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系及び重大事故防

止設備の緊急用海水系は，防潮堤及び浸水防止設備を設置する

ことで，津波が共通要因となって故障することのない設計とす

る。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系と，重大事故防止

設備の緊急用海水系は，火災が共通要因となり故障することの

ない設計とする（「共－7 重大事故の内部火災に対する防護

方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系と，重大事故防止

設備の緊急用海水系は，溢水が共通要因となり故障することの

ない設計とする（「共－8 重大事故の内部溢水に対する防護

方針について」に示す）。 

こと，また，必要に応じて現場での手動操作も可能な設計とする

ことで駆動源の多様化を図っている。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.5-2 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。） 

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備（移動式代替熱交

換設備淡水ポンプ） 

原子炉建物付属棟１ 階 

屋外 

設置場所:屋外 

保管場所:第１，第３及び第４保管エリア 

水源 海 海（左記と取水位置が異なる） 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 原子炉補機冷却水ポン

プ：油浴方式，原子炉補機

海水ポンプ：水潤滑 

油浴方式 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電

機） 

－ （大型送水ポンプ車） 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発

電機） 

（移動式代替熱交換設備（移動式代替熱

交換設備淡水ポンプ）） 

原子炉建物付属棟地下２

階 

ガスタービン発電機建物 

表 3.5-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。） 

原子炉補機代替冷却系 

共
通
要
因
故
障

地震 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である原子炉補

機代替冷却系は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすること

で，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない設計とす

る。 

津波 設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物付属棟１階及び屋外

と，重大事故防止設備を保管する場所は，共に基準津波が到達しな

い位置とすることで，津波が共通要因となり故障することのない設

計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）と，重大事故防止設備である原子炉補機代替冷却系は，火災

が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－７重大事

故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）と，重大事故防止設備である原子炉補機代替冷却系は，溢水

が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－８重大事

故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

・設備の相違
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3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については， 「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量

送水車（熱交換器ユニット用）は，屋外の荒浜側高台保管

場所及び大湊側高台保管場所に保管し，重大事故等時にタ

ービン建屋の接続口付近の屋外に設置する設備であるこ

とから，想定される重大事故等時における屋外の環境条件

及び荷重条件を考慮，し，その機能が有効に発揮すること

できるよう，以下の表 3.5-4のとおりの設計とする。 

熱交換器ユニット及び，大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）の操作は，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）に付属する操作スイッチにより，想定

される重大事故等時において，設置場所から操作可能な設

計とする。風（台風）による荷重については，転倒しない

ことの確認を行っているが，詳細評価により転倒する結果

となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響につ

いては，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結

により機能を損なわないよう防水対策を行うとともに，凍

結対策を行う。 

3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件 (設置許可基準規則第 43条第 1項一)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 緊急用海水ポンプは，地下格納槽内に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，格納槽の環境条件を考慮し，以下の第 3.5

－4表の設計とする。 

 緊急用海水ポンプは，使用時に常時海水を通水すること

から，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

 また，異物流入防止を考慮した取水路形状等の設計によ

り異物の流入を防止する設計とする。 

3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，屋外の第１，第３及び第４保管エリア

に保管し，重大事故等時に原子炉建物の接続口付近の屋外

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時

における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能

が有効に発揮することできるよう，以下の表 3.5-4のとお

りの設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車に付属する

操作スイッチにより，想定される重大事故等時において，

設置場所から操作可能な設計とする。風（台風）による荷

重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳

細評価により転倒する結果となった場合は，転倒防止措置

を講じる。積雪の影響については，適切に除雪する運用と

する。また，降水及び凍結により機能を損なわないよう防

水対策を行うとともに，凍結対策を行う。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下にて記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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さらに，使用時に海水を通水する熱交換器ユニット内の

一部及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，海水の

影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異

物の流入を防止する設計とする。 

なお，熱交換器ユニットについては，地震により転倒す

るおそれがある場合，熱交換器，代替原子炉補機冷却水ポ

ンプ等を収納したコンテナ部を車両から降ろし，治具や架

台等により転倒防止措置を講じる。 

（48-8, 48-9, 48-12） 

表 3.5-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度,圧力,湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮し

た設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風(台風)・積雪 屋外で風荷重,積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこと

を評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても,電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二)

(ⅰ) 要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

(48－4－7) 

第 3.5－4表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である緊急用海水ポンプピット内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けない

設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風(台風)，竜巻，積

雪，火山の影響 

緊急用海水ポンプピット内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的影響 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

緊急用海水系の運転に必要なポンプ及び弁を第3.5－5表

に示す。 

さらに，使用時に海水を通水する移動式代替熱交換設備

内の一部及び大型送水ポンプ車は，海水の影響を考慮した

設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入を防止

する設計とする。 

（48-3，48-4，48-7，48-8） 

表 3.5-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮し

た設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを

評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，２段落上

にて記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の移動式

熱交換設備は，車体とコ

ンテナ部を接続した状

態で保管する 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様，SA事象と重

畳する自然現象の規模

を検討し，環境条件とし

て地震，風（台風），凍

結，降水，積雪を考慮す

ることとしている（以

下，⑦の相違） 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，６段落

下にて記載 

・設備の相違
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代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋外部に設置

している接続口まで車両による運搬が可能な設計とする。 

また，設置場所であるタービン建屋脇にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。ホースの接続作業に当たって

は，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金具に

よる接続方式及びフランジ接続方式並びに一般的な工具を

使用することにより，確実に接続が可能な設計とする。ま

た，付属の操作盤により設置場所であるタービン建屋脇に

おいて熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）の操作を行う。操作盤の操作スイッチを操作する

にあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な

操作空間を確保する。また，操作対象については銘板を付

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮

して確実に操作が可能な設計とする。 

 

その他操作が必要な電動弁である残留熱除去系熱交換器

（Ａ）又は（Ｂ）冷却水出口弁，常用冷却水供給側分離弁

（Ａ）又は（Ｂ），常用冷却水戻り側分離弁（Ａ）又は（Ｂ）

については，中央制御室でのスイッチ操作より，遠隔で弁

を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプ及び電動弁は，重大事故等時，中央制

御室のスイッチで操作が可能な設計とすることで，通常待

機時の系統から弁操作等にて速やかに系統構成ができる設

計とする。 

 

 

緊急用海水系を運転する場合は，中央制御室からのスイ

ッチ操作で緊急用海水ポンプ室空調機を起動し，系統構成

として，残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ａ）（又

は残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ｂ））を閉，残

留熱除去系熱交換器（Ａ）海水流量調整弁（又は残留熱除

去系熱交換器（Ｂ）海水流量調整弁）を開とした後，緊急

用海水ポンプを起動する。その後，緊急用海水系ＲＨＲ熱

交換器隔離弁（Ａ）（又は緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離

弁（Ｂ））及び緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁（Ａ）（又

は緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁（Ｂ））を調整開とし規

定流量とする。緊急用海水ポンプの起動・停止・運転状態

及び電動弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯・

操作画面等で視認可能な設計とし，中央制御室における監

視又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，原子炉建物外部に設置している接続

口まで車両による運搬が可能な設計とする。また，設置

場所である原子炉建物脇及び取水槽脇にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。ホースの接続作業に当たっ

ては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金

具による接続方式及びフランジ接続方式並びに一般的な

工具を使用することにより，確実に接続が可能な設計と

する。また，付属の操作盤により設置場所である原子炉

建物脇において移動式代替熱交換設備及び取水槽脇にお

いて大型送水ポンプ車の操作を行う。操作盤の操作スイ

ッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象

については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の

操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とす

る。 

その他操作が必要な電動弁であるＡ又はＢ－ＲＨＲ熱

交冷却水出口弁については，中央制御室でのスイッチ操

作より，遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。 

また，操作対象については銘板を付けることで識別可能

とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可

能な設計とする。 

表 3.5-5に操作対象機器の操作場所を示す。 

(48-4,48-5,48-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の

アクセス性及び操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。 

    また，スイッチは，機器の名称等を表示した銘板の取付

け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性及び監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

(48－5－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転

員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確

保する。 

また，操作対象については銘板を付けることで識別可

能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

が可能な設計とする。 

 表 3.5-5に操作対象機器の操作場所を示す。 

（48-3，48-4，48-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，６段落上

にて記載 
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表 3.5-5操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

熱交換器ユニット 起動・停止 タービン建屋脇 スイッチ操作

代替原子炉補機冷却水ポン

プ 

起動・停止 タービン建屋脇 スイッチ操作

大容量送水車(熱交換器ユ

ニット用)

起動・停止 タービン建屋脇 スイッチ操作

代替冷却水供給止め弁（Ａ） 弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

代替冷却水戻り止め弁（Ａ） 弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

熱交換器ユニット流量調整

弁 

弁閉→弁開 熱交換器ユニッ

ト内

手動操作 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）

冷却水出口弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水供給側分離弁

（Ａ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水戻り側分離弁

（Ａ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

可燃性ガス濃度制御系室空

調機（Ａ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

１階 

手動操作 

格納容器雰囲気モニタラッ

ク（Ａ）出口弁

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

中３階 

手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

（Ａ）室空調機冷却水出口

弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

中３階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ室空調機（Ａ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（Ａ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（Ａ）軸受冷却器冷却水

出口弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

非常用ガス処理系室空調機

（Ａ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ室空調

機（Ａ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ａ）

冷却水出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ａ）

メカニカルシール冷却器冷

却水出口弁（６号炉のみ）

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

サプレッションプール浄化

系ポンプ室空調機出口弁

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

サプレッションプール浄化

系ポンプ軸受冷却器冷却水

出口弁（６号炉のみ）

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

原子炉隔離時冷却系ポンプ

室空調機出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ａ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ｄ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（Ａ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（ｃ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（Ｄ）電動機軸受出口弁（７

号炉のみ） 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

サージタンク（Ａ）換気空

調補機非常用冷却水系側出

口弁

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

４階（６号炉）

原子炉建屋地上

手動操作 

第 3.5－5表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急用海水ポンプ（Ａ） 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水ポンプ（Ｂ） 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水出口流量

調節弁 
調整開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水出口流量

調節弁 
調整開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ａ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ｂ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

表 3.5-5 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

移動式代替熱交換設

備 

起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作

移動式代替熱交換設

備淡水ポンプ 

起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作

大型送水ポンプ車 起動・停止 取水槽近傍 スイッチ操作

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥ

Ｆ供給配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属棟１

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥ

Ｆ戻り配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属棟１

階 

手動操作 

熱交換器ユニット流

量調整弁 

弁閉→弁開 熱交換器ユニット内 手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機

冷却水入口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下１階 

手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機

冷却水出口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟２

階 

手動操作 

ＡーＲＨＲ熱交冷却

水出口弁 

弁閉→弁調整開 中央制御室 スイッチ操作

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ

冷却水入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－中央制

御室冷凍機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建物２階 手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＦＰＣ

熱交冷却水出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物原子炉棟

３階 

手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給

配管止め弁 

弁閉→弁開 屋外 手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り

配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属棟１

階 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機

冷却水入口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下１階 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機

冷却水出口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟２

階 

手動操作 

ＢーＲＨＲ熱交冷却

水出口弁 

弁閉→弁調整開 中央制御室 スイッチ操作

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ

冷却水入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－中央制

御室冷凍機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建物２階 手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＦＰＣ

熱交冷却水出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物原子炉棟

３階 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

・設備の相違
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２階（７号炉） 

代替冷却水供給第二止め弁

（Ｂ） 

弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

代替冷却水戻り第二止め弁

（Ｂ） 

弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）

冷却水出口弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水供給側分離弁

（Ｂ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水戻り側分離弁

（Ｂ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

可燃性ガス濃度制御系室空

調機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

１階（６号炉）

原子炉建屋地上

１階（７号炉） 

手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

ラック（Ｂ）出口弁

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ室空調機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（Ｂ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（Ｂ）軸受冷却器冷却水

出口弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

非常用ガス処理系室空調機

（Ｂ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ室空調

機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

高圧炉心注水系ボンプ（Ｂ）

冷却器冷却水出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

高圧炉心注水系ポンプ室空

調機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ｂ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ｅ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（Ｂ）電動機軸受出口弁（７

号炉のみ） 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（Ｅ）電動機軸受出口弁（７

号炉のみ） 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（Ｂ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（Ｄ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

（Ｂ）室空調機冷却水出口

弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ｂ）

モータ軸受冷却器冷却水出

口弁（６号炉のみ）

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ｂ）

冷却水出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

高圧炉心注水系ポンプ（Ｂ）

メカニカルシール冷却器冷

却水出口弁（６号炉のみ）

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

サージタンク（Ｂ）換気空

調補機非常用冷却水系側出

口弁

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

４階（６号炉）

原子炉建屋地上

２階（７号炉） 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替原子炉補機冷却系は，表 3.5-6に示すように発電用

原子炉の運転中又は停止中に，各機器の機能・性能試験，

分解検査及び外観検査並びに弁動作試験が可能な設計とす

る。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に車両としての運転状態の確認が可能な設計とす

る。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

熱交換器ユニットのうち，熱交換器はフレームを取り外す

ことでプレート式熱交換器の状態を試験及び目視により確

認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却水ポンプは，ケーシングカバーを取

り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を

試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な

設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，ケーシングを

取り外すことでポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状

態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可

能な設計とする。 

運転性能の確認として，熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）の流量，系統（ポンプ廻り）

の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な

設計とする。 

(3) 試験検査(設置許可基準規則第 43条第 1項三)

(ⅰ) 要求事項 

 健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 緊急用海水系は，第 3.5－6表に示すように原子炉停止中

に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査が可能な設計

とする。 

 緊急用海水ポンプは，原子炉停止中に，分解検査として

ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分

解検査が可能な設計とする。弁については，弁体等の部品

の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。分解検査

においては，非破壊検査により，性能に影響を及ぼす指示

模様の有無を確認する。また，目視により，性能に影響を

及ぼす恐れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確

認する。 

また，緊急用海水ポンプは原子炉停止中に，ポンプを運

転することにより，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，

運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計

とする。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，表 3.5-6に示すように発電用

原子炉の運転中又は停止中に，各機器の機能・性能試験，

分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に車

両としての運転状態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

移動式代替熱交換設備のうち，熱交換器はフレームを取り

外すことでプレート式熱交換器の状態を試験及び目視に

より確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプは，ケーシングカバー

を取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状

態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが

可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車は，ケーシングを取り外すことでポン

プ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視に

より確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車の流量，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，

異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

系統を構成する弁は，単体で動作確認可能な設計とする。 

 

 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

 

（48-6） 

 

表 3.5-6代替原子炉補機冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 

 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試

験及び目視により確認又は取替え 

停止中 

 

機能・性能試験 運転性能,漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試

験及び目視により確認又は取替え 

外観検査 熱交換器,ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については， 「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量

送水車（熱交換器ユニット用）は，本来の用途以外の用途

には使用しない。 

 

なお，原子炉補機冷却系から代替原子炉補機冷却系に切

り替えるために必要な操作弁については，原子炉補機冷却

系ポンプ吸込弁を閉操作，代替原子炉補機冷却系熱交換器

弁については，原子炉運転中又は原子炉停止中に弁動作

確認を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計とす

る。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査

等に併せて外観及び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

(48－6－4，5) 

 

第 3.5－6表 緊急用海水系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ，熱交換器及び系統配管・弁

の漏えい確認，外観の確認 

緊急用海水系ストレーナの差圧確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態について，浸透探傷試

験及び目視により確認 

内部点検 
熱交換器の内部点検，伝熱管の渦流探傷試験 

緊急用海水系ストレーナの内部点検 

 

 

 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    緊急用海水ポンプは，本来の用途として使用する。 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

系統を構成する弁は，単体で動作確認可能な設計とする。 

 

 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

 

（48-5） 

 

表 3.5-6 原子炉補機代替冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 

 

機能・性能試験 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は取替え 

停止中 

 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は取替え 

外観検査 熱交換器，ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，本来の用途以外の用途には使用しな

い。 

 

なお，原子炉補機冷却系から原子炉補機代替冷却系に

切り替えるために必要な操作弁については，原子炉補機

代替冷却系移動式代替熱交換設備の接続ラインのＡＨＥ

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎と
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ユニットの接続ラインの代替冷却水供給止め弁及び代替

冷却水戻り止め弁，熱交換器ユニット流量調整弁を開操作

し，残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁を開操作すること

で速やかに切り替えられる設計とする。なお，これら弁に

ついては中央制御室での操作スイッチによる操作ととも

に，現場で，の手動ハンドルによる操作も可能な設計とし，

容易に操作可能とする。 

これにより図 3.5-2で示すタイムチャートのとおり速やか

に切替えが可能である。 

（48－5） 

図 3.5-2 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保タイムチャ

ート* 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.5で示すタイムチャート 

(48－5－2) 

Ｆ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止め弁を開操作

し，ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機

冷却水出口切替弁を閉操作することで速やかに切り替え

られる設計とする。なお，ＡＨＥＦ供給配管止め弁，Ａ

ＨＥＦ戻り配管止め弁，ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替

弁及びＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁については，現

場での手動ハンドル操作が可能な設計とし，容易に操作

可能とする。 

これにより図 3.5-4 で示すタイムチャートのとおり速

やかに切替えが可能である。 

（48-4） 

図 3.5-4 原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保タイムチャ

ート* 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.5で示すタイムチャート 

同様に流路として他系

統を経由する箇所の切

替えについて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・運用の相違

手順の項目

電源確認

冷却水確保（流量調整，監視）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（移動式代替熱交換設備，ホース運搬車）

補機冷却水（淡水）の供給（監視）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）

補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）

移動

 移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

備考1 2 3 4必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接
続口を使用した補機冷却水確保の場合（ＳＡ電

源切替盤を使用した場合））

緊急時対策要員

5 6 7 8

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

3

12

要員(数)

中央制御室運転員Ａ 1

送水準備（ホース敷設）

大型送水ポンプ車配置，取水準備

移動式代替熱交換設備配置，準備

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車配置，ホース運搬・敷
設等

【接続口周辺作業】
移動式代替熱交換設備配置，ホース運
搬・敷設等

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分

手順の項目

電源確認

　冷却水確保（流量調整，監視）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）

　大型送水ポンプ車配置，取水準備

　送水準備（屋外ホース敷設）

　送水準備（屋内ホース敷設）

　補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

要員(数)

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確
保の場合（故意による大型航空機の衝突その他
のテロリズムによる影響がある場合）（ＳＡ電

源切替盤を使用した場合））

中央制御室運転員Ａ 1

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

緊急時対策要員 6

備考1 2 3 4 5 6 7 8

原子炉補機代替冷却系による除熱

（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））
７時間
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットと大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，通常時は代替冷却水供給止め

弁及び代替冷却水戻り止め弁を表 3.5-7で示すとおり閉運

用しておくことで，接続先の系統と分離された状態で保管す

る。 

代替原子炉補機冷却系を用いる場合は，弁操作によって，

通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系と代替原子炉補機

冷却系と同時に使用しない運用とすることで，相互の機能

に影響を及ぼさない構成とする。 

熱交換器ユニット及び，大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び，大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

(48-4,48-5,48-6) 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五)

(ⅰ) 要求事項 

 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響等防止について」に示す。 

緊急用海水系は，通常待機時は，緊急用海水系ＲＨＲ熱

交換器隔離弁，緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁及び緊急

用海水系代替ＦＰＣ系隔離弁を閉止しておくことで，残留

熱除去系海水系を隔離する系統構成とし，取合系統である

残留熱除去系海水系に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，隔離弁近傍に逆止弁を設け，系統に影響を及ぼ

さない設計とする。隔離弁については第 3.5－7表に示す。 

(48－5－2) 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備と大型

送水ポンプ車は，通常時はＡＨＥＦ供給配管止め弁及び

ＡＨＥＦ戻り配管止め弁を表 3.5-7で示すとおり閉運用

しておくことで，接続先の系統と分離された状態で保管

する。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，弁操作によっ

て，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）と原子炉補機代替冷却系と同時に使用しな

い運用とすることで，相互の機能に影響を及ぼさない構成

とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留め

による固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（48-3，48-4，48-5） 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，治具を

使用しない 

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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表 3.5-7他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原 子 炉 補

機冷却系 

 

代替冷却水供給止め弁 手動 通常時閉 

代替冷却水戻り止め弁 手動 通常時閉 

 

 

(6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系の系統構成に必要な機器の設置場

所，操作場所を表 3.5-8に示す。 

 

これらは全て炉心損傷前の操作となり，想定される事故時

における放射線量は高くなるおそれが少ないため，中央制御

室又は設置場所にて操作が可能である。 

 

(48 4, 48 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5－7表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 

海水系 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系代替ＦＰＣ系 

隔離弁 
電動弁 通常待機時閉 

 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

  

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

     

緊急用海水系の系統構成のために操作が必要な機器の設

置場所及び操作場所を第 3.5－8表に示す。 

 

これらの機器は，原子炉建屋原子炉棟又は屋外（緊急用

海水ポンプピット内）に設置されるが，中央制御室からの

遠隔操作を可能とすることで，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ない設計とする。 

(48－4－7，48－5－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.5-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉補機冷却系 ＡＨＥＦ供給配管

止め弁 

手動 通常時閉 

ＡＨＥＦ戻り配管

止め弁 

手動 通常時閉 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な機器の設置

場所，操作場所を表 3.5-8に示す。 

 

これらは全て炉心損傷前の操作となり，想定される事

故時における放射線量は高くなるおそれが少ないため，

中央制御室又は設置場所にて操作が可能である。 

 

（48-3，48-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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表 3.5-8操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

熱交換器ユニット タービン建屋脇 タービン建屋脇 

代替原子炉補機冷却水ポンプ タービン建屋脇 タービン建屋脇 

大容量送水車(熱交換器ユニット

用) 

タービン建屋脇 タービン建屋脇 

代替冷却水供給止め弁(A) タービン建屋地上 1

階 

タービン建屋地上 1階 

代替冷却水戻り止め弁(A) タービン建屋地上 1

階 

タービン建屋地上 1階 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

残留熱除去系熱交換器(A)冷却水

出口弁 

原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水供給側分離弁(A) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水戻り側分離弁(A) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

可燃性ガス濃度制御系室空調機

(A)出口弁 

原子炉建屋地上 1階 原子炉建屋地上 1階 

格納容器雰囲気モニタラック(A)

出口弁 

原子炉建屋地上中 3

階 

原子炉建屋地上中 3階 

格納容器内雰囲気モニタ系(A)室

空調機冷却水出口弁(6号炉のみ) 

原子炉建屋地上中 3

階 

原子炉建屋地上中 3階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ室

空調機(A)出口弁 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系熱交換器

(A)出口弁 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)

軸受冷却器冷却水出口弁(6 号炉

のみ) 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

非常用ガス処理系室空調機(A)出

口弁 

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

残留熱除去系ポンプ室空調機(A)

出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

残留熱除去系ポンプ(A)冷却水出

口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

残留熱除去系ポンプ(A)メカニカ

ルシール冷却器冷却水出口弁(6

号炉のみ) 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

サプレッションプール浄化系ポ

ンプ室空調機出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

サプレッションプール浄化系ポ

ンプ軸受冷却器冷却水出口弁(6

号炉のみ) 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室空

調機出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

原子炉補機冷却水系ポンプ(A)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

原子炉補機冷却水系ポンプ(D)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(A)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階 

コントロール建屋地

下 2階 

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(C)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階 

コントロール建屋地

下 2階 

原子炉補機冷却海水ポンプ(A)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

原子炉補機冷却海水ポンプ(D)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

サージタンク(A)換気空調補機非

常用冷却水系側出口弁 

原子炉建屋地上 4 階

(6 号炉)原子炉建屋

地上 2階(7号炉) 

原子炉建屋地上 4階(6

号炉)原子炉建屋地上

2階(7号炉) 

第 3.5－8表 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急用海水ポンプ（Ａ） 緊急用海水ポンプピット内 中央制御室 

緊急用海水ポンプ（Ｂ） 緊急用海水ポンプピット内 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水出口流量

調節弁 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水出口流量

調節弁 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ａ） 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ｂ） 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

 

 

 

表 3.5-8 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管止

め弁 

原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管止

め弁 

原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

１階 

原子炉建物付属棟地

下１階 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物付属棟２階 原子炉建物付属棟２

階 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＲＣＷ Ａ－中央制御室冷凍機入

口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２階 

ＲＣＷ Ａ－ＦＰＣ熱交冷却水出

口弁 

原子炉建物原子炉棟３

階 

原子炉建物原子炉棟

３階 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁 屋外 屋外 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め弁 原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

１階 

原子炉建物付属棟地

下１階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物付属棟２階 原子炉建物付属棟２

階 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍機入

口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２階 

ＲＣＷ Ｂ－ＦＰＣ熱交冷却水出

口弁 

原子炉建物原子炉棟３

階 

原子炉建物原子炉棟

３階 

ホース 屋外 屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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代替冷却水供給第二止め弁(B) タービン建屋地上 1

階

タービン建屋地上 1階

代替冷却水戻り第二止め弁(B) タービン建屋地上 1

階

タービン建屋地上 1階

残留熱除去系熱交換器(B)冷却水

出口弁 

原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水供給側分離弁(B) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水戻り側分離弁(B) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

可燃性ガス濃度制御系室空調機

(B)出口弁

原子炉建屋地下 1 階

(6 号炉)原子炉建屋

地上 1階(7号炉) 

原子炉建屋地下 1階(6

号炉)原子炉建屋地上

1階(7号炉) 

格納容器内雰囲気モニタ系ラッ

ク(B)出口弁

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ室

空調機(B)出口弁 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系熱交換器

(B)出口弁

原子炉建屋地上 2階 原子炉建ⅰ屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)

軸受冷却器冷却水出口弁(6 号炉

のみ) 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

非常用ガス処理系室空調機(B)出

口弁 

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

残留熱除去系ポンプ室空調機(B)

出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ(B)冷却器

冷却水出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ室空調機

(B)出口弁

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

原子炉補機冷却水系ポンプ(B)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

原子炉補機冷却水系ポンプ(E)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

原子炉補機冷却海水ポンプ(B)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

原子炉補機冷却海水ポンプ(E)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(B)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階

コントロール建屋地

下 2階

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(D)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階

コントロール建屋地

下 2階

格納容器内雰囲気モニタ系(B)室

空調機冷却水出口弁(6号炉のみ) 

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸

受冷却器冷却水出口弁(6 号炉の

み) 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

残留熱除去系ポンプ(B)冷却水出

口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ(B)メカニ

カルシール冷却器冷却水出口弁

(6号炉のみ)

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

サージタンク(B)換気空調補機非

常用冷却水系側出口弁

原子炉建屋地上 4 階

(6 号炉)原子炉建屋

地上 2階(7号炉) 

原子炉建屋地上 4階(6

号炉)原子炉建屋地上

2階(7号炉) 

ホース 屋外 屋外 
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3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合状況(常設

重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合

性) 

（1）容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

（ⅰ）要求事項 

 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急用海水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な容量を有する設計とする。 

容量としては，残留熱除去系海水系が有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合でも，原子

炉格納容器ベントを行うことなく原子炉格納容器からの

除熱が可能な容量として，ポンプ 1台当たり 834m３／h

が必要であることから，ポンプ 1台当たり約 844m３／h

を供給可能なポンプを 1台使用する設計とする。 

緊急用海水ポンプの揚程は，ポンプ 1台で 834m３／h

の海水供給時の圧損（水源である海と供給先（残留熱除

去系熱交換器等）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及

び弁類圧損）を考慮し，約 130mの揚程を確保可能な設計

とする。 

（48－7－2～3） 

（2）共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

（ⅰ）要求事項 

 常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の

敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごと

に要求される技術的要件（重大事故等に対処するための

必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子

炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，東

海発電所内及び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に

対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計とす

る。 

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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 （ⅱ）適合性 

     基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

緊急用海水ポンプについては，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

 

（3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

 （ⅰ）要求事項 

     常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準

事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 （ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

緊急用海水系は，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系海水系に対し，多様性及び独立性を有し，位置的

分散を図る設計としている。これらの詳細については，

3.5.2.1.3項に記載のとおりである。 
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3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1）容量（設置許可基準規則第 43条第 3項ー）

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時におい

て，炉心の著しい損傷を防止するために必要な伝熱容量を有

する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，最終ヒートシンクへの熱を輸

送する機能が喪失した場合であって，残留熱除去系ポンプが

起動可能な状況において，残留熱除去系等の機器で発生した

熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する

熱交換器ユニット 1セット 1式と大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用） 1セット１台を使用する。

熱交換器ユニットの容量は熱交換容量約 23MWとして，大容

量送水車（熱交換器ユニット用）の容量は流量 900m3/hとし

て設計し，炉心の著しい損傷の防止の事故シーケンスのうち，

崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）において，

事故発生 20時間後に代替原子炉補機冷却系を用いて残留熱

除去系によるサプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド運転を行った場合に，同時に代替原子炉補機冷却系を用い

て燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの冷却を行

った場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニットの保有数は， 6号及び 7号炉共用

で 4セット 4式に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として 1式（6号及び 7号炉共用）の

合計 5式を保管する。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の保有数は， 6号及

び 7号炉共用で 4セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7

号炉共用）の合計 5台を保管する。 

(48-7) 

3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等時に

おいて，炉心の著しい損傷を防止するために必要な伝熱

容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，最終ヒートシンクへの熱を輸送する

機能が喪失した場合であって，残留熱除去ポンプが起動

可能な状況において，残留熱除去系等の機器で発生した

熱を除去するために屋外の接続口を使用する場合は，必

要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱交換

設備１セット１台と大型送水ポンプ車１セット１台を使

用する。また，屋内の接続口を使用する場合は，大型送

水ポンプ車１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWと

して，大型送水ポンプ車の容量は流量 1,800m3/hとして

設計し，炉心の著しい損傷の防止の事故シーケンスのう

ち，崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）に

おいて，事故発生８時間後に原子炉補機代替冷却系を用

いて残留熱除去系によるサプレッション・プール水冷却

モード運転を行った場合に，原子炉補機代替冷却系を用

いて燃料プール冷却系による燃料プールの冷却を行った

場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は２セット２台に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計３台を保管する。 

大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１台の合計３台を保管する。 

（48-6） 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設計仕様の相違 

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違
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(2）確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二）

( ⅰ ）要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上

の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができ

るよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットを接続するた

めのホースは，タービン建屋側の接続口と口径を統一し，か

つ，フランジ接続とすることで，常設設備と確実に接続がで

きる設計とする。 

また， 6号及び 7号炉が相互に使用することができるよう，

それぞれの熱交換器ユニット及びホースは， 6号及び 7号炉

に接続可能な設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）を接続するためのホースは，熱交換器ユニットの

接続口と口径を統一し，かつ，簡便な接続方式である結合金

具による接続とすることで，確実に接続可能な設計とする。 

また， 6号及び 7号炉が相互に使用することができるよう，

それぞれの大容量送水車（熱交換器ユニット用）は， 6号及

び 7号炉の熱交換器ユニットに接続可能な設計とする。 

(48-8) 

(3）複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三）

( ⅰ ）要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため，可搬型重大

事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所

に設けるものであること。 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用す

ることができるよう，接続部の規格の統一その他の適切

な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備を接続

するためのホースは，屋外の接続口と口径を統一し，か

つ，フランジ接続とすることで，常設設備と確実に接続

ができる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接

続するためのホースは，移動式代替熱交換設備及び屋内

の接続口と口径を統一し，かつ，簡便な接続方式である

結合金具による接続とすることで，確実に接続可能な設

計とする。 

（48-3，48-7） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない
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（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットの接続箇所で

ある接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人

為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを

防止するため，接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設ける設計とする。具体的には原子炉補機冷却系 A系に接続

する接続口と，原子炉補機冷却系 B系に接続する接続口をそ

れぞれ設けることとし， 6号炉についてはタービン建屋北側

屋外に 1 箇所，タービン建屋西側屋外に 1箇所， 7号炉につ

いては，タービン建屋西側屋外に 1箇所，タービン建屋南側

屋外に 1 箇所設置し，位置的分散を図っている。また，残留

熱除去系 A系及び B系いずれもサプレッション・チェンバの

除熱が可能で，あるため，原子炉補機冷却系 A系及び B系で

それぞれ接続口を設けることが可能な設計とする。 

なお，第 50条の「原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」として代替循環冷却系を設置し，代替原子炉補

機冷却系熱交換器ユニットを使用するが，この場合は原子炉

補機冷却系 B系の接続口のみが使用可能であるため本章にお

ける接続口の位置的分散の考えと異なる。代替循環冷却系の

接続口の位置的分散については「3.7原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対

する設計方針を示す章） 」で示す。 

(48-8) 

(4）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四）

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接

続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切

な措置を講じたものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車の接続箇所である接続口は，重大事故等

時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災

の影響により接続できなくなることを防止するため，接

続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける設計と

する。具体的には原子炉補機冷却系区分Ⅰに接続する接

続口と，原子炉補機冷却系区分Ⅱに接続する接続口をそ

れぞれ設けることとし，原子炉建物南側外に１箇所，原

子炉建物西側屋外に１箇所及び原子炉建物内に１箇所設

置し，位置的分散を図っている。また，残留熱除去系Ａ

系及びＢ系いずれもサプレッション・チェンバの除熱が

可能であるため，原子炉補機冷却系区分Ⅰ及び区分Ⅱそ

れぞれ接続口を設けることが可能な設計とする。 

なお，第 50条の「原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備」として残留熱代替除去系を設置し，原子

炉補機代替冷却系移動式代替熱交換設備を使用するが，

この場合は原子炉補機冷却系区分Ⅱの接続口のみが使用

可能であるため本章における接続口の位置的分散の考え

と異なる。残留熱代替除去系の接続口の位置的分散につ

いては「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備（設置許可基準規則第 50条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

（48-7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，炉心損傷前の状況で屋外に

設置する設備であり，想定される重大事故等が発生した場合

における放射線を考慮，しても，線源からの離隔距離をとる

ことにより，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能

とする。また，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金

具による接続方式及びフランジ接続方式により，確実に速や

かに接続可能な設計とする。 

(48 8) 

 

(5）保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

( ⅰ ）要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管するこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，地震，津波その他の自然現

象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮，し，原子炉補機冷却水ポンプ，格

納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と位置的分散

を図り， 

 

発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管場所及び大湊

側高台保管場所の複数箇所に分散して保管する。 

(48 9) 

 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，炉心損傷前の状況で屋外に設置する

設備であり，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける放射線を考慮しても，線源からの離隔距離をとるこ

とにより，これら設備の設置及び常設設備との接続が可

能とする。また，現場での接続作業に当たって，簡便な

結合金具による接続方式及びフランジ接続方式により，

確実に速やかに接続可能な設計とする。 

（48-3，48-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，地震，津波その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，原子炉補機冷却水ポンプ，格納容器

フィルタベント系と位置的分散を図り， 

 

 

発電所敷地内の津波の影響を受けない場所にある第１，

第３及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（48-3，48-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5m であ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記
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(6）アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，通常時は高台に保管してお

り，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬

型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのな

いよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保す

る。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて』参照） 

(48-10) 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

( ⅰ ）要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重

大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，通常時は津波の影響を受けない場所

に保管しており，想定される重大事故等が発生した場合

においても，可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に

支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数の

アクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（48-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系は，共通要因によって設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

載している（以下，⑧の

相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備で

ある原子炉補機冷却系及び重大事故防止設備である格納容

器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と表 3.5 9で示すと

おり多様性，位置的分散を図る。 

また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却系及

び代替原子炉補機冷却系が海であることに対し，格納容器圧

力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は大気とし，多様性を有

する設計とする。 

(48-2,48-4,48-5,48-8,48-9) 

表 3.5-9代替原子炉補機冷却系の多様性,位置的分散 

項目 設計基準事

故対処設備 

重大事故等対処設備 

原子炉補機

冷却系 

格納容器圧力

逃がし装置 

耐圧強化

ベント系 

代替原子炉補機冷

却系 

ポ ン プ ( 淡

水) 

原子炉補機

冷却水ポン

プ〈タービン

建屋〉 

－ － 熱交換器ユニット

(代替原子炉補機

冷却水ポンプ)〈屋

外〉 

ポ ン プ ( 海

水) 

原子炉補機

冷却海水ポ

ンプ〈タービ

ン建屋〉

－ － 大容量送水車(熱

交換器ユニット

用)〈屋外〉 

熱交換器 原子炉補機

冷却水系熱

交換器〈ター

ビン建屋〉 

－ － 熱交換器ユニット

(熱交換器)〈屋外〉 

最終ヒート

シンク

海 大気 大気 海 

駆動電源 非常用交流

電源設備(非

常用ディー

ゼル発電機)

〈原子炉建

屋〉 

不要 不要 一(大容量送水車

(熱交換器ユニッ

ト用))可搬型代替

交流電源設備(電

源車)(熱交換器ユ

ニット(代替原子

炉補機冷却水ポン

プ))〈屋外〉

〈 〉内は設置場所を示す 

若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故

に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基

準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）及び重大事故防止設備である格納容器フィ

ルタベント系と表 3.5-9で示すとおり多様性，位置的分

散を図る。 

また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却

系（原子炉補機海水系を含む。）及び原子炉補機代替冷却

系が海であることに対し，格納容器フィルタベント系は

大気とし，多様性を有する設計とする。 

（48-2，48-3，48-4，48-7，48-8） 

表 3.5-9 原子炉補機代替冷却系の多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処

設備 

重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水

系を含む。） 

格納容器フィ

ルタベント系

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ（淡水） 原子炉補機冷却水

ポンプ〈原子炉建

物付属棟〉 

－ 移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設

備淡水ポンプ）〈屋外〉 

ポンプ（海水） 原子炉補機海水ポ

ンプ〈屋外〉

－ 大型送水ポンプ車〈屋

外〉 

熱交換器 原子炉補機冷却系 

熱交換器〈原子炉

建物付属棟〉 

－ 移動式代替熱交換設備 

（熱交換器）〈屋外〉 

最終ヒートシ

ンク

海 大気 海 

駆動電源 非常用ディーゼル 

発電機〈原子炉建

物付属棟〉 

不要 ガスタービン発電機〈ガ

スタービン発電機建物〉

〈 〉内は設置場所を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違
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3.5.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.5.2.2.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，設計基準事故対処設備の有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心

の著しい損傷等を防止するため，大気を最終ヒートシンクとし

て原子炉格納容器から熱を輸送することを目的として使用す

る。 

 

 

 

本系統は，フィルタ装置，よう素フィルタ及びラプチャーデ

ィスク，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直

流電源設備），計測制御装置，及び流路である不活性ガス系，耐

圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置及び遠隔空気駆動弁

操作設備の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格

納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊弁を含む）で構

成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由し

て，フィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放射性物質を低

減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出すること

で，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつ

つ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場で

ある大気へ輸送できる設計とする。 

 

 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-3，本系統に関する重大

事故等対処設備一覧を表 3.5-10に示す。 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置の詳細は， 「3.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対

する設計方針を示す章）」で記述している。 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.5.2.2.1 設備概要 

  格納容器圧力逃がし装置は，設計基準事故対処設備の有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であり，

かつ残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サ

プレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）が使用できない場合に，炉心の著しい損傷又は

原子炉格納容器破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずる

ものに限る。) を防止するため，重大事故防止設備として，大

気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する設計とする。 

  本系統の主要設備は，フィルタ装置，圧力開放板等で構成し，

中央制御室での弁操作によって原子炉格納容器からの排気ラ

インの流路構成を行い，ベントガス圧力で圧力開放板が破裂す

ることにより，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系及

び耐圧強化ベント系を介してフィルタ装置へ導き，放射性物質

を低減させた後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設ける排気口を

通して放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  格納容器圧力逃がし装置を使用する際には，サプレッショ

ン・プールでのスクラビング効果が期待できるサプレッショ

ン・チェンバ側からのベント（ウエットウェルベント）を第一

3.5.2.2 格納容器フィルタベント系 

3.5.2.2.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，設計基準事故対処設備の有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の

著しい損傷等を防止するため，大気を最終ヒートシンクとして原

子炉格納容器から熱を輸送することを目的として使用する。 

 

 

 

 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器，圧力開放板及び遠隔手動弁操作機構，電

源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計

測制御装置及び流路である窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及

び格納容器フィルタベント系の配管及び弁並びにホース等，排出

元である原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊

装置を含む）で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス

制御系等を経由して，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１

ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させ

た後に原子炉建物屋上に設ける放出口から排出することで，排気

中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，原子炉

格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸

送できる設計とする。 

 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-5，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.5-10に示す。 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の詳細は，「3.7 原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対する

設計方針を示す章）」で記述している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排出経

路に設置される隔離弁

は，空気作動弁を設置し

ない設計のため，遠隔空

気駆動弁操作設備の配

管はない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，８段落下

にて記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，８段落下

にて記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容
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優先とするが，何らかの原因によりウエットウェルベントがで

きない場合は，ドライウェル側からのベント（ドライウェルベ

ント）を行う。ドライウェルベントを行った際には，サプレッ

ション・チェンバ内の圧力は真空破壊装置を介してドライウェ

ルへ排出する。

  本系統を使用した際に原子炉格納容器からのベントガスが流

れる配管には，系統構成上必要な隔離弁及び圧力開放板が設置

される。操作を行う必要がある隔離弁については，遠隔人力操

作機構を用いて全ての電源喪失時においても原子炉建屋原子

炉棟外から人力にて操作を行うことが可能な設計としている。 

  ベントガスを大気放出した際に発生する配管内の蒸気凝縮ド

レンは，配管に適切な勾配を設けることでフィルタ装置内のス

クラビング水に合流する設計としている。ただし，ベントガス

放出と共に水蒸気が放出され，スクラビング水位は徐々に低下

することから，放射性物質除去性能維持のため可搬型代替注水

大型ポンプによるフィルタ装置の水位調整が可能な設計とし

ている。 

  なお，放射性物質を効果的に捕集・保持するためにスクラビ

ング水に添加されている薬剤は，スクラビング水の蒸発では減

少しないことから，予め待機中から十分な量の薬剤を添加して

おくことで，ベント中の薬剤調整が不要となる設計としてい

る。 

一方，本系統を使用した際には，原子炉格納容器内に含まれ

る非凝縮性ガスが本系統を経由して大気へ放出されるため，系

統内での水素爆発を防ぐために，可搬型窒素供給装置を用いて

本系統内を不活性化しておく。 

フィルタ装置及び入口側の配管は，本系統を使用した際に放

射線量が高くなることから，遮蔽のためにフィルタ装置格納槽

（地下埋設）又は原子炉建屋原子炉棟内に設置し，復旧作業に

おける被ばくを低減する。本系統全体の概要図を第 3.5－2 図

に，本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.5－9 表に示す。 

  なお，格納容器圧力逃がし装置の詳細は，「3.7原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備(格納容器圧力逃がし装

置)について」で示す。 

器フィルタベント系の

詳細は 50条にて記載 
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図 3.5-3 格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5－2図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-5 格納容器フィルタベント系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.5-10 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設備

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 フィルタ装置【常設】 

よう素フィルタ【常設】 

ラプチャーディスク【常設】 

附属設備 ドレン移送ポンプ【常設】 

ドレンタンク【常設】 

遠隔手動弁操作設備【常設】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ【可搬】 

可搬型窒素供給装置【可搬】 

スクラバ水 pH制御設備【可搬】 

フィルタベント遮蔽壁【常設】 

配管遮蔽【常設】 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)【可搬】 

水源※1 防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

排出元 原子炉格納容器(サプレッション・チェンバ,真空破壊弁を含

む)【常設】 

 

流路 不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁【常設】 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬】 

注水先 

 

－ 

電源設備※2 常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

AM用動力変圧器【常設】 

AM用 MCC【常設】 

AM用切替盤【常設】 

AM用操作盤【常設】 

非常用高圧母線 C系【常設】 

非常用高圧母線 D系【常設】 

常設代替直流電源設備 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

AM用直流 125V充電・器【常設】 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※3 フィルタ装置水位【常設】 

フィルタ装置入口圧力【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ【常設】 

フィルタ装置水素濃度【常設】 

フィルタ装置金属フィルタ差圧【常設】 

フィルタ装置スクラバ水 pH【常設】 

第 3.5－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処

設備一覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

フィルタ装置【常設】 

可搬型窒素供給装置 

窒素供給装置【可搬】 

窒素供給装置用電源車【可搬】 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】 

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】 

第二弁【常設】 

第二弁バイパス弁【常設】 

遠隔人力操作機構【常設】 

第二弁操作室遮蔽【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）【可搬】 

第二弁操作室差圧計【常設】 

圧力開放板【常設】 

関連

設備 

付属設備 

フィルタ装置遮蔽【常設】 

配管遮蔽【常設】 

移送ポンプ【常設】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

水源※１ 
西側淡水貯水設備【常設】 

代替淡水貯槽【常設】 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・プールを含む）【常設】 

真空破壊装置【常設】 

窒素供給配管・弁【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（配管・弁）【常設】 

移送配管・弁【常設】 

補給水配管・弁【常設】 

注水先 フィルタ装置【常設】 

※1 水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.5－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する 

重大事故等対処設備一覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連

設備 

電源設備※

１ 

（燃料給

油設備含

む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※

２ 

フィルタ装置水位【常設】 

フィルタ装置圧力【常設】 

フィルタ装置スクラビング水温度【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)【常設】 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

フィルタ装置入口水素濃度【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

※1  電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57 条に対する

表 3.5-10 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設

備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

圧力開放板【常設】 

遠隔手動弁操作機構【常設】 

附属設備 可搬式窒素供給装置【可搬型】 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽【常設】 

配管遮蔽【常設】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊装置を

含む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系 配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

格納容器フィルタベント系 配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を

含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 スクラバ容器水位【常設】 

スクラバ容器圧力【常設】 

・設備の相違 
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ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ気体温度【常設】

格納容器内圧力(D/W)【常設】

格納容器内圧力(S/C)【常設】

計装設備(補助)※

4

ドレンタンク水位【常設】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力【常設】 

※1:水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章)」で示す。

※2:単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態

計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※4:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ

設計方針を示す章)」で示す。 

※2 計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設

計方針を示す章)」で示す。

スクラバ容器温度【常設】

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ （高レンジ・低レンジ）

【常設】

第１ベントフィルタ出口水素濃度 【可搬型】

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

※１：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

及び原子炉補機冷却系と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，表 3.5-11に示すとおり多様性，位置的分散を図った

設計とする。 

残留熱除去系及び原子炉補機冷却系との独立性については，表

3.5 12で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障

することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁の電源については，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による

遠隔操作が可能な設計とすることとしているが，遠隔手動弁操作

設備等を用いて必要に応じて現場での手動操作も可能な設計と

することで駆動源の多様化を図っている。 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系について

は，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と異なり，ポンプや熱交

換器等を必要としないが，これらの系統を構成する主要設備につ

いては，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系に対して位置的分散

を図った設計とする。 

3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

  格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，設計基準

事故対処設備である残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)，残留

熱除去系(サプレッション・プール冷却系)，残留熱除去系(格納

容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系海水系と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，第 3.5－10表に示すとおり

多様性及び独立性，位置的分散を図った設計とする。 

  残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレ

ッション・プール冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却系）及び残留熱除去系海水系との独立性については，第 3.5

－11表で示すとおり地震，津波，火災，溢水が共通要因となり

機能喪失しないよう独立性を有する設計とする。 

  格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，ポンプ及

び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱

の輸送が可能な設計とすることで，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プー

ル冷却系）及び残留熱除去系海水系に対して多様性を有する設

計とする。 

  第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベント系

一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の電源について

3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

格納容器フィルタベント系は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，表 3.5-11に示すとおり多様性，位置的分散を図った設計

とする。 

残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）との独立性については，表 3.5-12 で示すとおり地震，津波，

火災，溢水により同時に故障することを防止するために独立性を

確保する設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁の電源については，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠

隔操作が可能な設計とすることとしているが，遠隔手動弁操作機

構等を用いて必要に応じて現場での手動操作も可能な設計とする

ことで駆動源の多様化を図っている。 

また，格納容器フィルタベント系については，残留熱除去系及

び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と異なり，ポン

プや熱交換器等を必要としないが，これらの系統を構成する主要

設備については，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）に対して位置的分散を図った設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】
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なお，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の配管及

び，弁の一部については，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系の

配管及び弁と同一階に設置されているが，残留熱除去系及び原子

炉補機冷却系の配管及び弁とは区画された部屋に設置すること

より，位置的分散を図った設計とする。 

は，常設代替高圧電源装置又は可搬型代替低圧電源車より供給

可能な設計とするとともに，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／

Ｗ側）は，遠隔人力操作機構を用いて必要に応じて原子炉建屋

原子炉棟外での手動操作が可能な設計とし，耐圧強化ベント系

一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁については，駆動

部にハンドルを設けることで現場での手動操作が可能な設計と

することで，弁操作における駆動源の多様性を有する設計とす

る。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置を屋外の格納容器

圧力逃がし装置格納槽，圧力開放板を原子炉建屋近傍の屋外に

設置することで，原子炉建屋原子炉棟に設置する残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留

熱除去系海水系に対して位置的分散を図った設計とする。 

耐圧強化ベント系は，流路である耐圧強化ベント系配管・弁

等を，残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器と別区画に

設置することで，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱

除去系（サプレッション・プール冷却系），残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系海水系に対して可能な

限り位置的分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段

の多様性及び機器の位置的分散により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系），

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系海

水系に対して独立性を有する設計とする。 

なお，格納容器フィルタベント系の配管及び弁の一部について

は，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系配管及び弁と同一階に設

置されているが，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系配管及び弁

とは区画された部屋に設置することより，位置的分散を図った設

計とする。 

①の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，フィル

タベント隔離弁につい

ては 50条にて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，同項に

て同様の記載をしてい

る 

・設備の相違

【東海第二】

①の相違
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表 3.5-11多様性,位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系(格納

容器スプレイ冷却モ

ード) 

原子炉補機冷

却系 

格納容器圧力

逃がし装置 

耐圧強化

ベント系 

ポンプ 残留熱除去ポンプ 原子炉補機冷

却水ポンプ 

原子炉補機冷

却海水ポンプ 

不要※１ 不要※２ 

（原子炉建屋地下３

階） 

タービン建屋

地下１階

水源 サプレッション・チ

ェンバ 

海 

原子炉建屋地下３階 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 水潤滑 原子炉補機冷

却水ポンプ：油

浴方式 

原子炉補機冷

却海水ポン

プ：水潤滑 

冷却水 原子炉補機冷却水系

及び原子炉補機冷却

海水系 

不要 

駆動電源 非常用交流電源設備

(非常用デイーゼル

発電機) 

非常用交流電

源設備(非常用

デイーゼル発

電機 

原子炉建屋地上 1階 原子炉建屋地

上 1階 

※1 格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置,よう素フィルタ及びラプチャーディ

スクについては,原子炉建屋東側屋外(6号炉),原子炉建屋南東側屋外(7号炉)

に設置する

※2 耐圧強化ベント系は,残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と区画され分離され

ている 

第 3.5－10表 多様性及び独立性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

(原子炉停止時冷却系，サプ

レッション・プール冷却系及

び格納容器スプレイ冷却系) 

残留熱除

去系海水

系 

格納容器圧力 

逃がし装置 

耐圧強化 

ベント系 

原子炉建屋原子炉棟 

（ポンプ，熱交換器） 

屋外（ポン

プ） 

格納容器圧力逃が

し装置格納槽（フィ

ルタ装置），原子炉

建屋近傍屋外（圧力

開放板） 

原子炉建屋 

原子炉棟（流

路） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 

(原子炉建屋原子炉棟地下2

階) 

残留熱除去

系海水系 

ポンプ 

不要 不要 

水源 
サプレッション・チェンバ又

は原子炉圧力容器 
海 

駆動用空

気 
不要 不要 

潤滑油 不要(内包油) 
不要(内包

油) 

冷却水 残留熱除去系海水系 自己冷却 

駆動電源 
非常用ディーゼル発電機 

（原子炉建屋付属棟地下1階） 

表 3.5-11 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止

設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。） 

格納容器フィ

ルタベント系

ポンプ 残留熱除去ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

不要※１ 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

原子炉建物付属棟１階 

屋外 

水源 サプレッション・チェン

バ 

海 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 油浴方式 原子炉補機冷却水ポン

プ：油浴方式 

原子炉補機海水ポンプ：

水潤滑 

冷却水 原子炉補機冷却水系及

び原子炉補機冷却海水

系 

不要 

駆動電源 非常用交流電源設備（非

常用デイーゼル発電機） 

非常用交流電源設備（非

常用デイーゼル発電機） 

原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地下２

階 

※１ 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置する。

・設備の相違
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表 3.5-12設計基準事故対処設備との独立性 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系(格納容器スプレイ

冷却モード) 

原子炉補機冷却系 

格納容器圧力逃がし装置 

耐圧強化ベント系 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系は耐震 S

クラス設計とし,重大事故防止設備である格納容器圧力逃がし装置及

び耐圧強化ベント系は基準地震動 Ssで機能維持できる設計とすること

で,基準地震動 Ssが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 6号炉及び 7号炉の原子炉建屋及びフィルタベント遮蔽壁は,基準津波

が到達しない位置に設置することで,津波が共通要因となり故障する

ことのない設計とする。  

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と,重大

事故防止設備である格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は,火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする(「共

－7重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示

す)。 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と,重大

事故防止設備である格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は,浴水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする(「共

－8重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示

す)。 

 

 

第 3.5－11表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却

系，サプレッション・プール冷却

系及び格納容器スプレイ冷却系)，

残留熱除去系海水系 

格納容器圧力逃がし装置 

耐圧強化ベント系 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) ，残留熱除去

系海水系は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備の格納容器圧力

逃がし装置及び耐圧強化ベント系は基準地震動ＳＳで機能維持できる

設計とすることで，基準地震動ＳＳが共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系)及び残留熱除

去系海水系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び

耐圧強化ベント系は，防潮堤及び浸水防止設備を設置することで，津

波が共通要因となって故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除

去系海水系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び

耐圧強化ベント系は，火災が共通要因となり同時に故障することのな

い設計とする。詳細は「2.2火災による損傷の防止」で記載する。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除

去系海水系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び

耐圧強化ベント系は，溢水が共通要因となり同時に故障することのな

い設計とする。詳細は「重大事故等対処設備を対象とした溢水防護の

基本方針について」で記載する。 
 

表 3.5-12 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

格納容器フィルタベント系 

 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）は耐震 Sクラス設計とし，重大事故防止設備であ

る格納容器フィルタベント系は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計

とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない

設計とする。 

津波 原子炉建物，第１ベントフィルタ格納槽及び原子炉建物近傍は，基準

津波が到達しない位置に設置することで，津波が共通要因となり故障

することのない設計とする。  

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）と，重大事故防止設備である格納容器フィルタ

ベント系は，火災が共通要因となり同時に故障することのない設計と

する（「共－７重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）と，重大事故防止設備である格納容器フィルタ

ベント系は，溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計と

する（「共－８重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

 

 

・設備の相違 

 

3.5.2.3 耐圧強化べント系 

3.5.2.3.1 設備概要 

耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著

しい損傷等を防止するため，大気を最終ヒートシンクとして

原子炉格納容器から熱を輸送することを目的として使用す

る。 

本系統を使用する際には，サプレッション・チェンバ内での

スクラビング効果が期待できるウェットウェルベントを優先

とするが，サプレッション・チェンバ側のベントラインが水没

した場合，若しくは何らかの原因によりサプレッション・チェ

ンバ側からのベントが実施できない場合は， ドライウェル側

からベントを行う。ドライウェルベントを行った際には，サプ

レッション・チェンバ内の雰囲気ガスは真空破壊弁を経由して

ドライウェルへ排出される。 

本系統は，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，代替所内電気設備， 常設代替直流電源設備，可

搬型直流電源設備），計測制御装置，及び流路である不活性ガ

ス系，耐圧強化ベント系，遠隔空気駆動弁操作設備及び非常用

ガス処理系の配管及び弁並びに主排気筒（内筒），排出元であ

3.5.2.3 耐圧強化ベント系 

3.5.2.3.1 設備概要 

  耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合で，かつ残留熱

除去系(原子炉停止時冷却系)，残留熱除去系(サプレッション・

プール冷却系)及び残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)の

使用が不可能な場合に，原子炉格納容器破損を防止するため，

大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するために重大事故防

止設備として設けるものである。 

  耐圧強化ベント系は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，サプ

レッション・チェンバ及びドライウェルから不活性ガス系及び

原子炉建屋ガス処理系を経由して，排気筒に隣接して同じ高さ

まで設ける非常用ガス処理系排気筒を通じ放出することで，原

子炉格納容器内に蓄積した熱を大気へ輸送できる設計とする。

耐圧強化ベント系は，原子炉格納容器のサプレッション・チェ

ンバ側及びドライウェル側のいずれからも排気できる設計と

し，ドライウェル側からのベントを行う際には，サプレッショ

ン・チェンバ内の原子炉格納容器内雰囲気ガスは真空破壊装置

（サプレッション・チェンバ→ドライウェル）を経由してドラ

イウェルへ排出される設計とする。 

 ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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る原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊弁を

含む）等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス

系及び本系統を経由して非常用ガス処理系へ導き，原子炉建屋

屋上に設置している主排気筒（内筒）を通して大気へ放出する。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-4，本系統に関する重大

事故等対処設備一覧を表 3.5-13に示す。 

 

  ベントを行う際は，サプレッション・プールでのスクラビン

グ効果が期待できるウェットウェルベントを優先するが，サプ

レッション・チェンバ側のベントラインが水没した場合は，ド

ライウェル側からベントを行う設計とする。 

  耐圧強化ベント系の排出経路に設置する隔離弁（第一弁（Ｓ

／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベント系一次隔離弁及

び耐圧強化ベント系二次隔離弁）は電動弁とし，常設代替交流

電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源

設備である可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とすると

ともに，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）については駆

動部に遠隔人力操作機構を設け，原子炉建屋原子炉棟外から手

動操作できる設計とする。 

  なお，サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプレッ

ション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェルか

らの排気では，ドライウェル床面からの高さを確保するととも

に燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで，

長期的にも水没の悪影響を受けない設計とする。 

本系統は配管及び弁等で構成し，原子炉格納容器内の雰囲気

ガスを不活性ガス系及び本系統を経由して原子炉建屋ガス処理

系へ導き，主排気筒に沿って設置している原子炉建屋ガス処理

系配管を通して大気へ放出する設計とする。また，耐圧強化ベ

ント系は，排出経路配管に放射線検出器を設置することにより，

放出された放射性物質濃度を測定することが可能な設計とす

る。 

  本系統全体の概要図を第 3.5－3図に，本系統に属する重大事

故対処設備を第 3.5－12表に示す。 

  本設備は，中央制御室での弁操作によって原子炉格納容器か

らの排気ラインの流路構成を行うことにより，ベントを実施可

能な設計とする。また，電源喪失により中央制御室からの弁操

作が不可能となった場合においても，現場での弁操作によりベ

ントを実施することが可能な設計とする。 
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図 3.5-4 耐圧強化ベント系系統概要図 

 

 

 

 

第 3.5－3図 耐圧強化ベント系 系統概要図 
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表 3.5-13耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 － 

附属設備 遠隔手動弁操作設備【常設】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ【可搬】 

排出元 原子炉格納容器(サプレッション・チェンバ,真空破壊弁を含む)【常

設】 

流路 不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系(W/W)配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系(D/W)配管・弁【常設】 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系配管・弁【常設】 

主排気筒(内筒)【常設】 

注水先 － 

電源設備※1 常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

AM用動力変圧器【常設】 

AM用 MCC【常設】 

AM用切替盤【常設】 

AM用操作盤【常設】 

非常用高圧母線 C系【常設】 

非常用高圧母線 D系【常設】 

常設代替直流電源設備 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下の設備

を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※2 ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ気体温度【常設】 

格納容器内圧力(D/W)【常設】 

格納容器内圧力(S/C)【常設】 

耐圧強化ベント系放射線モニタ【常設】 

フィルタ装置水素濃度【常設】※3 

※1:単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章)」で示す。 

※2:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3:フィルタ装置水素濃度については,設置許可基準規則第 52条において原子炉

格納容器内の水素ガスを排出する際に要求されるものである。格納容器圧力逃

がし装置と兼用であり,サンプリングラインを切り替えることによって,耐圧

強化ベント系も計測可能である。 

第 3.5－12表 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一

覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】 

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】 

耐圧強化ベント系一次隔離弁【常設】 

耐圧強化ベント系二次隔離弁【常設】 

関連

設備 

付属設備 遠隔人力操作機構【常設】 

水源 － 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

原子炉建屋ガス処理系配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含む）【常設】 

真空破壊装置【常設】 

注水先 － 

 

 

第 3.5－12表 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一

覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連

設備 

電源設備※１ 

（燃料給油

設備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※２ 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

耐圧強化ベント系放射線モニタ【常設】 

※1 電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※2 計装設備については「3.15 計装設備(設置許可基準規則第 58 条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 
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3.5.2.3.2主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1)耐圧強化ベント系

最高使用圧力 ：620kPa[gage] 

最高使用温度 ：171℃ 

容量 :約 15.8kg/s 

なお,電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57

条に対する設計方針を示す章)」,計装設備については「3.15計装

設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示

す。 

3.5.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 耐圧強化ベント系(配管及び弁)

兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

系統数      1 

系統設計流量  約 48,000kg／h 

ａ．第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

ｂ．第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

ｃ．耐圧強化ベント系一次隔離弁 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

ｄ．耐圧強化ベント系二次隔離弁 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

3.5.2 3.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

耐圧強化ベント系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散の確保については「3.5. 2. 2. 2 多重性又は多様性及び独立

性，位置的分散の確保」で示す。 

3.5.2.3.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

  耐圧強化ベント系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散の確保については「3.5.2.2.2多重性又は多様性及び独立性，

位置的分散の確保」で示す。 
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3.5.2.3.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第ⅰ項への適合方針 

 

(1）環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項ー） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系を構成する機器は，原子炉建屋原子炉区

域内及び屋外に設置されている設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における原子炉建屋原子炉区域内及び屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮，し，その機能を有効に発

揮することができるよう，以下の表 3.5 14に示す設計とす

る。 

(48-4,48-8,48-9) 

 

 

 

表 3.5-14想定する環境条件及び荷重条 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉区域内及び屋外で想定される温度,圧力,湿

度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する(詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示

す)。 

風(台風)・積雪 屋外で風荷重,積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこと

を評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても,電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

耐圧強化ベント系の操作は，重大事故等が発生した場合の原

子炉建屋原子炉区域内及び屋外の環境条件を考慮，し，また，

電源喪失時においても操作可能なように，原子炉建屋内の原

子炉区域外より遠隔手動弁操作設備を介しての人力操作が可

能な設計とする。 

3.5.2.3.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

 (1) 環境条件 (設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

 

 

    耐圧強化ベント系を構成する機器は，原子炉建屋原子炉

棟内に設置されている設備であることから，その機能を期

待される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋原

子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.5－13表に示す。 

 

 

(48－4－2～6) 

 

 

 

第 3.5－13表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 
屋外に設置するものでないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器が損傷しない設計とす

る。(詳細は「2.1.3耐震設計の基本方針」に示す) 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風(台風)，竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積雪

及び火山灰荷重の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 

 

耐圧強化ベント系の操作は，重大事故等が発生した場合の原

子炉建屋原子炉棟内環境を考慮し，中央制御室のスイッチから

遠隔操作可能な設計とする。また，電源喪失時においても操作

可能なように，原子炉建屋原子炉棟外より遠隔人力操作機構 を

介しての人力操作が可能な設計とする。 
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(2）操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁（一

次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側），

二次隔離弁，フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁）につ

いては，遠隔手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域

外より人力にて遠隔操作することにより， 重大事故等の環境

下においても確実に操作が可能となる設計とする。また， 一

次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側），

フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁については，遠隔空

気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作設備にて原子

炉建屋内の原子炉区域外より遠隔操作することにより，重大

事故等の環境下においても確実に操作が可能な設計とする。

さらに， 一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドラ

イウェル側），二次隔離弁については電源が復旧することによ

り，中央制御室でも遠隔操作可能である。二次隔離弁が使用

できない場合には二次隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設

備により，原子炉建屋内の原子炉区域外より人力にて遠隔操

作することも可能である。なお，二次隔離弁バイパス弁につ

いても，電源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操

作可能である。 

耐圧強化ベント系使用時に，耐圧強化ベント系に接続され

る系統との隔離のための弁（換気空調系一次隔離弁，非常用

ガス処理系一次隔離弁，非常用ガス処理系フィルタ装置出口

隔離弁 A 及び B，非常用ガス処理系 U，シール隔離弁）につい

ては，中央制御室により閉操作，若しくは閉確認をすること

ができる。なお，原子炉区域・タービン区域換気空調系，非

常用ガス処理系には，格納容器圧力逃がし装置との隔離を確

実にするため，手動駆動の二次隔離弁をそれぞれ設置してい

るが，これらの弁については通常時閉とし，さらに運転操作

上，弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近傍に配置

 (2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な弁(電動

駆動弁及び空気駆動弁)については，重大事故等時の環境条

件を考慮し，中央制御室にて操作可能な設計とする。また，

駆動源喪失時においても，耐圧強化ベント系は炉心損傷前

に使用する系統であり，想定される重大事故等時における

現場の放射線量及び室温は高くない※１ことから現場にお

いて手動または，遠隔人力操作機構を用いて操作が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，耐圧強化ベント系との隔離弁になる既設の非常用

ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁Ａ及び非常用ガス処理

系フィルタ装置出口隔離弁Ｂについては，フェイルオープ

ンの弁であり，駆動源喪失時に当該弁を閉にするためには，

現場においてバックアップ窒素供給弁を開にし，当該隔離

弁を閉にした上で機械的ロックをする必要がある。したが

って，操作性向上のため，当該弁のアクチュエータをバッ

クアップ窒素を要せず，手動にて閉操作可能なものに取り

替える。 
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し，緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで，格納

容器圧力逃がし装置使用時には，これらの弁が確実に閉とな

るような運用とする。 

水素バイパスラインに設置される止め弁については，遠隔

手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より人力に

て遠隔操作することにより，重大事故等の環境下においても

確実に操作が可能な設計とする。 

表 3.5-15に操作対象機器を示す。これら操作機器について

は，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間

を確保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつ

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮，

して確実に操作が可能な設計とする。 

(48-4,48-5) 

 

 

 

 

 

表 3.5-15操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

一次隔離弁 

(サプレッション・ 

チェンバ側) 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地下 1階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地下 1階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

操作設備) 

一次隔離弁 

(ドライウェル側) 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上 2階 

 (原子炉建屋内の原子炉

区域外)  

 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地下 2階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地下 2階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

操作設備) 

二次隔離弁 

 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

二次隔離弁 

バイパス弁 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上 3階  

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

フィルタ装置 

入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5－14 表に操作対象機器を示す。これらの機器につ

いては，運転員のアクセス性操作を考慮して十分な操作空

間を確保する。また，それぞの操作対象については銘板を

つけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考

慮して確実にできる設計する。 

(48－3－3，48－5－3) 

※1 現場の線量率は，耐圧強化ベント系配管から 30cm 離れた位置で

約 7.0mSv／hであり，弁操作を手動で行うことができる環境で

ある。また，室温についても，電源が喪失し，換気系が停止し

ていると想定しても，室温上昇は極小さく，通常待機時同等と

考えられ，弁操作を手動で行うことができる環境である。 

 

 

第 3.5－14表 操作対象機器リスト 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟1階 

手動操作 

（遠隔人力操作

機構） 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟屋上 

手動操作 

（遠隔人力操作

機構） 

第二弁 弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

第二弁バイパス弁 弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟5階 手動操作 

耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 
弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟5階 手動操作 

換気空調系 

一次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

換気空調系 

二次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建屋ガス処理系一次隔

離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建屋ガス処理系二次隔

離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口隔離弁Ａ 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口隔離弁Ｂ 
弁閉※１ 中央制御室 スイッヂ操作※１ 

※1 通常待機時閉状態の弁であることから，中央制御室にてランプ確認を行う。全

閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う。 
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域外) 操作設備) 

耐圧強化ベント弁 弁閉→弁開 原子炉建屋地上 3階  

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

操作設備) 

換気空調系 

第一隔離弁  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

換気空調系 

第二隔離弁 

弁閉確認 中央制御室 手動操作※2 

非常用ガス処理系 

第一隔離弁  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

非常用ガス処理系 

第二隔離弁  

弁閉確認 中央制御室 手動操作※2 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口

隔離弁 A 

  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋原子炉区域

内)  

手動操作 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口

隔離弁Ｂ  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋原子炉区域

内)  

手動操作 

非常用ガス処理系 

U シ ー ル 隔 離 弁

 

 

  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

6号炉:原子炉建屋地上 3

階 (原子炉建屋原子炉区

域内)  

7号炉:原子炉建屋地上 4

階  

(原子炉建屋原子炉区域

内) 

手動操作 

水素バイパスライ

ン止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

※1中央制御室にてランプ確認を行う。 

全閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う。 

※2中央制御室にてランプ確認を行う。 

これらの弁は,運転操作上,弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近傍に

配置し,緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで,耐圧強化ベント系使

用時には,これらの弁が確実に閉となるような運用とする。 

 

(3）試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

( ⅰ ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。耐圧強化べント系において原子炉格納容器から主排気

筒（内筒）までのラインを構成する電動弁及び空気作動弁に

ついては，表 3.5-16に示すように，発電用原子炉の停止中に

機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計とする。発電用

原子炉の運転中については，弁の開閉試験により系統内に封

入されている窒素が外部に放出されることを防止するため，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験検査(設置許可基準規則第 43条第 1項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    第 3.5－15 表に示すように，原子炉格納容器から主排気

筒までのラインを構成する電動駆動弁及び空気駆動弁は，

発電用原子炉停止中に，分解検査として弁体等の部品の状

態を確認可能な設計とする。また，弁動作確認として，弁

開閉動作の確認が可能な設計とする。系統配管・弁につい
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開閉試験は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

(48-6) 

 

表 3.5-16耐圧強化ベント系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 

 

機能・性能試験 漏えい確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

 

 

 

 

 

 

 

(4）切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第ⅰ項四） 

( ⅰ ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

本系統を使用する際には，流路に接続される弁（一次隔離

弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側），二次

隔離弁，フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁）を電源喪

失時においても遠隔手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子

炉区域外より人力にて遠隔操作することにより，排気ガスを

非常用ガス処理系配管を経由して主排気筒（内筒）へ導くこ

ては，機能・性能検査として漏えい確認，外観の確認が可

能な設計とする。 

    遠隔人力操作機構は，機能・性能検査として，弁，エク

ステンションロッド及び減速機等の動作状況確認が可能な

設計とする。 

なお，発電用原子炉運転中については，弁の開閉試験に

より系統内の空気が外部に放出されるため，開閉試験は実

施しない設計とする。 

（48－6－2，3） 

 

第 3.5－15表 耐圧強化ベント系の試験検査 

原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 

分解検査 
弁部品の分解検査（非破壊検査を

含む）又は取替 

機能・性能検査 系統漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

（遠隔人力操作機構） 

機能・性能検査 

弁，エクステンションロッド及び

減速機等の動作状況確認 

 

 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系については，本来の用途として使用す

る設計とする。当該系統を使用する際には，流路に接続さ

れる弁(第一弁(Ｓ／Ｃ側又はＤ／Ｗ側)及び耐圧強化ベン

ト弁）の開操作を中央制御室より実施することにより，ベ

ントガスを不活性ガス系及び原子炉建屋ガス処理系配管を

経由して排気筒へ導くことが可能である。また，電源喪失

添3.5-61



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

とが可能である。また， 一次隔離弁（サプレッション・チェ

ンバ側又はドライウェル側），フィルタ装置入口弁，耐圧強化

ベント弁については，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔

空気駆動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より遠

隔操作可能である。さらに， 一次隔離弁（サプレッション・

チェンパ側又はドライウェル側），二次隔離弁については電源

が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。

二次隔離弁が使用できない場合には二次隔離弁バイパス弁を

遠隔手動弁操作設備により，原子炉建屋内の原子炉区域外よ

り人力にて操作することも可能である。二次隔離弁バイパス

弁は，電源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作

可能である。 

これにより，図 3.5-5及び図 3.5-6で示すタイムチャート

のとおり速やかに切替え操作が可能である。 

(48-5) 

 

 

図 3.5-5 耐圧強化ベント系による除熱のタイムチャート(ウェッ

トウェルベントの場合)* 

 

 

図 3.5-6 耐圧強化ベント系による除熱のタイムチャート(ドライ

ウェルベントの場合)* 

*:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.5で示すタイムチャート 

時においてはこれらの弁を手動操作（遠隔人力操作機構に

よる操作含む。）により原子炉建屋原子炉棟外より人力にて

操作可能である。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  これにより，ベントが必要となるまでの間に，速やかに

切り替え操作が可能である。 

 (48－3－3，48－5－3)  
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(5）悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

( ⅰ ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，不活性ガス系，非常用ガス処理系及

び格納容器圧力逃がし装置が接続されている。 

通常時に使用する系統としては表3.5 17のとおり，不活性

ガス系及び非常用ガス処理系があるが，二次隔離弁，二次隔

離弁バイパス弁及び耐圧強化ベント弁を閉状態とすることで

これらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。格納容器圧

力逃がし装置については，通常時は使用しない系統であるた

め，系統隔離弁であるフィルタ装置入口弁については通常時

開としても悪影響を及ぼすことはない。 

 

一方で，重大事故等時において耐圧強化ベント系を使用す

る際に，排出経路を構成するための隔離境界箇所は，表3.5 18

のとおりである。 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系（非常用ガス処理系排風機入口側），及び

原子炉区域・タービン区域換気空調系との接続箇所は，一次

隔離弁と二次隔離弁の間となっており，それぞれの系統を隔

離する弁は直列に各2弁ずつ設置してある。これらの弁は通常

時閉，電源喪失時にはフェイルクローズとなる空気作動弁と

通常時閉の手動弁であり，万が一，弁座からシートパスがあ

ったとしても，排気ガスが他系統へ回り込むことを防止し，

悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置，非常用ガス処理系（非常

用ガス処理系フィルタ装置出口側），及び原子炉建屋との隔離

弁については二次隔離弁より下流側に接続される。格納容器

 (5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五) 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系には，不活性ガス系，原子炉建屋ガス

処理系及び格納容器圧力逃がし装置が接続されている。 

    通常待機時に使用する系統としては第 3.5－16 表のとお

り，不活性ガス系及び原子炉建屋ガス処理系があるが，第

一弁（Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側），耐圧強化ベント系一次隔離

弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁を閉状態とすることで

これらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。格納容器

圧力逃がし装置については，通常待機時は使用しない設備

であることから，第二弁，第二弁バイパス弁については，

通常待機時に閉としても悪影響はない。 

    一方で，重大事故等時に耐圧強化ベント系を使用する際

に，排気経路を構成するための隔離境界箇所は，第 3.5－17

表のとおりである。このうち，原子炉建屋ガス処理系一次

隔離弁，二次隔離弁及び換気空調系一次隔離弁，二次隔離

弁については，直列に 2 弁ずつ設置してあることから，万

が一弁にシートパスが発生したとしても，ベントガスが他

系統へ回り込むことにより悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁については，

通常待機時閉の空気作動弁であり，非常用ガス処理系の自

動起動信号により開となること及び電源喪失時にはフェイ

ルオープンとなる空気駆動弁であるため，耐圧強化ベント

系使用時には，中央制御室にて閉状態の確認又は閉操作を

行うことにより，他系統への悪影響を防止する設計とする。 

 

 

なお，非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁が何ら

かの理由で中央制御室から閉操作ができない場合でも，耐

圧強化ベント系は炉心損傷前に使用する系統であり，想定
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圧力逃がし装置との隔離弁は通常時開，電源喪失時にはフェ

イルオープンとなる空気作動弁であるため，耐圧強化ベント

系使用時には閉操作が必要である。非常用ガス処理系フィル

タ装置との隔離弁は，通常時閉の電動弁であるが，非常用ガ

ス処理系自動起動信号により自動開となるため，電源喪失時

にはアズイズとなることを考慮すると，中央制御室での閉確

認が必要である。また，排気筒で発生するドレンをサンプへ

導くラインに接続する弁については通常時開の弁であり，耐

圧強化べント系使用前に中央制御室からの閉操作が必要であ

る。 

以上のことから，耐圧強化べント系を用いる場合は，弁操

作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

表 3.5-17他系統との隔離弁(通常時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

不活性ガス系 二次隔離弁 電動駆動 通常時閉 

二次隔離弁バイパス弁 電動駆動 通常時閉 

非常用ガス処理系 耐圧強化ベント弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

格納容器圧力逃がし装置※ フィルタ装置入口弁 空気駆動 通常時開 

電源喪失時開 

※格納容器圧力逃がし装置は,重大事故等対処設備であり,通常時は使用しない

系統である。

表 3.5-18他系統との隔離弁(重大事故等時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

非常用ガス処理系 

(非常用ガス処理系

排風機入口側) 

第一隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第二隔離弁 手動 通常時閉 

原子炉区域・タービ

ン区域換気空調系

第一隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第二隔離弁 手動 通常時閉 

非常用ガス処理系 

(非常用ガス処理系

フィルタ装置出口

側)

第一隔離弁 

(非常用ガス処理系フィル

タ装置出口隔離弁 A/B)

電動駆動 通常時閉 

(自動起動イン

ターロツク有)

格納容器圧力逃がし

装置 

第一隔離弁 

(フィルタ装置入口弁※)

空気駆動 通常時開 

電源喪失時開 

原子炉建屋内 第一隔離弁 

(非常用ガス処理系 Uシー

ル隔離弁)

電動駆動 通常時開 

※耐圧強化ベント使用時に切替え操作が必要(中央制御室若しくは現場にて容易に切

替え可能)

される重大事故等時における現場の放射線量及び室温は高

くないことから現場において手動にて閉操作が実施可能で

ある。 

(48－3－3，48－5－3) 

第 3.5－16表 他系統との隔離弁(通常待機時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

不活性ガス系 
耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
電動駆動 通常待機時閉 

原子炉建屋ガス処理系 
耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 
電動駆動 通常待機時閉 

第 3.5－17表 他系統との隔離弁(重大事故等時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉建屋ガス処理系 一次隔離弁，二次隔離弁 空気駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

換気空調系 一次隔離弁，二次隔離弁 空気駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

原子炉建屋ガス処理系 

(非常用ガス処理系フィル

タ装置出口側)

非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁（Ａ）， 

非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁（Ｂ) 

電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時開 

格納容器圧力逃がし装置 
第二弁，第二弁バイパス弁
※１ 電動駆動 通常待機時閉 

※1 耐圧強化ベント使用時に切替操作が必要(中央制御室にて容易に切替可能)
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(6）設置場所（設置許可基準規則第43条第ⅰ項六）

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系の系統構成に必要な機器の設置場所，操

作場所を表3.5-19に示す。 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁につ

いて，炉心損傷前に耐圧強化ベント系を使用する場合におい

ては，想定される重大事故等時における放射線量は高くない

ことから，中央制御室又は離れた場所から遠隔操作が可能で

ある。また，原子炉建屋原子炉区域内に設置されている高線

量配管に対して原子炉建屋原子炉区域壁厚さが足りないた

め，遮蔽効果が不十分である場合は，操作場所での被ばく線

量率を評価した上で，追加で遮蔽体を設置する。 

(48-4,48-5) 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六)

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系の系統構成に必要な機器の設置場所，

操作場所を第 3.5－18 表に示す。耐圧強化ベント系を使用

する際に操作が必要な弁は，中央制御室から操作が可能な

設計としている。何らかの理由で中央制御室から閉操作が

できない場合でも，耐圧強化ベント系は炉心損傷前に使用

する系統であり，想定される重大事故等時における現場の

放射線量及び室温は高くないことから，現場において手動

又は遠隔人力操作機構を用いて操作が可能である。 

(48－3－3，48－4－2～6，48－5－3) 
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表 3.5-19操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

一次隔離弁(サプレ

ッション・チェンバ

側) 

 

原子炉建屋地下 1階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地下 1階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

一次隔離弁(ドライ

ウェル側) 

 

原子炉建屋地上 2階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地上 2階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

二次隔離弁 

 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

二次隔離弁バイパス

弁 

 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

フィルタ装置入口弁 原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

耐圧強化ベント弁 原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

換気空調系第一隔離

弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

換気空調系第二隔離

弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階※1(原

子炉建屋原子炉区域内) 

非常用ガス処理系第

一隔離弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

非常用ガス処理系第

二隔離弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階※1(原

子炉建屋原子炉区域内) 

真空破壊弁 原子炉格納容器内 ー  

非常用ガス処理系フ

ィルタ装置出口隔離

弁 A 

原子炉建屋地上 3 階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

非常用ガス処理系フ

ィルタ装置出口隔離

弁 B 

原子炉建屋地上 3 階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

非常用ガス処理系 

Uシール隔離弁 

6 号炉:原子炉建屋地上 3 階

(原子炉建屋原子炉区域内)7

号炉:原子炉建屋地上 4階(原

子炉建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

水素バイパスライン

止め弁 

原子炉建屋地上 3 階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3 階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

※1これらの弁は,運転操作上,弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近

傍に配置し,緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで,耐圧強化ベント

系使用時には,これらの弁が確実に閉となるような運用とする。 

 

 

第 3.5－18表 操作対象機器設置場所 

機器名称設 設置場所 操作場所 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 原子炉建屋原子炉棟1階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟1階 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 原子炉建屋付属棟 4階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟屋上 

真空破壊装置 原子炉格納容器内 － 

耐圧強化ベント系一次隔離弁 原子炉建屋原子炉棟5階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟5階 

耐圧強化ベント系二次隔離弁 原子炉建屋原子炉棟5階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟5階 

 

 

 

3.5.2.3.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 

 

(1）容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3.2 容量等」に示す。 

3.5.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針(常設

重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合

性) 

 (1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
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耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終

ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，大気を

最終ヒートシンクとして原子炉格納容器から除熱をするた

め，原子炉定格熱出力の1%に相当する15.8kg/sの蒸気を排気

することができるよう，十分な排出流量を有する設計とする。 

原子炉定格熱出力の1%とは，原子炉停止から2～3時間後に

相当する出力である。一方，炉心の著しい損傷の防止の事故

シーケンスのうち，全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG

喪失）において，炉心損傷前の格納容器べント開始は，原子

炉停止後約16時間後となっている。そのため，格納容器ベン

ト開始時における原子炉格納容器の蒸気発生量は，耐圧強化

ベント系の設計流量である15.8kg/sよりも小さいことから，

耐圧強化ベント系を用いて，原子炉格納容器から除熱するこ

とは可能である。 

また，耐圧強化ベント系を炉心損傷前に使用する場合は，

原子炉格納容器の最高使用圧力にて格納容器ベント判断をす

るものとし，格納容器ベント判断から格納容器ベント開始ま

での原子炉格納容器の圧力上昇を考慮し，耐圧強化ベント系

の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍の

620kPa[gage］とする。 

また，耐圧強化ベント系の最高使用温度は，原子炉格納容

器の最高使用温度の171℃とする。 

 

(48-7) 

 

(2）共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

( ⅰ ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

    耐圧強化ベント系の設計流量としては，耐圧強化ベント

を行う事故後約 28 時間後において原子炉格納容器内で発

生する蒸気を排気し，その熱量分を除熱できるだけの十分

な容量として，崩壊熱の 1％程度に相当する蒸気流量を排

気可能な流量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また，耐圧強化ベント系を重大事故防止設備として使用

する場合は，添付書類十「7.2.1.3 雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」に示す有効性評価

を踏まえ，原子炉格納容器の最高使用圧力にてベント判断

をするものとし，ベント判断からベント開始までの原子炉

格納容器の圧力上昇を考慮し，0.62MPa［gage］を重大事故

等時使用圧力とする。また，この時の原子炉格納容器内の

温度以上となるように，重大事故等時使用温度を 200℃と

する。 

(48－7－4～7) 

 

 (2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，二以上の発電用原子炉施設において

共用しない設計とする。 

 

 

(3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第2項三） 

( ⅰ ）要求事項 

常設重大事故防止設備は共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却

系とは構成機器を共用していないため，残留熱除去系及び原

子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能が失われるこ

とはない。また，耐圧強化ベント系は，原子炉建屋内の残留

熱除去系ポンプ及び熱交換器並びにタービン建屋内の原子炉

補機冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器と異なる区画に

設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

(48-2,48-4,48-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系の各機器については，一部の敷地を共

有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43

条第 2項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    設計方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)とは構成機器を共用し

ておらず，また，耐圧強化ベント系及び残留熱除去系(格納

容器スプレイ冷却系)が設置されるエリアは，各々区画され

近接していないことから，耐圧強化ベント系及び残留熱除

去系(格納容器スプレイ冷却系)が，共通要因によって同時

に機能喪失しない設計とする。 

  

 

(第 3.5－10表) 
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3. 5. 3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1 原子炉補機冷却系 

3.5.3.1.1 設備概要 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機

器で発生する熱を冷却除去するために設けるものである。本

系統は，想定される重大事故等時においても，非常用機器，

残留熱除去系機器，燃料プール冷却浄化系機器等の冷却を行

うための機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

本系統は，非常用炉心冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲ

に対応した3系統としており，その系統は中間ループ及び海水

系で構成し，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却水系

熱交換器，原子炉補機冷却海水ポンプ，配管及び弁類等で構

成する。原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却水系熱交

換器及び原子炉補機冷却海水ポンプは，各区分において通常

運転時は1台運転としており， 1台予備とする。 

 

 

 

 

本系統に関する系統概要図を図3.5-7，本系統に関する重大

事故等対処設備（設計基準拡張） 一覧を表3.5 20に示す。 

 

 

3.5.3 重大事故等対処設備 

3.5.3.1 残留熱除去系 

3.5.3.1.1 設備概要 

   残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）については，「3.4 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針

を示す章）」，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）については，

「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可

基準規則第 49条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.5.3.2 残留熱除去系海水系 

3.5.3.2.1 設備概要 

   残留熱除去系海水系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔

離時の崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心

冷却等を目的とし設置される残留熱除去系の残留熱除去系

熱交換器に海水を送水するための設備である。海を水源と

し，残留熱除去系海水系ポンプにて，非常用取水設備である

貯留堰，取水路及び取水ピットを通じて海水を取水し，ポン

プ出口に設置される残留熱除去系海水系ストレーナにて異

物を除去し海水を送水する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 残留熱除去系海水系に関する重大事故等対処設備一覧を第

3.5－19表に示す。  

 

 

 

 

 

 

3.5.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1 原子炉補機冷却系 

3.5.3.1.1 設備概要 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機器で

発生する熱を冷却除去するために設けるものである。本系統は，

想定される重大事故等時においても，非常用機器，残留熱除去系

機器，燃料プール冷却系機器等の冷却を行うための機能を期待す

るため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

本系統は，非常用炉心冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲに対

応して，原子炉補機冷却系区分Ⅰ，原子炉補機冷却系区分Ⅱ，高

圧炉心スプレイ補機冷却系に分け，非常用炉心冷却系の各区分ご

とに独立に冷却できる機能を有する。 

また，残留熱除去系機器の冷却は，残留熱除去系の２系統に対

応して上記の原子炉補機冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱの２区分に分離

し，また，高圧炉心スプレイ系機器の冷却は，高圧炉心スプレイ

補機冷却系で独立に冷却を行うことができる。 

その他常用機器冷却は上記の原子炉補機冷却系の区分Ⅰ，区分

Ⅱで行い，非常時は弁により非常用機器冷却と分離することがで

きる。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-6 及び図 3.5-7，本系統に

関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表 3.5-13及び

表 3.5-14に示す。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，RCW/R

SW 系の２系統及び HPCW

/HPSW 系を１系統設置

する（以下，⑨の相違） 
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図 3.5-7 原子炉補機冷却系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-6 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 系統

概要図 

 

 

 

 

図 3.5-7 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海

水系を含む。） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.5-20原子炉補機冷却系に関する重大事故等対処設備(設計基

準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉補機冷却水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却海水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却水系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 海水貯留堰【常設】 

 スクリーン室【常設】 

 取水路【常設】 

 補機冷却用海水取水路【常設】 

 補機冷却用海水取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ 

原子炉補機冷却系サージタンク 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機(設計基準拡張)【常設】 

 

計装設備※2 原子炉補機冷却水系系統流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量【常設】 

計装設備(補助)※3 RCWサージタンク水位【常設】 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度【常設】 

※1:電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※2:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15計装設

備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※3:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助

パラメータ 

第 3.5－19表 残留熱除去系海水系に関する重大事故等対処設備

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】 

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

残留熱除去系ポンプ【常設】※１ 

関連設備 

付属設備 － 

水源※２ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備 

 貯留堰【常設】 

 取水路【常設】 

 取水ピット【常設】 

注水先 － 

電源設備※３

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備 

 ２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備＊４ 

残留熱除去系熱交換器入口温度 【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度 【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量 【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

※1 残留熱除去系については，「3.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

※2 水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※4 計装設備については，「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

表 3.5-13 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に関す

る重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉補機冷却水ポンプ【常設】 

原子炉補機海水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※2 残留熱除去系熱交換器冷却水流量【常設】 

計装設備（補助）※3 ＲＣＷサージタンク水位【常設】 

ＲＣＷ熱交出口温度【常設】 

※１:電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※２:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.5-14高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海

水系を含む。）に関する重大事故等対処設備（設計基準

拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※2 ― 

※１:電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※２:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

 

3.5.3.1.2主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉補機冷却水ポンプ 

 

 

容量(区分Ⅰ及びⅡ)  ：1300m3/h/台 

容量(区分Ⅲ)     ：1100m3/h/台(6号炉) 

800m3/h/台(7号炉) 

 

個数         ：1/区分(予備 1/区分)/通常運

転時 

：2/区分/通常運転時以外 

 

 

 

取付箇所       ：タービン建屋地下 1階及び地

下 2階 

 

 

 

 

3.5.3.2.2 主要設備の仕様 

  主要設備の機器仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去系海水系ポンプ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉補機冷却系 

 

ａ．冷却水ポンプ 

容量         ：約 1,700m3/h/台 

 

 

 

個数         ：２/区分 

 

 

 

 

 

取付箇所       ：原子炉建物付属棟１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設計仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，２区分

のうち１区分を予備と

する（以下，⑩の相違） 
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(2) 原子炉補機冷却海水ポンプ

容量 ：1800m3/h/台 

個数 ：1/区分(予備 1/区分)/通常運

転時 

:2/区分/通常運転時以外 

取付箇所 ：タービン建屋地下 1階 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 たて形うず巻式 

台 数 4 

容 量 約 886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程 約 184m 

最高使用圧力 3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 38℃ 

本体材料  鋳鋼 

(2) 残留熱除去系海水系ストレーナ

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設

型 式 円筒縦形 

基 数 2 

最高使用圧力 3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 38℃ 

本 体 材 料  ステンレス鋼

ｂ．海水ポンプ 

容量 ：約 2,000m3/h/台 

個数 ：２/区分 

取付箇所 ：屋外 

・設備の相違

【東海第二】 

設計仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違及び設計仕

様の相違 

・記載方針の相違

【東海第二】

⑤の相違
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(3) 原子炉補機冷却水系熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量(区分Ⅰ及びⅡ)  ：約 17MW/基(海水温度 30℃にお

いて) 

容量(区分Ⅲ)     ：約 16MW/基(海水温度 30℃にお

いて) 

個数         ：1/区分(予備 1/区分)/通常運

転時 

：2/区分/通常運転時以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付箇所       ：タービン建屋地下 1階及び地

下 2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 残留熱除去系熱交換器 

   兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備    

   ・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

   ・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型    式     縦型Ｕチューブ式 

基    数     2 

 

伝 熱 容 量      約 19.4×10３kW（1基当たり） 

(原子炉停止時冷却モ-ド) 

 

 

 

 

 

最高使用圧力 

     管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量         ：約 10MW/基（海水温度 30℃に

おいて） 

 

 

個数         ：３/区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付箇所       ：原子炉建物付属棟１階 

 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系補機冷却系 

ａ．冷却水ポンプ 

容量         ：約 240m3/h/台 

個数         ：１/区分 

取付箇所       ：原子炉建物付属棟地下２階 

 

ｂ．海水ポンプ 

容量         ：約 340m3/h/台 

個数         ：１/区分 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設計仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設計仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 
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なお,電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章)」,計装設備については

「3.15 計装設備(設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

(4) 残留熱除去系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 たて形電動うず巻式 

台 数 3 

容 量 約 1,690m３／h（1台当たり） 

全  揚 程 約 85m 

最高使用圧力 3.50MPa［gage］ 

最高使用温度 182℃ 

本 体 材 料 鋳鋼 

取 付 箇 所 原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

取付箇所 ：屋外 

ｃ．熱交換器 

容量  ：約 2.7 MW/基（海水温度 30℃

において） 

個数 ：１/区分 

取付箇所 ：原子炉建物付属棟地下２階 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

⑥の相違

・記載方針の相違

【東海第二】
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3.5. 3.1. 3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉補機冷却系は想定される重大事故等時に重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用するため， 「2.3重大事故

等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を

除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却水ポンプ原子炉補機冷却海水ポンプ，及び原

子炉補機冷却水系熱交換器については，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使

用するため，他の設備に悪影響を及ぼさない設計である。 

 

 

原子炉補機冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

 

基本方針については「2.3. 1 多様性位置的分散悪影響防止

等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，及び

原子炉補機冷却水系熱交換器については，設計基準事故時の最

終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を兼用しており，設計基準

事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容

量に対して十分である。 

基本方針については， 「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，及び

原子炉補機冷却水系熱交換器については，タービン建屋内に設

置される設備であることから，想定される重大事故等が発生し

た場合におけるタービン建屋内の環境条件及び荷重条件を考

慮，し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.5-21

に示す設計とする。 

3.5.3.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

  残留熱除去系海水系は，想定される重大事故等時に重大事故

等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関

する基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針

を適用して設計を行う。 

 

 

  ただし，常設代替交流電源設備からの給電により残留熱除去

系海水系を復旧させる場合については，残留熱除去系海水系は，

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機からの給

電により起動する残留熱除去系海水系に対して，駆動電源の多

様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備の多様性及び

位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

  残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設

計基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事

故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない

設計である。 

   

 

残留熱除去系海水系は，二以上の発電用原子炉施設において

共用しない設計である。 

 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等について」に示す。   

  残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設

計基準事故時の残留熱除去熱交換器への海水供給機能を兼用し

ており，設計基準事故時に使用する場合のポンプ流量及び熱交

換器伝熱容量が，残留熱除去系の系統容量に対して十分である

ため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

  基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

   

 

 

 

 

 

3.5.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）は，想

定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，原子炉補機

冷却系熱交換器，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換

器については，設計基準対象施設として使用する場合と同様の系

統構成で重大事故等においても使用するため，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計である。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）は，二

以上の発電用原子炉施設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，及び原子炉

補機冷却系熱交換器については，設計基準事故時の最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能を兼用しており，設計基準事故時に使用

する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分

である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，高圧炉

心スプレイ補機冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱

交換器については原子炉建物付属棟に設置される設備であること

から，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建物

内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 3.5-15に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，RCWを

重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として位置

付ける 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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また，使用時に海水を通水する原子炉補機冷却水系熱交換器

内の一部及び原子炉補機冷却海水ポンプは，海水の影響を考慮

した設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入を防止

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.5-21想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

タービン建屋内で想定される温度,圧力,湿度及び放射線条件

下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため,天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する

系統への影響 

常時海水を通水するため,耐腐食性材料を使用する設計とす

る。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する(詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す)。 

風(台風)・積雪 タービン建屋内に設置するため,風(台風)及び積雪の影響は受

けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする 

 

 

 

 

  また，残留熱除去系海水系ポンプの取水箇所である取水路は，

設計基準事故時の取水路と兼用しており，設計基準事故時に使

用する場合のポンプ流量及び熱交換器伝熱容量に対して十分で

あるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

 

 

 

  残留熱除去系海水系ポンプは，屋外に設置される設備である

ことから，想定される重大事故等が発生した場合における屋外

の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，第 3.5－20表に示す設計である。 

  

 

   

 

 

 

 

  残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置され

る設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合

における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，第 3.5－21 表に示す設計

である。 

 

第 3.5－20表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けな

い設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋外に設置するため，想定される風（台風）及び竜巻の風荷重，

積雪，火山の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しない設計

とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプに

ついては屋外に設置される設備であることから，想定される重大

事故等が発生した場合における屋外の環境条件及び荷重条件を考

慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.5-16に

示す設計とする。 

 

また，使用時に海水を通水する原子炉補機冷却系熱交換器内及

び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の一部並びに原子炉補機

海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，海水の影響

を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入を

防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

表 3.5-15 想定する環境条件及び荷重条件（原子炉建物付属棟内） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する設計とす

る。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.23 及びまと

め資料添付 3.23 にて記
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・設備の相違 
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また，原子炉補機冷却系は中央制御室にて操作可能な設計

である。原子炉補機冷却系の系統構成及び運転に必要な操作

機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線

量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については， 「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却系については，設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用す

る設計である。 

また，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポン

プ，及び原子炉補機冷却水系熱交換器については，発電用原

子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能及び漏えいの有

無の確認並びに弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子

炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

第 3.5－21表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けな

い設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

また，残留熱除去系ポンプは中央制御室にて操作可能な設計

とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  残留熱除去系海水系は，設計基準事故対処設備として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計

である。 

また，残留熱除去系海水系ポンプは，発電用原子炉の運転中

に機能・性能検査が可能な設計とする。残留熱除去系海水系ポ

ンプ及び残留熱除去系熱交換器は，停止中に分解検査及び外観

検査が実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性につい

て」に示す。 

表 3.5-16 想定する環境条件及び荷重条件（屋外） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び

凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮した

設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないこ

とを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評

価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高

圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含

む。）は中央制御室にて操作可能な設計である。原子炉補機冷却

系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心スプレイ補機冷却

系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）の系統構成及び運転

に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置

の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心

スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）に

ついては，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等においても使用する設計である。 

また，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，原子

炉補機冷却水熱交換器，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高

圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却

系熱交換器については，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統

の機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁動作試験が可能な

設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可

能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

・設計方針の相違

【東海第二】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

⑨の相違
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